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平成２０年第１回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期３月４日（火）～３月１９日（水）    （会期１６日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ３月 ４日 火 本会議（開会） ・理事者提案説明 

 ３月 ５日 水 本 会 議 
・一般質問・質疑 

・即決議案採決及び委員会付託 

 ３月 ６日 木 常任委員会  

 ３月 ７日 金 常任委員会  

 ３月 ８日 土 休   会  

 ３月 ９日 日 休   会  

 ３月１０日 月 常任委員会  

 ３月１１日 火 常任委員会  

 ３月１２日 水 常任委員会  

 ３月１３日 木 常任委員会  

 ３月１４日 金 休   会  

 ３月１５日 土 休   会  

 ３月１６日 日 休   会  

 ３月１７日 月 休   会  

 ３月１８日 火 休   会  

 ３月１９日 水 本会議（閉会） 
・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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       平成２０年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２０年３月４日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２０年３月４日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２０年３月４日 

          午後 ３時３４分 

１．出 席 議 員        

    １番  田 中   剛 

    ２番  松 山   清 

    ３番  宇都宮 明 宏 

    ４番  松 島 義 幸 

    ５番  元 親 孝 志 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

   １０番  名 本 修 三 

   １１番  河 野 作 生 

   １２番  藤 井 朝 廣 

   １３番  浅 野 泰 義 

   １４番  浅 野 忠 昭 

   １５番  三 好 幸 夫 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 英 男 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

   ２２番  鍵 原 芳 和 

   ２３番  菊 地 ミスギ 

   ２４番  宇都宮 二 朗 

   ２５番  岡 田 周 三 

   ２６番  山 本 安 男 

   ２７番  平 野 武 男 

   ２８番  大 竹 忠 盛 

   ２９番  二 宮   元 

   ３０番  坂 本 隆 重 

   ３１番  浅 野 豊 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   副  市  長  三 好 藤 治 

   教  育  長  二 宮 宇 明 

   会 計 管 理 者  森   英 二 

   総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  安 藤 芳 夫 

   生活福祉部長  武 田   勉 

   教 育 部 長  上 甲 福 重 

   明浜総合支所長  小 玉 岩 康 

   野村総合支所長  三 瀬 通 忠 

   城川総合支所長  吉 良 孝 一 

   三瓶総合支所長  鶴 岡 康 年 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  炭 倉 貞 明 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  清 水 享 司 

   監 査 委 員  池 畠 賢 治 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  九 鬼 則 夫 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

 

      議  事  日  程 

 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （８番 森川一義、９番 亀井秀男） 

 ２ 会期の決定 

  （３月４日～３月１９日 １６日間） 

 ３ 議案第  ８号 西予市立三瓶中学校屋内 

           運動場改築工事変更請負 

           契約について 

   議案第  ９号 多田地区生活改善工事第 

           １７工区工事変更請負契 

           約について 

   議案第 １０号 多田地区生活改善工事第 

           ２１工区工事変更請負契 

           約について 
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 ４ 議案第 １１号 西予市一般廃棄物処理施 

           設等建設基金条例制定に 

           ついて 

   議案第 １２号 西予市後期高齢者医療に 

           関する条例制定について 

   議案第 １３号 西予市職員の期末手当及 

           び勤勉手当の特例に関す 

           る条例制定について 

   議案第 １４号 西予市職員の勤務時間、 

           休暇等に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １５号 西予市職員の育児休業等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 １６号 西予市一般職の任期付職 

           員の採用に関する条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １７号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １８号 西予市単純な労務に雇用 

           される職員の給与の種類 

           及び基準を定める条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １９号 西予市特別会計条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２０号 西予市使用料及び手数料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ２１号 西予市母子家庭医療費助 

           成条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市重度心身障害者医 

           療費助成条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２３号 西予市デイサービスセン 

           ター条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２４号 西予市国民健康保険条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２５号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２６号 西予市居宅介護支援事業 

           所設置条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市隣保館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２８号 西予市小集落改良住宅管 

           理条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２９号 西予市廃棄物の処理及び 

           清掃に関する条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３０号 西予市明浜ふるさと創生 

           館条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ３２号 西予市営住宅管理条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ３３号 西予市単独市営住宅条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ３４号 西予市特定公共賃貸住宅 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ３５号 西予市水道事業の設置に 

           関する条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ３６号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ３７号 市道路線の廃止について 

   議案第 ３８号 市道路線の認定について 

   議案第 ３９号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ４０号 字の区域を新たに画する 

           ことについて 
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   議案第 ４１号 平成１９年度西予市一般 

           会計補正予算（第６号） 

   議案第 ４２号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

   議案第 ４３号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第２号） 

   議案第 ４４号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ４５号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第３号） 

   議案第 ４６号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ４７号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第５号） 

   議案第 ４８号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第３号） 

   議案第 ４９号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第４号） 

   議案第 ５０号 平成１９年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ４号） 

   議案第 ５１号 平成１９年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計補正予算（第２号） 

   議案第 ５２号 平成２０年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第 ５３号 平成２０年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第 ５４号 平成２０年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第 ５５号 平成２０年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第 ５６号 平成２０年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

 

   議案第 ５７号 平成２０年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第 ５８号 平成２０年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ５９号 平成２０年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第 ６０号 平成２０年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第 ６１号 平成２０年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第 ６２号 平成２０年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第 ６３号 平成２０年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第 ６４号 平成２０年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第 ６５号 平成２０年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

 ５ 発議第  １号 西予市議会委員会条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

追加 議案第 ６６号 西予市農林漁業後継者住 

           宅条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ６７号 西予市病院事業職員の諸 

           手当に関する条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   意見書案第２号 市立宇和島病院の保険医 

           療機関指定継続を求める 

           意見書（案）の提出につ 

           いて 

 

本日の会議に付した事件 

 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議案第  ８号 西予市立三瓶中学校屋内 

           運動場改築工事変更請負 

           契約について 

   議案第  ９号 多田地区生活改善工事第 

           １７工区工事変更請負契 

           約について 
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   議案第 １０号 多田地区生活改善工事第 

           ２１工区工事変更請負契 

           約について 

 ４ 議案第 １１号 西予市一般廃棄物処理施 

           設等建設基金条例制定に 

           ついて 

   議案第 １２号 西予市後期高齢者医療に 

           関する条例制定について 

   議案第 １３号 西予市職員の期末手当及 

           び勤勉手当の特例に関す 

           る条例制定について 

   議案第 １４号 西予市職員の勤務時間、 

           休暇等に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １５号 西予市職員の育児休業等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 １６号 西予市一般職の任期付職 

           員の採用に関する条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １７号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １８号 西予市単純な労務に雇用 

           される職員の給与の種類 

           及び基準を定める条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １９号 西予市特別会計条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２０号 西予市使用料及び手数料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ２１号 西予市母子家庭医療費助 

           成条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市重度心身障害者医 

           療費助成条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２３号 西予市デイサービスセン 

           ター条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２４号 西予市国民健康保険条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２５号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２６号 西予市居宅介護支援事業 

           所設置条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市隣保館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２８号 西予市小集落改良住宅管 

           理条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２９号 西予市廃棄物の処理及び 

           清掃に関する条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３０号 西予市明浜ふるさと創生 

           館条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ３２号 西予市営住宅管理条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ３３号 西予市単独市営住宅条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ３４号 西予市特定公共賃貸住宅 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ３５号 西予市水道事業の設置に 

           関する条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ３６号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ３７号 市道路線の廃止について 

   議案第 ３８号 市道路線の認定について 

   議案第 ３９号 西予市営土地改良事業の 
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           施行について 

   議案第 ４０号 字の区域を新たに画する 

           ことについて 

   議案第 ４１号 平成１９年度西予市一般 

           会計補正予算（第６号） 

   議案第 ４２号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

   議案第 ４３号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第２号） 

   議案第 ４４号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ４５号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第３号） 

   議案第 ４６号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ４７号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第５号） 

   議案第 ４８号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第３号） 

   議案第 ４９号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第４号） 

   議案第 ５０号 平成１９年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ４号） 

   議案第 ５１号 平成１９年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計補正予算（第２号） 

   議案第 ５２号 平成２０年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第 ５３号 平成２０年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第 ５４号 平成２０年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第 ５５号 平成２０年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第 ５６号 平成２０年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第 ５７号 平成２０年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第 ５８号 平成２０年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ５９号 平成２０年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第 ６０号 平成２０年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第 ６１号 平成２０年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第 ６２号 平成２０年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第 ６３号 平成２０年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第 ６４号 平成２０年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第 ６５号 平成２０年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

 ５ 発議第  １号 西予市議会委員会条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

追加 議案第 ６６号 西予市農林漁業後継者住 

           宅条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ６７号 西予市病院事業職員の諸 

           手当に関する条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   意見書案第２号 市立宇和島病院の保険医 

           療機関指定継続を求める 

           意見書（案）の提出につ 

           いて 
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  開会 午前１０時００分 

 

○議長 ただいまの出席議員は３１名でありま

す。これより平成２０年第１回西予市議会定例会

を開会いたします。 

 三好市長より今定例会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成２０年第１回西予市議会定例会

の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 ３月の声を聞き、厳しい寒さも幾分和らぎ、春

の薫りが漂う昨今でございます。本日はちょっと

揺り戻しで少し寒くなっておりますが、そういう

中、本日は年度末を控え公私ともにご多忙のとこ

ろ本定例会にご出席を賜り厚くお礼を申し上げま

す。 

 さて、西予市は合併から丸４年を迎えようとし

ておりますが、私はこの間、多くの皆様に助けら

れ、そして支えていただいたことで、市長として

果たせられた１期４年の重責を全うすることがで

き、非常に考え深く思いを起こしているところで

ございます。 

 振り返りますと、合併当初から国の三位一体の

改革によって思わぬ行財政問題に直面し、市民の

皆様、そして議員各位には多大なご迷惑をおかけ

しておりましたが、しかし皆様方の深甚なるご理

解とご協力を賜ったことによりまして、これまで

スムーズな行政運営を図ることができました。こ

のようなご理解の下で合併前に協議策定いたしま

したまちづくり建設計画の主な事業も順次完成

し、皆様方の負託におおむねこたえることができ

たのではなかろうかと私なりに思っているところ

でございます。特に合併しなければ極めて困難で

あろうと思われる大型事業も、この４年間の中で

遂行できたということは、５つの町それぞれの

方々に、このような大きな喜びと期待、そしてこ

れからのまちづくりに弾みをつけることができた

ものとこのように思っているところでございま

す。ここに改めまして、議員各位の皆様にあらゆ

る施策面でご尽力を賜りましたことに衷心より感

謝を申し上げる次第でございます。 

 さて、本定例議会におきましては、議員の皆様

からの一般質問をお受けするとともに、私の平成

２０年度の市政に対する所信の一端を申し上げる

ほか、条例制定３件、改正２３件、工事請負契約

関係等７件、平成１９年度補正予算１１件、平成

２０年度当初予算１４件の合計５８案件につきま

してご審議をお願い申し上げるものでございま

す。 

 諸議案の提案理由につきましては、上程の際に

ご説明いたしますので、大きな節目となる平成２

０年度の市政運営の方向づけを行うため、何とぞ

慎重にご審議をいただき、それぞれご決定を賜り

ますようお願い申し上げ、簡単でございますが、

招集のごあいさつとさせていただきます。 

 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

及び監査委員から提出された例月出納検査報告書

及び定例監査報告書は、お手元に配付のとおりで

ありますので、お目通し願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に８番森川一義君、９番

亀井秀男君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から３月１９日までの１６

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から３月１９日までの１６日間と決

定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第８号「西予市立

三瓶中学校屋内運動場改築工事変更請負契約につ

いて」から議案第１０号「多田地区生活改善工事

第２１工区工事変更請負契約について」までの３

件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 上甲教育部長。 
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○上甲教育部長 議案第８号「西予市立三瓶中学

校屋内運動場改築工事変更請負契約について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本契約につきましては、平成１９年第３回定例

会において議決いただき、請負金額３億８７０万

円で、株式会社一宮工務店と契約を締結し、現在

施工中であります。このたび体育館周辺などの整

備が必要となったため６３０万円を増額し、請負

金額３億１，５００万円とする工事変更請負仮契

約を締結いたしましたので、議会の議決を求める

ものであります。 

 なお、一宮工務店の代表取締役につきまして

は、井上歳久氏から興梠安に交代されており、今

回の変更契約は興梠氏との契約となっておりま

す。 

 変更内容につきましては、お手元に配付してお

ります資料をご参照ください。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第９号「多田地区生活

改善工事第１７工区工事変更請負契約につい

て」、議案第１０号「多田地区生活改善工事第２

１工区工事変更請負契約について」一括して提案

理由のご説明を申し上げます。 

 多田地区生活改善工事につきましては、農業集

落排水事業と営農飲雑用水事業の管路を同時に施

工する工事であり、農業集落排水事業が平成２１

年度、営農飲雑用水事業が平成２２年度供用開始

を目指し整備を進めているところであります。 

 最初に、議案第９号の第１７工区工事につきま

しては、平成１９年８月１０日に株式会社西田興

産と工事請負契約を締結し、現在工事請負金額１

億３，６３１万８，０００円で施工中でありま

す。このたび現地精査の結果、計画しておりまし

た推進工法において設計変更の必要が生じたため

２，８３１万円増額し、議会への議決要件を超え

る請負金額１億６，４６２万８，０００円とする

工事変更請負仮契約を去る平成２０年２月２２日

に締結いたしましたので、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 続きまして、議案第１０号の第２１工区工事に

つきましては、さきの平成２０年第１回臨時会で

四国通建株式会社宇和島営業所と請負金額１億

６，５５６万３，０００円とする工事変更請負契

約の議決をいただき現在施工中であります。この

たび第１７工区工事と同じく平成２０年２月２２

日に同様の理由により４４３万４，０００円増額

し、請負金額１億６，９９９万７，０００円とす

る工事変更請負仮契約を締結いたしましたので、

議会の議決を求めるものであります。 

 なお、変更内容につきましては、お手元に配付

いたしております資料をご参照いただきたいと存

じます。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 まず、議案第８号に対する質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第９号に対する質疑を行いま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１０号に関する質疑を行い

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８号から議案第１０号については、会議

規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なし認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第８号「西予市立三瓶中学校屋内運

動場改築変更請負契約について」は原案のとおり

に決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９号「多田地区生活改善工事第１
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７工区工事変更請負契約について」は原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０号「多田地区生活改善工事第

２１工区工事変更請負契約について」は原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第１１号「西予市

一般廃棄物処理施設等建設基金条例制定につい

て」から議案第６５号「平成２０年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」についてまでの

５５件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 

 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第１１号「西予市一般

廃棄物処理施設等建設基金条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 現在西予市におけるし尿処理施設、ごみ焼却施

設、火葬場等のいわゆる一般廃棄物処理施設等の

ほとんどが経年による老朽化が著しく、財政状況

が厳しい中ではありますが、近い将来改築を余儀

なくされているところでございます。このような

状況の中、市民の皆様の協力のもと、平成１８年

度から取り組んでおりますごみ減量化の成果の一

部を原資として、関連する施設建設関係の事業財

源として活用するため、今後必要となる建設に係

る基金を新たに設けることといたしました。本条

例は、その効果的な運用を図るため、地方自治法

第２４１条の規定に基づき制定するものでありま

す。 

 次に、議案第１２号「西予市後期高齢者医療に

関する条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系

の実現のため、健康保険法等の一部を改正する法

律が施行され、老人保健法が平成２０年４月から

高齢者の医療の確保に関する法律に改められ、新

たな後期高齢者医療制度が創設されました。 

 本県においては、すべての市町が加入する愛媛

県後期高齢者医療広域連合が主体となり、高齢者

が安心して医療を受けられるよう市町と共同して

運営に当たります。 

 広域連合では、去る平成１９年１１月に広域連

合議会において、愛媛県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療に関する条例を議決制定し、広域

連合が行う本制度における医療給付及び保険料の

賦課などの基本的な事務について定めたところで

ございますが、これを受けまして、関係市町にお

ける各種申請、届け出等の受け付け、被保険者証

の交付、保険料の徴収等の事務について定めるた

め本条例を制定するものでございます。 

 以上、２議案ご審議の上、ご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 議案第１３号「西予市職員

の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市では国の三位一体改革やこれに伴う県予算

の見直し等による大変厳しい財政事情等を考慮

し、平成１８年度及び平成１９年度において管理

職手当等の減額措置を実施し、人件費削減に取り

組んでいるところであります。この取り組みによ

り一定の成果を得ることはできましたが、現状と

いたしましては、いまだ非常に厳しい状況が続い

ております。本条例はそうした状況を踏まえ、管

理職手当の減額措置については廃止し、期末手当

及び勤勉手当の職務加算を５０％減額する特例措

置については、平成２０年度も継続して実施する

ため制定するものであります。 

 続きまして、議案第１４号「西予市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

制定について」から議案第１８号の「西予市単純

な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について」

関連がございますので、一括して提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律の一部を改正する法律が施行されることに

伴い、職員の育児休業及び育児短時間勤務等につ
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いて所要の改正を行うものであります。 

 以下、条例ごとに主な改正の内容をご説明いた

します。 

 まず、議案第１４号の「西予市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」は、育児短時間勤務職員の１週間当

たりの勤務時間及び育児短時間勤務に伴う短時間

職務職員の週休日及び勤務時間の割り振り等を加

えることに伴い改正するものであります。 

 議案第１５号の「西予市職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例制定について」

は、再度の育児休業をすることができる特別の事

情の内容及び育児短時間勤務制度の導入に伴う関

係規定の整備並びに育児休業をした職員の職務復

帰後における号給の調整等に関して所要の改正を

行うものであります。 

 議案第１６号の「西予市一般職の任期付職員の

採用に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」は、改正後の育児休業法との条ずれを整え

るものであります。 

 議案第１７号の「西予市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定について」は、育児

短時間勤務をすることとなった職員の給料及び手

当について、その者の勤務時間数に応じて定めら

れる額を規定するものであります。 

 議案第１８号の「西予市単純な労務に雇用され

る職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について 」は、育児のため

の部分休業の対象となるこの適用を拡大するとと

もに、勤務時間内における部分休業の取得時間の

制限を加えるものであります。 

 続きまして、議案第１９号「西予市特別会計条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、特別会計の廃止と新設に伴うも

のであります。西予市港湾整備事業特別会計につ

きましては、旧三瓶町で実施した港湾整備事業の

円滑な運営と経理の適正を図るために設置したも

のでありますが、当事業における借入金の償還が

今年度をもって完了することにより廃止するもの

であります。 

 また、西予市後期高齢者医療特別会計について

は、後期高齢者医療制度が平成２０年４月１日か

ら施行されることに伴い、７５歳以上の高齢者を

対象とする独立した医療制度として運営されるこ

とから、円滑かつ適正な会計処理を行うため新た

に設置するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願いを申し上げま

す。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議案第２０号「西予市使用

料及び手数料条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 現在住民基本台帳カードにつきましては、交付

手数料として１枚につき５００円を徴収しており

ますが、平成１５年８月の交付開始から本年２月

末までの本市における交付枚数は３９７枚で、人

口に対する普及率は０．９％と普及及び利用が進

んでいない状況となっております。このたび平成

２０年度から平成２２年度の３年間に限りカード

の交付手数料を無料化する市町村に対して、手数

料にかわる国の支援を受けることとなりました。

公的身分証明書として、また電子自治体構想の基

礎としての住民基本台帳カードの普及を図り、住

民の利便性に寄与するため初回の交付に係る手数

料について、３年間に限り無料とするため本条例

の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第２１号「西予市母子家庭医療費助

成条例の一部を改正する条例制定について」、議

案第２２号「西予市重度心身障害者医療費助成条

例の一部を改正する条例制定について」関連がご

ざいますので、一括して提案理由のご説明を申し

上げます。 

 今回の改正は、健康保険法の一部を改正する法

律の施行により老人保健法が平成２０年４月から

高齢者の医療の確保に関する法律に改められ、後

期高齢者医療制度が施行されることに伴うもので

あります。 

 改正の主な内容につきましては、後期高齢者医

療制度の施行に伴う受給資格証の自己負担に変更

はありませんが、条例中の用語の変更を行うもの

であります。 

 また、重度心身障害者医療費助成条例において

は、重度心身障害者に該当する者のうち、療育手

帳の交付を受けた者の基準を具体的に定めるもの

であります。 

 次に、議案第２３号「西予市デイサービスセン

ター条例の一部を改正する条例制定について」提
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案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、現在６カ所で実施しております

デイサービスセンターのうち、既存施設の機能統

合及び民営化等に伴い３カ所を廃止することに伴

うものであります。 

 主な内容でございますが、三瓶デイサービスセ

ンターについては、現在三瓶町で建設中の特別養

護老人ホームへ移転し、宇和町社会福祉施設協会

が直営することによるものであります。西予市い

きがいデイサービスセンターについては、西予市

游の里デイサービスセンターへ機能統合するもの

であります。 

 また、身体障害者デイサービスについては、障

害者自立支援法の施行による障害福祉サービス事

業の変更によるものであります。 

 なお、今回の改正によりこれまでのサービスの

質あるいは量の変更を伴うものではございませ

ん。 

 次に、議案第２４号「西予市国民健康保険条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、健康保険法等の一部を改正する

法律の施行により国民健康保険法の改正が行われ

たことに伴うものであります。 

 主な改正内容につきましては、就学前の被保険

者における２割負担期間の延長、７０歳以上の被

保険者に係る一部負担割合の改定、葬祭費の支給

要件の追加及び保健事業に係る対象項目の削除等

であります。 

 次に、議案第２５号「西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、後期高齢者医療制度の施行及び

保険料率の激変緩和措置を平成２０年度において

も適用することによるものであります。 

 平成２０年度より後期高齢者医療制度が施行さ

れることにより、保険料について年金からの天引

きが可能な者については、介護保険料に加え後期

高齢者医療保険料として徴収するとともに、年金

額が一定基準以下の者については、納付書により

納付となります。 

 また、後期高齢者医療制度及び介護保険制度に

伴い、ともに保険料として徴収することから、延

滞金の取り扱いについて整合させるものでありま

す。 

 続いて、地方税法の改正に伴う影響を受けた者

に対し、激変緩和措置として平成１８年度から２

０年度にかけて保険料を段階的に引き上げ、基準

額とする措置を講じておりましたが、介護保険法

施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関す

る政令の一部を改正する政令において、平成２０

年度の保険料についても激変緩和措置の延長が介

護保険財政運営状況等から市町村の判断により可

能となったことから、その対象者について措置を

講じるものであります。 

 次に、議案第２６号「西予市居宅介護支援事業

所設置条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 居宅介護支援事業所は、介護保険から居宅での

介護サービスの給付を受けるため、対象者や家族

の状況を含めその対象者に適した介護サービス計

画を作成する機関でございます。 

 明浜町、城川町においては、平成１２年の介護

保険制度の施行当時は、民間の事業所の開設が少

なかったため、不足する介護サービス計画作成担

当者を補うため有資格者を配置し、町の直営事業

として運営してまいりました。 

 近年、介護保険制度の改正により要支援、要介

護認定者のうち要支援１、２と判定された者につ

いては、地域包括支援センターが主に担当するこ

ととなり、居宅介護支援事業所で担当する対象者

が減ったことや制度の定着とともに明浜町におい

ては、民間事業所の開設や近隣からの事業参入も

あり、対象者への対応が可能となるこれらの見込

みから明浜居宅介護支援事業所を廃止するもので

あります。 

 次に、議案第２７号「西予市隣保館条例の一部

を改正する条例制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 今回の改正は、本県の最低賃金が昨年１０月に

引き上げられたことに伴い、その最低賃金を基礎

に算定している隣保館館長の報酬額を増額改定す

るものであります。 

 次に、議案第２８号「西予市小集落改良住宅管

理条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 公営住宅において暴力団員がかかわるさまざま

な問題が発生している状況を踏まえ、国からの通

達も受けて公営住宅からの暴力団排除に向けた取

り組みが全国的に進められております。本市にお
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きましても、市営住宅等における暴力団排除に取

り組むため関係条例の改正を今議会に上程してお

りますが、本条例につきましても、これらの動き

に連動し、改良住宅の適正利用と入居者の安全と

平穏を確保するため、入居資格等に暴力団排除を

明記するとともに、警察との連携強化及び情報交

換の円滑化を図るよう改正するものであります。 

 次に、議案第２９号「西予市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、一般廃棄物の収集運搬業及び処

分業並びに浄化槽清掃業の許可業者の従業員に対

する身分証の交付の廃止及び許可申請手数料の改

定に伴うものであります。 

 本市では、許可業者より届け出のあった従業員

に対して身分証の交付を定めておりましたが、法

的な必須条件はなく、また県内の他市町において

も許可業者の従業員に対して市から身分証の交付

はしていない状況からこれらを廃止し、あわせて

事務負担軽減を図るものであります。 

 また、許可申請手数料につきましては、近隣市

町と同額程度にあわせるものであります。 

 以上、１０議案ご審議の上、ご決定くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第３０号「西予市明浜

ふるさと創生館条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 都市山村との交流を深め、地域の活性化を図る

ことを目的とした当施設は、設置当初からかんき

つ類の委託加工を行っておりますが、当該業務に

ついては、条例上の定め及び使用料の規定がな

く、その管理運営を行っているあけはまシーサイ

ドサンパーク株式会社が、施設運営の一環で利用

者から応分の加工料を徴するという形態をとって

まいりました。これに関しまして、平成１９年度

から運営を開始したみかめ海の駅では、同様の業

務について使用料等を条例で定めた利用料金制度

を採用しており、運営形態からすると、ふるさと

創生館においても同様の規定を設けることが適当

であります。 

 今回の改正は、ふるさと創生館の業務に農産物

の委託加工を追加し、委託加工に係る使用料を定

めるものであります。 

 次に、議案第３１号「西予市農業集落排水事業

分担金徴収条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市の農業集落排水処理施設については、供

用開始後に加入する場合の分担金を１７万円と定

めておりますが、新規に加入される方は、これと

は別に地元維持管理組合へ負担金として３万円が

納入されております。維持管理組合においては、

接続の奨励や処理施設の清掃等の業務を実施いた

しておりますが、平成１８年度からの経営統合に

伴い、維持管理業務全般が市の管理業務に移管さ

れたことにより、供用開始後数年経過した組合に

おいては、平成２０年度内に解散する方向で検討

されております。 

 今回の改正は、供用開始後に加入する場合の分

担金について、維持管理組合の業務に係る経費を

加算し２０万円以内と定め、施設の適正な管理運

営と公平な受益者負担を図るものであります。 

 次に、議案第３２号「西予市営住宅管理条例の

一部を改正する条例制定について」、議案第３３

号「西予市単独市営住宅条例の一部を改正する条

例制定について」、議案第３４号「西予市特定公

共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定につい

て」関連がございますので、一括して提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 公営住宅における暴力団員の不法不当行為につ

いては、公営住宅の不正入居や不正使用、家賃滞

納や傷害事件等さまざまな問題が全国的に発生し

ており、昨年４月２０日は、東京都町田市の都営

住宅において、暴力団員による立てこもり発砲事

件が発生したことを受け、平成１９年６月には、

国土交通省住宅局長から公営住宅における暴力団

排除についての通達も出されているところであり

ます。 

 今回の改正は、このような状況を踏まえ、本市

の市営住宅等におきましても、入居時及び入居後

の資格要件に暴力団員でないことを加え、警察と

の連携強化及び情報交換の円滑化を図ることによ

り、市営住宅から暴力団員を排除するとともに、

入居を未然に防ぎ、市営住宅入居者等の生活の安

全と平穏の確保を図るものであります。 

 なお、本件議決後は、暴力団排除に向け西予警

察署と協定を結ぶ予定であり、平成２０年４月１

日の条例施行にあわせて準備を進めることといた
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しております。 

 次に、議案第３５号「西予市水道事業の設置に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成２０年４月１日から野村上

水道に統合される坂石の一部と既に野村上水道か

ら供給を受けております釜川の一部を給水区域に

新たに加えるとともに、片川、大西、中通川、鎌

田、栗木、西の区域につきましては、その全区域

が給水区域に含まれるわけではないことが判明し

たことからそれらの一部に改めるものでありま

す。 

 次に、議案第３６号「西予市簡易水道及び愛媛

県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する

条例制定について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 今回の改正は、坂石簡易水道が野村上水道に統

合されること及び水道料金徴収事務が市に移管さ

れる市の条例水道の水道使用料金並びに城川町に

おいて中山間地域総合整備事業で建設しておりま

したカゲノツケ共同給水施設の給水区域及び水道

使用料金を新たに定めることによるものでありま

す。 

 また、今回の改正にあわせまして現在廃止して

おります城川町寺野条例水道ほか６施設の水道使

用料金につきまして条例上の整備をいたしており

ます。 

 次に、議案第３７号「市道路線の廃止につい

て」、議案第３８号「市道路線の認定について」

関連がございますので、一括して提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回２路線の廃止と４路線の認定をお願いする

ものであります。 

 朝立４７号線は、地区内における重要な生活道

路として機能している道路であり、今回路線の延

長に伴い全線廃止後再認定するものであります。 

 田之筋地区７０号線は、浄水施設の管理、養鶏

施設の生産性の向上等に係る重要な路線であり、

今回路線の延長に伴い全線廃止後再認定するもの

であります。 

 続いて、朝立６２号線は、朝立４７号線の支線

としての新規認定であります。 

 蔵貫２２号線は、県道と市道を結ぶ連絡道とし

ての新規認定であります。 

 なお、本件に係る市道の認定につきましては、

さきの２月１３日及び２２日に開催いたしました

西予市道路格付専門委員会において承認をいただ

いているものであります。 

 次に、議案第３９号「西予市営土地改良事業の

施行について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本案は平成２０年度に城川町嘉喜尾地区におい

て県単独土地改良事業を施行することに伴い、西

予市営土地改良事業施行条例第５条の規定により

議会の議決を求めるものであります。 

 事業内容につきましては、城川町嘉喜尾地区の

奥山池改修工事、堤体延長７４メーターを施工す

るもので、これにより効率的な農業経営を図るも

のであります。 

 以上、１０議案よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 議案第４０号「字の区域を

新たに画することについて」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 西予市土地開発公社が事業実施主体として施工

していますさくら団地宅地造成事業は、西予市宇

和町明石、新城に行政地区にまたがる開発区域面

積２万８，０１６．４１平米、全体区画数８２区

画の住宅団地の造成事業であります。 

 団地形成後合筆、分筆等の土地登記作業を行っ

た上で一般分譲するに当たり、団地の区域をもっ

て一行政区として取り扱うことから大字名をさく

らとして字の区域を新たに画することが必要とな

るため、地方自治法第２６０条第１項の規定に基

づき議会の議決を求めるものであります。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願い申

し上げます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 議案第４１号「平成１９年度西予市

一般会計補正予算（第６号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、物件費等の事業費

確定による増減額と工事請負費の入札減少金、事

業の不採択による減額などが主なものでありま

す。 
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 このほかバス路線維持対策補助金や住宅新築資

金特別会計繰出金及び社会福祉施設協会本部補助

金を計上しております。 

 また、民間保育所運営負担金や大野ケ原育成牧

場経営損失負担金、平成２０年度から実施します

小・中学校の共同事務化に伴う事務費、改修費、

さらに庁舎建設事業基金、災害対策基金及びごみ

処理経費削減に伴う活用事業として一般廃棄物処

理施設等建設基金の積立金を計上しております。 

 歳入につきましては、事業費の確定等に伴い分

担金、国県支出金及び繰出金等については減額

し、市税及び地方交付税については増額いたして

おります。 

 これらによりまして、本会計の補正額は、歳入

歳出予算それぞれ４億１，４１３万６，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を２４１億６，９

０４万円とするものであります。 

 以上、ご説明してまいりましたが、詳細につき

ましては、担当課長に説明させますので、よろし

くご審議を賜り、ご決定いただきますようお願い

申し上げます。 

 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 それでは、予算書に沿って補足

説明をさせていただきます。 

 今回の補正予算は、事業費の確定による調整が

主なものでございます。 

 まず、歳出につきまして説明をさせていただき

ます。 

 ３６ページをお開き願います。 

 ５目１３節宿日直業務委託料マイナス２３０万

円でありますが、これは野村の５支所の宿直を午

後１１時までに変更したことによる減額でありま

す。 

 次に、３７ページでございますが、９目１３節

ソフトウエア開発保守委託料２９４万円でありま

すが、これは平成２０年４月から始まります後期

高齢者医療システムの開発費であります。 

 ４３ページをお開き願います。 

 ３目１９節生活交通バス路線維持確保対策事業

費補助金４，８３２万５，０００円であります

が、これは市民の生活交通バス路線を維持確保す

るために、市内２０路線にわたる過疎バス路線維

持対策補助金を計上しております。 

 ４５ページをお開き願います。 

 １目１９節施設協会本部補助金９２１万８，０

００円でありますが、これはケアハウスれんげ軽

費老人ホーム事務費補助金と宇和游の里健康セン

ター職員の退職に係る経費であります。 

 同じく２目１８節機械器具費購入１３０万２，

０００円でありますが、これは城川特別養護老人

ホーム寿楽苑の業務用洗濯機が壊れましたので、

その購入費であります。 

 ４７ページをお開き願います。 

 ７目２８節住宅新築資金等貸付事業特別会計繰

出金４７２万９，０００円でありますが、これは

償還金の未納に対する繰出金であります。 

 ４８ページをお開き願います。 

 ２目１９節民間保育所運営費負担金５５９万

９，０００円でありますが、これは宇和施設協会

の保育園と三瓶ひまわり保育園の運営に対する負

担金でありますが、保育入所児の増による負担金

を計上しております。 

 ５０ページをお開き願います。 

 ２目１３節予防接種委託料１２７万８，０００

円でありますが、これはＢＣＧや３種混合等の予

防接種受診者の増加によるものであります。 

 ５４ページをお開き願います。 

 １目２１節四国労働金庫預託金２５０万円であ

りますが、これは西予市内の勤労者に対する住宅

建設資金や教育資金の融資枠拡大のための預託金

であります。 

 ５６ページをお開き願います。 

 ４目１９節大野ケ原育成牧場経営損失負担金２

４４万５，０００円でありますが、これは西予市

の大野ケ原育成牧場を愛媛県酪農業協同組合連合

会に指定管理委託をしているところであります

が、このところの酪農情勢の悪化により経営を圧

迫しておりますので、助成支援をするものであり

ます。 

 ５９ページをお開き願います。 

 ２目１９節西予市産材木造住宅建設促進事業補

助金４５４万３，０００円でありますが、当初５

０戸の助成を予定しておりましたが、８戸分の追

加をするものであります。 

 ７３ページをお開き願います。 

 ２目１５節工事請負費３３５万円につきまして

は、県の財政健全化対策により学校事務職員が

年々削減されております。そのため平成２０年度
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から市内小・中学校の事務を各中学校で共同実施

することとし、城川を除く４中学校の事務室の改

修費を計上しております。城川中の事務室改修に

つきましては、平成２０年度で実施することとし

ております。 

 ７５ページをお開き願います。 

 １目１５節工事請負費４５２万６，０００円で

ありますが、これは今年度小・中学校のグラウン

ドの夜間照明の点検を実施したところ、落下等の

危険箇所の指摘がありましたので、その改修に係

る経費であります。 

 ７８ページをお開き願います。 

 ３目１５節工事請負費マイナスの１億８００万

円でありますが、これは三瓶中屋内運動場改築工

事費の確定によるものであります。 

 ８１ページをお開き願います。 

 ２目１５節工事請負費１５０万円につきまして

は、笠置峠古墳整備事業における工種の変更によ

るものであります。 

 ８７ページをお開き願います。 

 ２項１目基金費におきまして、庁舎建設事業基

金に１億１８万円、次のページ、災害対策基金に

５，００７万６，０００円、一般廃棄物処理施設

等建設基金に６，０００万円を積み立てておりま

す。 

 なお、一般廃棄物処理施設等建設基金の６，０

００万円につきましては、ごみ処理経費削減に伴

う活用事業を充てております。 

 次に、８９ページでありますが、２８節城川地

域育英資金貸付基金繰出金１００万円につきまし

ては、旧魚成村出身の山内豊次氏の孫に当たられ

ます埼玉県在住の山内豊太郎氏から寄附をいただ

きましたので、その意思を尊重し城川地域育英資

金貸付基金に繰り出すものであります。今後９年

間毎年１００万円の寄附をしたいとの申し入れを

いただいております。 

 次に、歳入でありますが、１１ページをお開き

願います。 

 １項市民税につきましては、三位一体の改革に

よります税源移譲で市民税の増額を見込んでおり

ましたが、個人所得の低迷等により個人市民税に

つきましては減額修正をさせていただいておりま

す。 

 法人市民税及び２項固定資産税につきまして

は、増額修正をしております。 

 １４ページをお開き願います。 

 １目１節普通交付税５億７，７６７万３，００

０円でありますが、これは普通交付税の決定によ

るものであります。１９年度の交付決定額は１０

２億７，３０１万１，０００円となりました。 

 ２０ページをお開き願います。 

 ７目２節学校建設費国庫補助金４，４４２万

３，０００円でありますが、これは三瓶中屋内運

動場改築に係る補助金であります。 

 ２６ページをお開き願います。 

 １目１節土地売払収入１０９万２，０００円で

ありますが、これは城川魚成川河川改修に係る土

地売払収入であります。 

 同じく４目１節有価証券売払収入２４０万円に

つきましては、有限会社オービーシステムの解散

に伴う出資金の返納金であります。 

 次に、２７ページでございますが、１目１節財

政調整基金に４億２，９４５万７，０００円、１

２目１節減債基金に２億円を繰り戻しておりま

す。 

 ３４ページをお開き願います。 

 ７目２節義務教育施設整備事業マイナス１億

３，８８０万円でありますが、これは三瓶中屋内

運動場改築工事の確定による起債の減額でありま

す。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。再開は１１時２０

分。（休憩 午前１１時０４分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時２

０分） 

 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議案第４２号「平成１９年

度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第２号）」について提案理由のご説明を申し

上げます。 

 今回の補正は、貸付金返済の滞納による償還金

の貸付金元利収入を４７２万９，０００円減額し

一般会計から同額４７２万９，０００円を繰り入

れさせていただいております。これによりまして

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，６３

６万５，０００円とするものでございます。 

 以上、審議の上、ご決定くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 
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○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 議案第４３号「平成１９年度育

英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第２号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳出につきましては、貸付者の

減に伴い貸付金２３４万円を減額し、歳入につい

ては、償還金を６４万２，０００円、寄附金を６

万９，０００円増額し、差額３０５万１，０００

円を予備費に計上するものであります。これによ

り歳入歳出予算の総額は５，９１５万７，０００

円となります。よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議案第４４号「平成１９年

度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳出では、医療費の増額に伴う

保険給付費の増額、共同事業拠出金、老人保健拠

出金及び介護納付金確定に伴う調整、歳入では、

実績見込みによる国民健康保険税、繰入金の調整

及び国県支出金、療養給付費等交付金並びに共同

事業交付金の確定に伴う調整が主なものでありま

す。 

 ５ページの歳出では、総務費を１３８万４，０

００円増額、保険給付費を６，３１０万円増額、

老人保健拠出金を２３３万２，０００円増額、介

護納付金を７１万円減額、共同事業拠出金を５，

２００万９，０００円減額、保健事業費を４２２

万４，０００円減額、諸支出金を２６４万６，０

００円増額いたしております。 

 ３ページの歳入では、国民健康保険税を７６９

万円減額、国庫支出金を６，０８３万７，０００

円減額、県支出金を２３２万７，０００円減額、

療養給付費等交付金を６，６７０万７，０００円

増額、共同事業交付金を５，８４０万５，０００

円減額、繰入金を７，６１１万２，０００円増

額、諸収入を１０４万１，０００円減額いたしま

した。これによりまして既決いただいております

歳入歳出予算にそれぞれ１，２５１万９，０００

円を増額し、事業勘定予算の歳入歳出予算の総額

を６１億６，７３８万２，０００円と定めるもの

であります。 

 次に、診療施設勘定予算についてであります

が、今回の補正の主な内容につきましては、歳出

では、総務費と医業費の精算による調整、歳入で

は、外来収入の精算による減額とそれに伴う一般

会計繰入金、事業勘定繰入金の増額でございま

す。 

 それでは、診療所別にご説明申し上げます。 

 ２２ページ、俵津診療所の歳出では、総務費を

５０万円減額、医業費を９２万５，０００円増額

いたしました。 

 ２１ページの歳入では、診療収入を２８０万円

減額、繰入金を２７２万５，０００円増額、諸収

入を５０万円増額し、歳入歳出予算の総額を８，

２４７万６，０００円といたしました。 

 次に、３０ページ、狩江診療所の歳出では、総

務費を２５万円増額、医業費を２３０万円増額い

たしました。 

 ２９ページの歳入では、繰入金を２３５万円増

額、諸収入を２０万円増額し、歳入歳出予算の総

額を６，６７７万７，０００円といたしました。 

 次に、３６ページ、高山診療所の歳出では、総

務費を５３万円減額、医業費を４３万円増額いた

しました。 

 ３５ページの歳入では、診療収入を１８０万円

減額、繰入金を１７０万円増額し、歳入歳出予算

の総額を７，６６４万１，０００円といたしまし

た。 

 次に、４４ページ、田之浜診療所の歳出では、

総務費を２０万円減額、医業費を５０万円増額い

たしました。 

 ４３ページの歳入では、診療収入を２０万円増

額、諸収入を１０万円増額し、歳入歳出予算の総

額を１，９９７万円といたしました。 

 次に、４９ページ、坂石診療所の歳入では、診

療収入を２７万１，０００円減額、繰入金では他

会計繰入金を２５万９，０００円増額、事業勘定

繰入金を１万２，０００円増額いたしましたの

で、歳入歳出予算の総額に変更はございません。 

 次に、５７ページ、惣川診療所の歳入では、診

療収入を４２万６，０００円減額、繰入金では他

会計繰入金を１１３万３，０００円増額、事業勘

定繰入金を７０万７，０００円減額いたしました
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ので、歳入歳出予算の総額に変更はございませ

ん。 

 次に、６６ページ、土居診療所の歳出では、総

務費を５１５万４，０００円減額、医業費を４５

０万円減額いたしました。 

 ６５ページの歳入では、診療収入を２６８万円

減額、手数料を１８万８，０００円減額、繰入金

では他会計繰入金を２４万円減額し、事業勘定繰

入金を３２０万１，０００円増額、諸収入を７４

万７，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を１

億３，４５８万９，０００円といたしました。 

 次に、７６ページ、杉之瀬出張診療所の歳出で

は、総務費を６４４万３，０００円減額、医業費

を１０万円減額いたしました。 

 ７５ページの歳入では、診療収入を６６６万

９，０００円減額、手数料を１，０００円減額、

諸収入を１２万７，０００円増額し、歳入歳出予

算の総額を１，２３９万円といたしました。 

 次に、８４ページ、遊子川出張診療所の歳出で

は、総務費を３３万８，０００円減額、医業費を

３０万１，０００円減額いたしました。 

 ８３ページの歳入では、診療収入を８５万３，

０００円減額、繰入金を１４万円増額、諸収入を

６万９，０００円増額、手数料を５，０００円増

額し、歳入歳出予算の総額を４７１万３，０００

円といたしました。 

 次に、９２ページ、二及診療所の歳出では、医

業費を１５０万円増額いたしました。 

 ９１ページの歳入では、診療収入を１５０万円

増額し、歳入歳出予算の総額を４，８２８万８，

０００円といたしました。 

 次に、９８ページ、周木診療所の歳出では、医

業費を１００万円増額いたしました。 

 ９７ページの歳入では、診療収入を１００万円

増額し、歳入歳出予算の総額を４，６７５万３，

０００円といたしました。 

 次に、議案第４５号「平成１９年度西予市老人

保健特別会計補正予算（第３号）」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、事業の年度末精算に

当たり歳入歳出ともに調整を行うもので、歳入歳

出それぞれ７２１万８，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を６８億１４５万６，０００円と

いたしました。 

 内容の主なものにつきましては、まず歳出で

は、総務費の総務管理費で不用額の見込まれる人

件費５６３万７，０００円の減額、３月中に郵送

しなければならない後期高齢者の保険証の郵送方

法の変更に伴う通信運搬費１５２万７，０００円

の増額、後期高齢者医療広域連合経費市町村分担

金７００万円の減額など１，０８９万円を減額い

たしました。医療諸費では見込み以上の支出を要

したため、老人医療費支給費３５０万円、診療報

酬審査支払手数料１７万２，０００円を増額いた

しました。 

 次に、歳入につきましては、第三者納付金の増

額等に伴い、医療費交付金１３６万７，０００

円、医療費国庫負担金９１万１，０００円、医療

費県負担金２２万８，０００円をそれぞれ減額

し、今年度交付見込み額との差額が生じたため審

査支払手数料交付金８３万２，０００円、医療費

適正化補助金６９万３，０００円をそれぞれ減額

いたしました。 

 また、繰入金においては、医療給付費繰入金を

３２７万２，０００円増額し、事務費等では、繰

入金を９１９万３，０００円減額いたしました。

諸収入では、納付実績額の増加に伴い第三者納付

金を２７３万４，０００円増額いたしておりま

す。 

 次に、議案第４６号「平成１９年度西予市介護

保険特別会計補正予算（第４号）」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、年度末精算に当たり

歳入歳出ともに調整を行うものでございます。 

 まず、事業勘定では、歳入歳出それぞれ１億

４，９６３万円を減額いたし、歳入歳出予算の総

額を４３億１，１６１万５，０００円にいたしま

した。内訳としまして、４ページの歳出では、総

務費で介護報酬改定に伴うシステム改修経費を２

１８万４，０００円増額し、事務的経費を１１万

５，０００円減額し２０６万９，０００円増額い

たしました。 

 次に、保険給付費では、要介護、要支援の対象

者の増減による支出科目内での調整を行い、１億

４，１６５万１，０００円を減額いたしておりま

す。 

 次に、地域支援事業費では、介護予防事業費と

包括的支援事業、任意事業費の精算として１，０

０４万８，０００円を減額いたしました。 

 ３ページの歳入では、保険料を６０１万３，０
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００円減額し、各事業費に応じた負担金や交付金

等を見込んで分担金及び負担金を３５万８，００

０円、国庫支出金を４，２０３万１，０００円、

県支出金を２，６５９万円、支払基金交付金を

６，６１４万７，０００円、繰入金の一般会計繰

入金を２，７６９万６，０００円それぞれ減額

し、財源不足を行うため介護給付費準備基金から

１，９４７万５，０００円を増額し、繰り入れる

ことといたしております。 

 次に、施設勘定予算についてでありますが、明

浜特別養護老人ホーム勘定の歳入歳出それぞれ８

２８万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を３億４，０８１万９，０００円にいたしまし

た。内訳といたしましては、２２ページの歳出で

は、総務費は主に人件費における不用額の調整で

２，３５１万９，０００円減額し、サービス事業

費は賄材料費の減額、入所者の介護に必要な消耗

品を増額し、サービス事業費全体で３０万２，０

００円を増額いたしました。 

 また、基金積立金を１，９９０万３，０００円

増額し、予備費を４９７万２，０００円減額いた

しております。 

 ２１ページの歳入につきましては、サービス収

入の実績を見込み７９９万５，０００円、分担金

及び負担金で２，０００円減額し、財産収入とし

て基金利子収入を１４万９，０００円増額し、諸

収入を４４万１，０００円減額し、県支出金を

３，０００円増額いたしております。 

 次に、明浜居宅介護支援勘定では、歳入歳出そ

れぞれ１５０万２，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を１，２０４万７，０００円にいたし

ました。 

 本勘定は今年度末の事業所の廃止を予定いたし

ておりまして、打ち切り決算とし、予算補正を行

ったものでございます。内訳といたしましては、

３２ページの歳出では、総務費は主に人件費の不

用額の調整で１５６万４，０００円減額し、サー

ビス事業費を７万７，０００円増額し、予備費を

１万５，０００円減額いたしました。 

 ３１ページの歳入につきましては、サービス収

入を１４万４，０００円、繰入金を１３５万８，

０００円それぞれ減額いたしております。 

 次に、明浜デイサービス勘定では、歳入歳出そ

れぞれ３１０万４，０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額を３，２６６万８，０００円にいたし

ました。内訳といたしましては、ほかの勘定と同

様に、４２ページの歳出では、総務費は主に人件

費の不用額の調整で１７５万円減額し、サービス

事業費を４万円、予備費を４８１万４，０００円

それぞれ増額いたしております。 

 ４１ページの歳入につきましては、サービス収

入で利用者の実績を見込み２７７万５，０００

円、諸収入では生きがい通所事業受託収入の増額

を見込み３２万９，０００円を増額いたしまし

た。 

 次に、４９ページからの城川居宅介護支援勘定

ですけれども、歳入におけるサービス収入の増額

に伴う繰入金の減額で、歳入歳出予算の総額に増

減はございません。補正の内訳といたしまして

は、サービス収入を１５０万円増額し、繰入金を

１５０万円減額いたしております。 

 以上、３議案ご審議の上、ご決定くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第４７号「平成１９年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第５

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、野村地区、城川地区において施

設整備費に充てる歳入財源の組み替えと坂石簡易

水道が野村上水道に統合されることに伴う工事負

担金を計上するものであり、歳入歳出それぞれ３

２５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を６億

２，１２７万３，０００円と定めるものでありま

す。 

 歳出では、事業費の施設整備費において、先ほ

ど申し上げました水道施設統合に係る上水道事業

への工事負担金３２５万円を増額計上いたしてお

ります。 

 歳入につきましては、工事分担金８９２万２，

０００円、工事補償金５９８万円を増額し、県補

助金６６万２，０００円、基金繰入金４２９万

円、簡易水道事業債６７０万円を減額いたしてお

ります。 

 次に、地方債の補正でございますが、簡易水道

事業債及び過疎対策事業債の限度額をそれぞれ

２，４８０万円に補正するものでございます。 

 次に、議案第４８号「平成１９年度西予市農業
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集落排水事業特別会計補正予算（第３号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入におきまして、浄化槽市町

村整備推進事業県補助金に国からの補助金が含ま

れていたことによる歳入科目の調整、供用開始処

理区における新規加入金の減額及び消費税還付金

収入の増額とそれに伴う繰入金を減額するもの

で、歳入のみの補正となります。 

 内容につきましては、新規加入金４８２万円、

浄化槽市町村整備推進事業県補助金３１６万５，

０００円、一般会計繰入金２９５万９，０００円

を減額し、消費税還付金等の雑入を７７７万９，

０００円、国庫補助金で循環型社会形成推進交付

金３１６万５，０００円を増額いたしておりま

す。これによります歳入歳出予算の総額には、変

更はございません。 

 次に、議案第４９号「平成１９年度西予市公共

下水道事業特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、事業費の年度末精算に当たり不

用額等の調整を行うもので、歳入歳出予算からそ

れぞれ３，１７６万７，０００円減額し、歳入歳

出予算を８億７，８５１万６，０００円と定める

ものであります。 

 歳出につきましては、事業費を精査した結果、

不用額を減額するもので、事業推進費で３６万

円、施設整備費で７９３万円、施設管理費で１，

４５２万４，０００円、公債費で８９５万３，０

００円それぞれ減額するものであります。 

 歳入といたしましては、分担金２，１０６万

円、繰入金１，４７６万１，０００円の減額と事

業収入３８４万６，０００円、雑入２０万８，０

００円の増額であります。 

 なお、宇和浄化センター建設工事に係る事業費

の確定に伴い継続費の補正を行っております。 

 また、今年度中に平成２０年度の西予市浄化セ

ンター維持管理業務の契約事務を行うため債務負

担行為を設定いたしております。 

 次に、議案第５０号「平成１９年度西予市上水

道事業会計補正予算（第４号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、宇和上水道事業の第

４次拡張事業における地方債の減額と野村及び三

瓶上水道事業の県工事に伴う配水管移設に係る補

償金及び工事請負費を調整するものであります。 

 まず、収益的収入及び支出の補正についてご説

明を申し上げます。 

 今回の補正は、収入のみの補正となっており、

坂石簡易水道を野村上水道に統合することに伴う

加入金５２万５，０００円を増額計上いたしてお

ります。これによりまして収益的収入の総額は６

億４，３１６万９，０００円となっております。 

 次に、資本的収入及び支出の補正であります

が、支出におきましては、工事請負費を１，３５

０万円減額いたしております。これは予定してお

りました三瓶朝立地区国道３７８号線の配水管移

設工事を県工事の進捗状況にあわせて行う必要が

あるためであります。 

 収入におきましては、工事負担金３２４万２，

０００円を減額いたしております。これは先ほど

申し上げました野村地区の坂石簡易水道の統合に

伴う工事負担金３２５万円の増額と貝吹地区の県

工事に伴う配水管移設工事補償金１６０万８，０

００円の増額及び三瓶地区における県工事との調

整による工事補償金８１０万円の減額によるもの

であります。 

 また、宇和上水道において企業債を５００万円

減額いたしており、これに伴い起債の限度額を

６，５００万円に変更いたしております。 

 以上によりまして、資本的収入の総額は２億

５，９１８万３，０００円、資本的支出の総額は

５億８，３６０万６，０００円となっておりま

す。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額を補てんする財源を第３条括弧書きのとお

りに改めております。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 議案第５１号「平成１９年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第２

号）」についてご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、収益的支出で施設事業費用の給

与費、材料費、経費を調整するものでありまし

て、これによる収益的収入及び支出の既決予定額

に変更はございません。 

 主な内容は、給与費の給料及び賃金を減額し、

入所者、通所者の利用者増に伴う材料費の紙おむ
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つ代や給食材料代と経費の電気料と燃料費を増額

調整させていただいております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。再開は１３時１０

分、１３１０です。（休憩 午前１１時５０分） 

 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時１０

分） 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第５２号について、平成２０年

度予算並びに諸議案のご審議をお願いするに当た

り、今後の市政運営の所信並びに予算編成の概要

を申し上げます。 

 平成の世となり２０年が経過し、気がつけば昭

和がだんだん遠く懐かしく感じるほどになってま

いりました。１０年が一つの時代の区切りといた

しますと、平成２０年は次の時代につなげるため

のステップとなる新たな１０年の始まりの年では

なかろうかと思っております。このような年の始

まりに西予市もいよいよ５年目に入って節目の年

を迎えております。私は就任から今日までグロバ

ールに考え、ローカルに実践するという基本理念

もと、合併に当たって策定しました西予市建設計

画を基本に据え、市民の皆様のご理解、ご協力の

もと計画に盛り込まれた緊急性の高い主要事業を

着実に実施してまいりました。先般、地方自治施

行６０周年の記念大会で、西予市が総務大臣表彰

を受賞いたしました。これは合併で誕生しました

西予市のこれまでのまちづくりに対するいろいろ

な取り組みに対して評価していただいた結果であ

ると同時に、西予市が全国から表彰を受けるだけ

の地域に今日なりつつあると、なってきたという

あかしではなかろうかと思っております。最近特

に西予の名前を冠する組織、会社、営業所が目立

ってまいりました。市民の皆様の心の中にも言葉

にも、素直に西予市と発することができるように

なってきたものと感じております。 

 西予市発足から４年が経過し、西予市としての

第１段階の基礎づくりが終了いたしました。次の

ステップの始まりを迎えるに当たり、西予市の取

り組まなければならない課題について述べさせて

いただきたいと存じます。 

 まず、第１点目でございますが、昨年のこの席

で建設計画に掲げていた第１段階の幕を閉じ、第

２ステージの幕を上げていきたいと申し上げまし

たが、進めております市役所本庁建設やケーブル

テレビも本年度は基本設計、実施設計、工事施工

の段階に入ってまいります。 

 本庁舎建設につきましては、厳しい財政事情で

はございますが、老朽化による耐震性の問題、行

政事務の効率化の課題などなど避けて通れない重

要案件であり、国の財政支援が受けられます平成

２３年３月完成を目指して取り組んでまいりま

す。 

 ケーブルテレビにつきましては、いろいとご心

配をいただいた点も承知をしております。昭和の

合併は、主に道路網の整備で移動時間の短縮を図

ってまいりました。そして平成の合併は、まず情

報網の整備による伝達時間の短縮を図るべきであ

ると確信しております。平成の大合併により広域

化が進み、西予市のような地理的条件では、道路

網の整備だけでは限界がございます。特に高速通

信網であるＡＤＳＬにつきましても、市内３局し

か整備されていないのが現状であり、今後とも採

算のとれない地域については、事業者による整備

は見込めないため、情報環境の地域間格差は予想

をはるかに超え、近い将来を見据えたとき、情報

の過疎は地域の過疎を加速的に助長するおそれが

ございます。この事業は地上波デジタルに対する

テレビ放送網整備を進め、難視聴地域における共

聴設備利用者の便宜が図れると同時に、インター

ネットを利用できる環境整備もできます。全国、

全世界から情報を受信でき、みずからも発信でき

るようになり、活用次第で産業の活性化にもつな

がります。木の葉で村おこしとして有名な徳島県

上勝町のお年寄りもインターネットを使って所得

を上げておられます。西予市の近未来を見据えた

とき、ぜひとも必要な事業であると思っておりま

すし、国、県の財政支援が受けられます今が絶好

の機会だと思います。ぜひ皆様のご支援、ご協力

をお願い申し上げます。 

 第２点目の大きな命題は、限界集落対策と都市

基盤の整備でございます。 

 まず、限界集落対策の問題でございます。 

 今西予市では３３７の自治会がありますが、そ

の１９％が限界集落でございます。問題は、現在

の各実態の人口構成から見ると、仮に出生、死
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亡、転入、転出などの人口移動がなかった場合、

約１０年後には実に６９％が限界集落になると推

測されることでございます。中山間地の集落を守

り、根を張って生活している地域の人々が安心し

て生活を維持できるよう、先ほどのケーブルテレ

ビ事業もその施策の一つでございますが、今から

そのための施策を講じる必要があります。 

 次に、都市基盤の整備でございますが、都市計

画マスタープランを昨年策定いたしました。西予

市の今後の市街地のあり方を都市計画マスタープ

ランにあらわしたわけでございますが、やはり南

予の中心としてこの西予市はなっていくであろう

し、ならざるを得ません。本市を取り巻く南予各

市町との位置関係から考えれば、本市は南予地域

を有機的に連携させる場合の重要な結節点とな

り、交通、物流の要衝として生活経済圏及び流通

経済圏の拠点となる要素を十分備えております。 

 また、そうした拠点づくりに欠かせない開発の

余地がある土地も十分に有しております。こうし

た近隣市町にはないこの西予市が持っております

立地条件と土地という財産をしっかり把握をし

て、南予の中心となるべく都市機能をしっかりつ

くっていかなければなりません。過疎が進む南予

にあって、この南予が活性化する手段として、都

市基盤の整備による南予中核機能づくりを西予市

の役目として位置づけることも必要であろうと思

っております。限界集落対策と都市基盤の整備の

この２つの命題は、西予市の行政課題として取り

組む元年として本年を位置づけて提言していきた

いと思っております。 

 第３点目は、市民の生命にかかわる医療の問題

でございます。 

 今やどの自治体も医療制度改革などによりまし

て医師の確保が非常に困難をきわめ、医師不足は

経営状況を悪化させ、病院経営の存亡に係る大き

な問題となっております。国も医師の公的病院離

れ対策としていろいろな対策を講じ始めておりま

すが、ここしばらくは現状の医師不足の解消は非

常に困難であると思っております。こうした状況

の中、本市が経営しております２つの病院と１０

の診療所を今後どのような医療提供体制に整え、

経営基盤を構築していくべきかが喫緊の重要課題

でございます。 

 第４点目は、老朽化した公共施設の問題でござ

います。 

 西予市は昭和５５年１月に供用開始しました東

部衛生センターと昭和５６年４月に供用開始しま

した西部衛生センターの２カ所でし尿処理を行っ

ておりますが、両施設とも供用開始から２５年以

上を経過し老朽化が進み、いつ機能停止に陥るか

懸念されております。 

 また、昭和５６年以前に建築された小・中学校

や公民館など公的施設の耐震対策の問題もござい

ます。耐震補強を含め施設の統廃合を視野に入れ

た計画的な対応が必要であろうと思っておりま

す。 

 第５点目は、将来を見据えた財政構造の構築で

ございます。 

 西予市は就任当初から国の三位一体の改革の影

響により大変厳しい財政運営を余儀なくされてま

いりました。国の財政改革の波は、今年度は国会

のねじれ現象で一時的に停止したかのように見え

ますが、国の多額の債務は解消されておらず、今

後とも強力に押し寄せてまいります。財政力の乏

しい当市におきましては、国の政策に翻弄されが

ちでございますが、これに対応するためには、人

件費、公債費、扶助費、施設の維持管理費などの

経常経費を抑えた弾力のある財政基盤の構築が必

要でございます。そのためにも行政組織機構の見

直しを積極的に進め、組織の効率化、スリム化に

努める必要があると考えております。平成２０年

度は福祉事務所に社会福祉課と高齢福祉課、教育

委員会に教育総務課を新たに新設し組織の効率化

を図るとともに、山積みする諸問題に取り組んで

まいります。 

 今、産みの苦しみを味わっておりますが、地域

の活力は経済からをモットーに、必ずやこの苦し

みがあしたの活力ある西予市になるものと思って

おります。昨年の広報の市長随想で不易流行とい

うことを書かせていただきました。変わるべきも

のは変わろう。変えなくていいものは変えない、

このことを不易流行という言葉であらわさせてい

ただきました。西予市の基盤づくりをしている私

たちは、歴史に学びながら改革を恐れない大胆な

発想と行動とともに変えるべきでない不易を是と

する我慢強さが大切であります。このことが後世

の納得する西予市になると信じておるところでご

ざいます。 

 以上、西予市の５年目の節目を迎えるに当たり

私の所信を述べさせていただきました。 
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 それでは次に、平成２０年度予算案の概要につ

いてご説明いたします。 

 平成２０年度の予算は、次の３つの基本的な考

えのもとで予算編成をいたしております。 

 その第１点目として、西予市行政改革大綱及び

同集中改革プランの推進に積極的に取り組み、行

政改革を着実に実行する予算、２点目として、行

政評価に基づき施策枠予算による予算分権化の推

進を図り、事業を実施する予算、第３点目は、財

政健全化法を踏まえ、健全化に向けて具体的に取

り組む予算、また市を挙げて取り組んでまいりま

したごみ減量１億円減額運動でございますが、市

民の皆様のおかげをもちまして１億１，５００万

円減額することができました。財政の厳しい状況

ではございますが、このお金の一部を還元するこ

ととし、その有効活用につきましてごみ処理経費

削減に伴う活用事業検討委員会の中で検討をいた

だきました。検討の結果、さらなるごみ減量対策

の推進、住宅用火災報知機設置助成、幼児に対す

る外来医療費の無料化、一般廃棄物処理施設等建

設基金の設置の４つの提案をいただきましたの

で、これらの提案を尊重し、早速基金につきまし

ては平成１９年度予算に、その他につきましては

平成２０年度予算に反映させていただいておりま

す。 

 この３つの方針のもとで平成２０年度各会計

は、一般会計２３２億３，４００万円、特別会計

１４４億５，８１０万円、公営企業会計４６億

１，０９９万６，０００円、全会計では４２３億

３０９万６，０００円となり、一般会計では、前

年度比１．４％の増で、３億３，２００万円の増

額となっております。 

 以下、一般会計予算案の新規事業と主な事業に

ついて、款項の区分を基準とした目的別分類でご

説明をさせていただきます。 

 初めに、議会費でございますが、議会活動を広

く市民に周知するための議会だよりの経費や各常

任委員会及び庁舎建設等特別委員会への研修費を

計上しております。総額で２億２１９万４，００

０円としております。 

 次に、総務費でございますが、冒頭で申し上げ

ましたとおり、ＣＡＴＶ事業と庁舎建設事業に係

る経費を計上させていただいております。 

 ＣＡＴＶ事業につきましては、平成２０年度か

ら本体工事に着手し、本年度は宇和町と野村町の

中心部を中心に工事を実施いたします。 

 また、ＣＡＴＶセンター庁舎の改修、スタジオ

施設も整備し、平成２１年４月の一部運用開始を

目指しております。 

 庁舎建設事業につきましては、基本設計及び実

施設計委託料を計上しております。 

 また、ごみ処理経費削減に伴う活用事業とし

て、誇れる地域づくり事業に１，０００万円を増

額し、より充実を図っております。 

 そのほか平成２０年度は市長、市議会議員の改

選期でございますので、その選挙に係る経費を計

上しております。総額で３３億３，４１０万２，

０００円としております。 

 次に、民生費でございますが、急速な高齢化の

進展に伴う国の医療制度改革により平成２０年４

月から老人医療制度にかわり、７５歳以上の後期

高齢者を対象とする新たな後期高齢者医療制度が

施行されますので、それに係る経費を計上させて

いただいております。 

 また、少子化対策として乳幼児医療費助成事

業、病児・病後児保育事業、妊婦健診事業の取り

組みの強化をいたしております。そのうち乳幼児

医療費助成事業には、ごみ処理経費削減に伴う活

用事業費を充当し、就学前乳幼児の外来医療費の

無料化を図っております。総額で５６億４，６０

０万１，０００円としております。 

 次に、衛生費でございますが、市民の健康維持

を図るための各種健康診断委託やごみなどのじん

かい処理、し尿処理に係る経費を計上いたしてお

ります。そのうち八幡浜市に委託しております可

燃ごみ処理の契約が平成２５年３月をもって終了

いたしますので、八幡浜市、西予市、伊方町の３

市町で八幡浜ブロックごみ処理広域化計画推進協

議会を立ち上げ、今後の処理施設建築について協

議をしているところでございますが、その適地選

定業務に係る負担金と廃棄物の環境型社会の形成

を図るため、地域計画を策定する経費を新規に計

上しております。この地域計画を策定することに

より、これらの施設整備に国の交付金を活用する

ことが可能となります。この２事業に対してさら

なるごみ減量対策としてごみ処理経費削減に伴う

活用事業費を充当しております。総額で１７億

４，５２４万２，０００円としております。 

 次に、農林水産業費でございますが、私は常々

西予市の経済の基本は第１次産業からと思ってお



－22－ 

ります。これまでも国・県の施策を積極的に取り

入れ、また市独自の施策も積極的に取り組んでき

たところでございますが、第１次産業の低迷が続

き、後継者もなかなか育たず大変危惧していると

ころでございます。このような中、このところの

バイオエタノール燃料の需要拡大や原油の高騰に

よる影響で輸入飼料が高騰し、畜産農家の経営を

大変圧迫しております。このままでは西予市の重

要な地場産業の衰退を招くおそれがございますの

で、その緊急対策として、畜産粗飼料に係る間接

経費に対する支援をすることにより、県下最大の

畜産団地の維持を図り、産業の発展を促進したい

と考えております。 

 また、森林の有する多面的機能が十分に発揮さ

れるような適切な森林整備の推進を図るため、森

林所有者等が行う施業実施区域の明確化作業、歩

道の整備等に対する補助金を計上しております。 

 このほか水産費として田之浜・高山漁港整備、

国道３７８号バイパス改良に伴う負担金、周木漁

港整備の三瓶漁港用地舗装等を計上しておりま

す。総額で３１億８，１１０万７，０００円とし

ております。 

 次に、商工費でございますが、城川のどろんこ

祭りが年々盛んになっておりますことは、大変喜

ばしいところでございます。 

 しかしながら、この祭りに欠くことのできない

牛の確保が大変困難になっております。こうした

現状を踏まえ、無形民俗文化財御田植え祭りを保

存・伝承するための補助金を計上しております。 

 また、雇用創造推進事業として、西予市の特産

品開発及び地域ブランド化を図るため、西予市地

域雇用創造促進協議会に対する委託料を計上して

おります。総額で３億８，７３９万１，０００円

としております。 

 次に、土木費でございますが、本市の道路の改

良は、昭和の高度成長時代から各町で精力的に実

施され、戦後の道路事情を知っている者といたし

ましては、格段の感のあるところでございます

が、西予市の広大な地域を見渡してみますと、ま

だまだ必要な箇所が残っております。公共事業は

西予市民の生活の大きな一端を担っている側面も

ございますので、引き続き推進していきたいと思

っているところでございますが、県補助事業も削

減され、三位一体の影響で大変厳しい状況でござ

います。この上暫定税率が見直されますと、現状

を維持することさえ厳しくなってまいります。こ

の点につきましては、全国の自治体とも連携をと

りながら強く国に働きかけていきたいと思ってお

ります。 

 平成２０年度は緊急性の高いものから市道改良

として、宇和町では旧町地区２７７号線改良ほか

９本、野村町では本町法正支線改良ほか１３本、

城川町では本村窪ケ市線改良ほか３本、三瓶町で

は垣生２４号線改良ほか２本の改良工事費を計上

しております。 

 また、河川改修工事や都市下水路整備費の計

上、そのほかに公共下水道の建設事業費や償還金

に充当するための繰出金などをそれぞれ計上して

おります。総額で１７億６，３２３万７，０００

円としております。 

 次に、消防費におきましては、火災災害に速や

かに対応できる体制整備を図るため、小型動力ポ

ンプ積載車３台、小型動力ポンプ車３台の整備を

計画し、耐震性貯水槽を５カ所設置することとし

ております。 

 また、ごみ処理経費削減に伴う活用事業とし

て、一般住宅に設置が義務づけられることとなり

ました住宅用火災報知機の普及を図るための補助

経費を計上しております。その上、災害対策費と

して自主防災組織の拡充を図るため、その結成に

伴う助成補助金を計上しております。総額で８億

６，７５９万４，０００円としております。 

 次に、教育費でございますが、ご存じのとおり

ＡＥＤこれは自動体外式除細動器でございます

が、これは救急現場で一般の人でも簡単に安心し

て電気ショックを行うことができる機器で、平成

１９年度に市内の５つの中学校に設置したところ

でございます。平成２０年度は市内２６の小学校

に設置し、緊急事態に備えたいと考えておりま

す。このことによりまして、西予市内すべての

小・中学にＡＥＤを設置することとなります。 

 施設整備につきましては、平成１９年度から継

続事業としております大野ケ原小学校校舎及び給

食室改築工事に係る経費を計上し、平成２０年１

１月末完成を目指します。 

 また、三瓶中学の屋内体育館につきましては、

平成１９年度工事でこの３月中に完成いたします

が、平成２０年度からは、昭和３９年度建築で老

朽化が目立っております宇和中学校屋内体育館の

改築に取りかかりたいと存じます。そのための実
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施設計に係る経費を計上しております。 

 文化体育事業としましては、これまでは学校教

育の中で開智・開明学校姉妹館交流事業として宇

和中学生の修学旅行で長野県松本市を訪問交流し

ていたところでございますが、平成２０年度から

はこれを廃止し、西予市内の全中学の２年生から

２０名の希望者を募り、新たに開智・開明学校姉

妹館交流青少年派遣事業を計画いたしましたの

で、その経費を、また「スポーツ立市せいよ２０

１７」の基本目標であります総合型地域スポーツ

クラブの設置育成とジュニアスポーツの充実を図

るための経費を計上いたしております。総額で２

１億３，０５４万９，０００円としております。 

 以上、歳出予算の目的別の概要でございました

が、続きまして、歳入につきましてご説明いたし

ます。 

 まず、市税につきましては、三位一体の改革の

一環として行われた税源移譲、個人住民税におけ

る住宅ローン控除、定率減税の廃止、所得状況な

どを考慮し市民税におきましては、４，１９２万

６，０００円の減額、固定資産税におきまして

は、新築家屋の増、宅地課税負担調整措置費等を

考慮して３，８２８万９，０００円の増額とし、

市税総額では１５９万７，０００円の減額として

おります。 

 一方、地方譲与税につきましては、平成１８年

度ベースに算出し５７５万３，０００円の減額と

しております。利子割交付金、配当割交付金、地

方消費税交付金、自動車取得税交付金につきまし

ては、平成１９年度実績見込み額と同額を計上

し、地方特例交付金につきましては、減収補てん

特例交付金の創設、平成１９年度見込み額をもと

に１，６７８万８，０００円の減額といたしまし

た。 

 地方交付税につきましては、地方財政計画で対

前年比１．３％の増としていることとなっている

こと、地方再生対策費が創設されたこと等をもと

に２億９７１万２，０００円の増額といたしまし

た。 

 国庫支出金及び県支出金につきましては、三位

一体の改革による国庫補助金負担金改革等の影響

による減があるもののＣＡＴＶ整備事業の実施等

により平成１９年度より３億７，４７０万９，０

００円の増額を見込んでおります。 

 市債につきましては、ＣＡＴＶ整備の実施等に

よって１億２，３６０万円の増額となっておりま

すが、合併特例債、過疎債並びに辺地債等の財政

上有利な起債を活用しております。 

 以上、説明をしてまいりましたが、平成２０年

度の予算は、将来を見据えた大型事業を計画して

おりますので、前年度比３億３，２００万円、

１．４％の増とし、前年度に比較し増額の予算と

なっております。 

 また、合併当初の予算規模から比較いたします

と約６１億円の減額予算となっておりますが、こ

れも子々孫々まで過重な負担が残されないための

行財政改革のあかしであると思っておりますの

で、どうかよろしくご審議を賜り、ご決定くださ

いますようお願い申し上げ、私の市政運営に関す

る一端と平成２０年度予算の概要について申し上

げるものであります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長から説明

をいたしますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 それでは、まず初めに、平成２

０年度当初予算編成の概況についてご説明を申し

上げます。 

 平成２０年度当初予算編成に当たっては、市税

が景気回復、企業誘致、税源移譲等による影響も

わずかなものにとどまり、横ばい状況が続くこと

が見込まれ、また地方交付税につきましては、都

市と地方の格差是正のための上乗せ措置いわゆる

地方再生対策費が措置されるものの、国の歳出・

歳入一体の改革による国庫補助負担金等の削減が

一層進展していくものと考えられ、必要な一般財

源の確保が困難となる極めて厳しい予算編成を強

いられることとなりました。 

 そこで、本年度におきましても、平成１７年度

から導入しました早期退職制度、平成１８年度か

ら実施しております職員手当や特別職給与の一部

カット等の継続による人件費の削減、普通建設事

業費の削減等、事務事業全般にわたり徹底した歳

出の見直しと各種施策の優先順位についての厳し

い選択を行いました。 

 また、行政評価システムを導入しての施策枠予

算により限られた財源を必要な事業に重点的、効

率的に配分した予算とすることといたしましたの
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で、骨格予算ではなく、通常予算とさせていただ

いております。 

 また、平成２０年度から財務会計システムを株

式会社ＲＫＫコンピューターサービスに変更し、

また事務単位での行政評価システムを導入した関

係上、平成２０年度から予算書の表示を一部変更

しております。 

 それでは、予算書に沿って新規事業並びに主な

事業についてご説明申し上げます。 

 まず、歳出につきまして説明させていただきま

す。 

 ５４ページをお開き願います。 

 ３目２４節の投資及び出資金３２０万円の計上

でありますが、これは平成２０年１０月に公営企

業金融公庫が解散し、そのかわりに新たに地方公

共団体が共同して地方公営企業等金融機構が設立

されることに伴う出資金であります。 

 ６２ページをお開き願います。 

 １２目情報推進事業費１２億７，４１２万３，

０００円でありますが、これは難視聴対策及び高

速通信網の整備を行うＣＡＴＶ整備事業に係る経

費であります。平成２０年度から宇和町と野村町

の中心部を中心に本体工事に着手し、またＣＡＴ

Ｖセンター局舎の改修、スタジオ施設も整備し、

平成２１年４月の一部運用を目指しております。

西予市全域運用は、平成２３年４月を予定してお

ります。 

 ６５ページをお開き願います。 

 １８目庁舎建設事業費４，５０７万円でありま

すが、これは庁舎建設基本設計と実施設計に係る

経費であります。庁舎の完成は平成２３年３月を

予定しております。 

 ８１ページをお開き願います。 

 １目１５節工事請負費３，５３８万５，０００

円でありますが、これは本町２丁目コミュニティ

ーセンター及び手都合コミュニティーセンター新

築工事に係る工事費であります。次に、１９節誇

れる地域づくり活動事業費補助金２，４３６万円

は、住民が自主的に行う地域整備や地域づくりな

どの特色ある地域づくり活動事業に要する経費に

対する補助金でありますが、うち１，０００万円

はごみ処理経費削減に伴う活用事業を充てており

ます。 

 ９２ページをお開き願います。 

 ３目２８節繰出金７億５，２６３万円でありま

すが、これは介護保険事業勘定繰出金と老人保健

特別会計繰出金であります。 

 ９５ページをお開き願います。 

 ４目２０節その他扶助費２億２，７４２万７，

０００円でありますが、これは重度心身障害者が

疾病または負傷のため医療機関にかかった場合、

その医療費の一部を助成するものであります。 

 ９９ページをお開き願います。 

 ８目１５節工事請負費４，８００万円でありま

すが、これは地方改善施設整備事業で、野村町市

道奈良野名場連線道路改良に係る経費でありま

す。 

 同じく９目１９節療養給付費負担金５億７３５

万３，０００円でありますが、これは平成２０年

４月から始まる７５歳以上を対象とした後期高齢

者医療制度により愛媛県後期高齢者医療広域連合

が医療関係の事務を実施することとなりましたの

で、その広域連合に対する負担金であります。ま

た、２８節繰出金２億２，３７６万１，０００円

でありますが、これは愛媛県後期高齢者医療広域

連合が実施します医療関係事務以外の事業費につ

きましては、後期高齢者医療特別会計で経理する

こととなりますので、その特別会計への繰出金で

あります。 

 １０１ページをお開き願います。 

 １目２０節医療扶助費６，５６０万円でありま

すが、これは少子化対策事業として、平成２０年

４月から乳幼児医療助成制度を拡充し、就学前の

乳幼児医療を無料化するものであります。この経

費のうち２，３２０万円は、ごみ処理経費削減に

伴う活用事業を充てております。同じく児童生活

扶助費１億４，１００万円でありますが、これは

母子家庭の自立を目的として助成する児童扶養手

当であります。 

 １１１ページをお開き願います。 

 １目２８節繰出金８，８３４万８，０００円で

ありますが、これは田之浜診療所ほか４診療所に

対する繰出金であります。 

 １１６ページをお開き願います。 

 ６目１３節妊婦健診委託料６３５万９，０００

円でありますが、これは地域の子育て支援事業と

して、平成２０年４月から妊婦健康診査の充実を

図るため健診回数を現在の２回から５回に拡大支

援するものであります。 

 １２０ページをお開き願います。 
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 ２目１３節広域可燃ごみ処理委託料２億１，３

１０万３，０００円でありますが、これは八幡浜

市に委託しております可燃ごみ処理委託料であり

ます。同じく１３節循環型社会形成推進計画策定

業務委託料２００万円でありますが、これはごみ

の循環型社会の形成を図るための地域計画策定業

務に係る経費であります。地域計画を策定するこ

とにより汚泥処理センター等の整備に国の交付金

を活用することが可能となります。この２００万

円は、ごみ処理経費削減に伴う活用事業を充てて

おります。同じく１９節八幡浜ブロックごみ処理

広域化計画推進協議会地区部会負担金２００万円

でありますが、これは八幡浜市への可燃ごみ処理

委託が平成２５年３月までとなっておりますの

で、西予市、八幡浜市、伊方町の２市１町の共同

ごみ処理中間処理施設に係る適地選定協議を行う

ための業務委託料２００万円であります。この経

費につきましても、ごみ処理経費削減に伴う活用

事業を充てております。 

 １３２ページをお開き願います。 

 ４目１９節畜産産地粗飼料流通緊急支援事業補

助金１，４００万円でありますが、これはバイオ

エタノール燃料の需要拡大と原油の高騰により輸

入飼料が高騰し、畜産農家の経営を圧迫しており

ますので、畜産粗飼料に係る間接経費分を緊急支

援するものであります。 

 １４１ページをお開き願います。 

 ２目１５節工事請負費３億２，８３３万９，０

００円でありますが、これは宇和町の林道竜王線

と林道成谷線の舗装工事、野村町の林道中筋鉢ケ

森線、林道白木ケ城支線及び林道小振鍵山線開設

工事に係る工事費であります。 

 １４８ページをお開き願います。 

 ２目１５節工事請負費３，９５２万５，０００

円でありますが、これは三瓶町、明浜町における

魚礁整備工事と明浜町における増殖礁整備工事に

係る経費であります。 

 １５１ページをお開き願います。 

 ４目１５節工事請負費３億９，７９０万円であ

りますが、これは明浜町田之浜地区、高山地区の

特定漁港整備工事、明浜町高山漁港漁村再生交付

金工事、三瓶町周木漁港漁村再生交付金工事、三

瓶漁港用地舗装工事に係る経費であります。同じ

く１９節国道３７８号線改良事業負担金８，２０

５万８，０００円でありますが、これは国道３７

８号線改良事業として、三瓶町垣生漁港漁村再生

交付金事業及び明浜町俵津バイパス道路改良事業

に係る負担金を計上しております。 

 １５５ページをお開き願います。 

 ３目１７節土地購入費１，９８７万６，０００

円でありますが、これは宇和町旭町商店街公営駐

車場のための用地購入に係る経費であります。 

 １５７ページをお開き願います。 

 ４目１９節市観光協会補助金２，６４４万円で

ありますが、このうち城川町のどろんこ祭り事業

として知られております無形民俗文化財のお田植

え祭りに必要な代かき牛１０頭の確保が大変困難

になり、その存続が危ぶまれておりますので、そ

の代かき牛確保のための補助金５００万円を計上

しております。地元負担金５００万円と合わせて

１，０００万円の基金を積み立て、仮称でありま

すが、お田植え祭り基金運用委員会で運用する予

定であります。 

 １６４ページをお開き願います。 

 ２目１５節工事請負費５，０９４万８，０００

円でありますが、これは宇和町の拝立Ａ、日向屋

敷Ｂ、明浜町の明浜１０地区、野村町の大西１地

区、城川町の下組地区、岩本地区、下遊子地区の

それぞれのがけ崩れ防災対策工事を行うものであ

ります。 

 また、明浜町の県営下谷急傾斜地崩壊対策事業

に伴うモノレール及びスプリンクラー敷設がえ工

事も計上しております。 

 １６８ページをお開き願います。 

 ３目１５節工事請負費５億６，８００万円であ

りますが、これは宇和町の多田地区１０３号線、

石城地区２８号線、石城地区１６５号線、石城地

区１８５、２－７号線、旧町地区９６号線、旧町

地区１８１号線、１８７号線、２７７号線、田之

筋地区１３５号線、下宇和地区６号線のそれぞれ

の改良工事を行うものであります。 

 また、明浜町では、すてきな集落整備事業によ

る道路改良、野村町では、荷刺大西鎌田西線、渓

筋田之筋線、馬地惣財久線、中筋大洲線、古市

線、岡上線、深山線、本町法正支線、阿下釜川線

の改良工事と惣川梼原線、中通川大谷線、大峰

線、松之越茶堂線の舗装工事、荷刺大西鎌田西線

のり面防災工事を行います。 

 城川町では、本村窪ケ市線、下高野子線、日浦

線の改良工事と中川原橋改修工事を計上しており
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ます。 

 三瓶町では、蔵貫１３号線、垣生２４号線、鴫

山１号線の改良工事を行うものであります。 

 次に、１６９ページでございますが、４目の高

速道路周辺整備事業７，７０５万円につきまして

は、高速道路周辺であります宇和町の下宇和地区

３６号線、林道白水線、林道赤滝線の改良工事と

稲生地区流末排水路、下宇和２８号Ｂ水路、下宇

和２８号Ｃ水路、島岩水路、古屋ノ谷水路の整備

工事を行うものであります。 

 １７０ページをお開き願います。 

 ３目１５節工事請負費１，０００万円でありま

すが、これは三瓶町神子浦河川改良に係る経費で

あります。 

 １７３ページをお開き願います。 

 ５目のまちづくり交付金事業費４，９７９万円

につきましては、宇和町において商店街及び卯之

町町並み舗装整備と案内板の設置を行うものであ

ります。 

 １８０ページをお開き願います。 

 １目１９節住宅用火災警報器設置推進事業補助

金７００万円でありますが、これは一般住宅に設

置が義務づけられました住宅用火災警報器の普及

を支援するため、ごみ処理経費削減に伴う活用事

業として、１個当たり１，０００円、２個を限度

として補助するものであります。 

 １８２ページをお開き願います。 

 ３目１５節工事請負費２，６１８万円でありま

すが、これは耐震性貯水槽新設工事に係る経費で

あります。５カ所を計画しております。 

 次に、１８３ページでございますが、１８節備

品購入費１，６５７万４，０００円につきまして

は、小型動力ポンプ積載車３台と小型動力ポンプ

３台の購入に係る経費であります。 

 １８４ページをお開き願います。 

 ４目１９節自主防災組織活動育成補助金３６８

万２，０００円でありますが、これは大規模災害

から身を守るために自助・共助の考えのもと、市

民により自主的に結成され、自発的な地域防災活

動を行う自主防災組織に対して活動育成助成を行

うものであります。 

 １９１ページをお開き願います。 

 １目１４節リース料３１７万３，０００円のう

ち１６０万６，０００円につきましては、かねて

から要望があり、平成１９年度に市内５中学校に

設置いたしました自動体外式除細動器ＡＥＤであ

りますが、平成２０年度は市内小学校２６校に設

置するものであります。皆田小学校は既に設置し

ておりますので、このことによりまして西予市内

全小・中学校にＡＥＤを設置することとなりま

す。 

 １９３ページをお開き願います。 

 ３目学校建設費１億２，０６３万１，０００円

でありますが、この主なものは、平成１９年度か

ら継続事業としております大野ケ原小学校改築に

係る経費であります。そのほか中筋小学校屋内運

動場屋根改修工事、市内小学校遊具改修工事等を

計上しております。 

 １９８ページをお開き願います。 

 ３目学校建設費１，５１３万９，０００円であ

りますが、この主なものは、宇和中学校屋内運動

場改築に係る実施設計委託料であります。 

 ２２３ページをお開き願います。 

 ５目１９節開智・開明学校姉妹館交流青少年派

遣事業補助金１００万円でありますが、これは平

成１９年度まで宇和中学校の修学旅行で長野県松

本市を訪れ交流を重ねてきたところであります

が、平成２０年度からこれを廃止し、新たに西予

市の全中学校の２年生から希望を募り松本市に派

遣をするものであります。派遣人数は２０名を予

定しております。 

 ２２４ページをお開き願います。 

 １目７節嘱託職員賃金２２５万２，０００円で

ありますが、これは愛媛大学と連携して専門的知

識を有する指導者を雇用し、「スポーツ立市せい

よ２０１７」の基本目標であります総合型スポー

ツクラブの設立、育成とジュニアスポーツの充実

を図るものでございます。 

 次に、歳入でございますが、１３ページをお開

き願います。 

 １項１目個人市民税でありますが、三位一体の

改革の一環の税源移譲、個人住宅における住宅ロ

ーンの控除、定率減税の廃止、所得状況平成１９

年度の実績見込み等を考慮し、前年度比較７，６

０４万６，０００円の減額といたしました。 

 同じく２項１目固定資産税におきましては、新

家屋の増、平成１９年度の実績見込み、宅地課税

負担調整措置等を考慮し４，１６４万５，０００

円の増額を見込んでおります。 

 １７ページをお開き願います。 
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 １項１目地方交付税１０８億１，５０５万円に

つきましては、地方財政計画では、対前年度比

１．３％の増となっていること、地方再生対策費

が創設されたこと等を勘案し、前年度比較２億９

７１万２，０００円の増額を見込んでおります。 

 ２６ページをお開き願います。 

 ８目１節地域情報通信基盤整備推進交付金３億

１，１００万円でありますが、これはＣＡＴＶ整

備事業に係る国庫補助金であります。 

 次に、２７ページでございますが、１目３節情

報基盤整備事業費県補助金７，８８９万７，００

０円でありますが、これにつきましてもＣＡＴＶ

整備事業に係る県補助金であります。 

 ４３ページをお開き願います。 

 １目１節総務管理債９億２，４７０万円であり

ますが、これはＣＡＴＶ整備事業庁舎建設事業補

償金免除繰上償還に係る借換債の発行によるもの

であります。 

 同じく２目民生債の前年度比較５億円の減額に

つきましては、三瓶特別養護老人ホーム建設事業

の終了によるものであります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。再開は午後２時２

５分再開です。（休憩 午後２時１４分） 

 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時２５

分） 

 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議案第５３号「平成２０年

度西予市授産場特別会計予算」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 特別会計予算の１ページをお開きください。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

２，３８６万１，０００円としております。 

 歳出の主なものは、施設授産場の事務費で人件

費等１，６１６万２，０００円、事業費で賃金等

７６９万９，０００円であります。 

 歳入では、手袋加工賃等の施設授産場事業収入

４８４万３，０００円、繰入金で一般会計繰入金

及び保護施設事務費繰入金の１，９０１万６，０

００円でございます。 

 次に、議案第５４号「平成２０年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別会計予算」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 １７ページからとなります。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

１，３７４万９，０００円としております。 

 １９ページの歳出の主なものは、住宅新築資金

並びに改良資金に借り入れしている公債費の元金

１，１４１万３，０００円と利子２２８万４，０

００円の１，３６９万７，０００円であります。 

 １８ページの歳入の主なものは、償還金の１，

２５９万４，０００円で、その内訳は住宅改修資

金貸付金元利収入３７万円及び住宅新築資金等貸

付金元利収入１，２２２万４，０００円でありま

す。 

 また、県支出金の住宅新築資金等貸付事業費県

補助金１１５万３，０００円を計上いたしており

ます。 

 以上、２議案ご審議の上、ご決定くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 議案第５５号「平成２０年度育

英会奨学資金貸付特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 ページ数２７ページからになっとります。 

 この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生、生

徒であって、経済的理由により就学が困難な者に

対し、定額を無利子で貸し付けるものでありま

す。本予算は、新規貸付予定者６４名、継続貸付

者８７名、計１５１名の貸付金及び運営費を合わ

せ５，７５９万５，０００円を計上いたしまし

た。 

 歳入は償還金５，０３６万円及び前年度繰越金

７００万円などを計上し運営するものでありま

す。 

 なお、奨学資金の貸し付けに当たっては、西予

市育英会理事会に諮り、公正な決定運営を図るこ

とといたしております。よろしくご審議の上、ご

決定いただきますようお願い申し上げます。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議案第５６号「平成２０年

度西予市国民健康保険特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 



－28－ 

 予算書の方は３７ページからになります。 

 国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と１０の診療所勘定予算で構成されておりま

す。 

 まず、事業勘定予算より説明を申し上げます。 

 平成２０年度の予算編成に当たりましては、国

民健康保険事業の適正かつ安定的な運営を図るた

め医療費の動向、医療制度改正の対応等、国が示

す留意事項に基づき編成をいたしました。今後と

も保険給付費、介護給付金の増加が見込まれるこ

となどから、財政状況は一層厳しい状況になるこ

とが予想されますので、健全な財政運営のための

最重要課題であります保険税収入の確保や医療費

適正化対策等を考慮し、必要な経費を計上いたし

ました。 

 また、平成２０年度からは本格的に制度改正が

行われることに伴い、歳入では７款前期高齢者交

付金、歳出では３款後期高齢者支援金等を新設い

たしております。 

 それでは、まず４１ページの歳出の主なもので

は、１款総務費９，９２１万７，０００円、２款

保険給付費４０億６，５９４万６，０００円、３

款後期高齢者支援金等６億２，３２８万７，００

０円、４款老人保健拠出金１億３１９万４，００

０円、５款介護納付金２億７，５８５万８，００

０円、６款共同事業拠出金６億３，１８９万１，

０００円、７款保健事業費８，２０８万円、８款

基金積立金７４万円、１０款諸支出金６１７万

円、４２ページの１１款予備費を１，７００万円

計上いたしました。 

 続いて、３９ページの歳入の主なものにつきま

しては、１款国民健康保険税９億８，２０７万

円、４款国庫支出金１２億６，５７５万１，００

０円、５款県支出金１億７，６８６万７，０００

円、６款療養給付費等交付金３億５，６７９万

１，０００円、７款前期高齢者交付金２０億３，

６００万円、８款共同事業交付金５億８，６８８

万４，０００円、９款財産運用収入７４万円、１

０款繰入金４億７，５１５万４，０００円、４０

ページに行きまして、１２款諸収入２，４５６万

６，０００円を計上いたしております。 

 以上によりまして、事業勘定予算は歳入歳出そ

れぞれ５９億５３８万３，０００円といたしまし

た。 

 次に、診療施設勘定予算についてご説明を申し

上げます。 

 各診療所の受診者は減少傾向にございまして、

診療収入も減収が見込まれ、一般会計からの繰入

金に頼る傾向が強くなり、年々厳しい経営を余儀

なくされておりますが、経費節減に努め、物心両

面にわたる経営の改善に積極的に努め、今後とも

地域になくてはならない診療所づくりを目指す所

存であります。 

 なお、坂石診療所につきましては、２０年度よ

り休止といたしております。 

 明浜町の各診療所勘定歳入歳出予算総額及び診

療収入の占める割合並びに一般会計繰入金は、４

３、４４ページの俵津診療所が８，２８５万８，

０００円であり、診療収入は６，４４０万６，０

００円でありまして、診療収入が占める割合は７

８％で、一般会計繰入金は１，７１５万３，００

０円であります。 

 ４５、４６ページの狩江診療所は６，３４６万

５，０００円であり、診療収入は４，２５５万

９，０００円で、割合は６７％で、一般会計繰入

金は１，５４４万９，０００円であります。 

 ４７、４８ページの高山診療所におきましては

７，４７６万１，０００円で、診療収入は４，１

４６万円、割合は５５％で、一般会計繰入金は

３，２２０万２，０００円であります。 

 ４９、５０ページの田之浜診療所は１，９７２

万３，０００円で、診療収入は１，４１４万１，

０００円、割合は７２％で、一般会計繰入金は５

４２万２，０００円であります。 

 野村町の診療所勘定予算総額は、５１、５２ペ

ージの惣川診療所が９０６万２，０００円で、診

療収入は７５９万４，０００円、割合は８４％

で、一般会計からの繰入金はございません。 

 城川町の各診療所勘定予算総額は、５３、５４

ページの土居診療所が１億２，４２７万１，００

０円で、診療収入は８，８１４万９，０００円、

割合は７１％、一般会計繰入金は１，８１２万

２，０００円であります。 

 ５５、５６ページの杉之瀬出張診療所が１，４

５８万１，０００円で、診療収入は１，４５０万

９，０００円、割合は９９％、５７、５８ページ

の遊子川出張診療所が３９９万６，０００円で、

診療収入は３４２万４，０００円、割合は８６％

で、いずれも一般会計からの繰入金はございませ

ん。 
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 三瓶町の各診療所勘定予算総額は、５９、６０

ページの二及診療所が４，３９８万４，０００円

で、診療収入は４，２６４万６，０００円、割合

は９７％、６１、６２ページの周木診療所が４，

６３３万１，０００円で、診療収入は４，４８８

万７，０００円、割合は９７％で、いずれも繰入

金はございません。 

 なお、本予算につきましては、２月２５日に開

催いたしました国保運営協議会におきまして慎重

なご協議をいただきまして、本日ご提案を申し上

げる次第でございます。 

 次に、議案第５７合「平成２０年度西予市老人

保健特別会計予算」について提案理由のご説明を

申し上げます。 

 平成２０年度の老人保健特別会計におきまして

は、平成２０年４月より老人保健制度にかわり後

期高齢者医療制度が施行されるため、平成２０年

３月までの診療に係る分までが対象となり、予算

の大部分は医療諸費となります。 

 それでは、２１７ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５億８，５４８万円と定めるものでありま

す。 

 歳出の主なものにつきましては、２１９ページ

からとなっておりますが、１款総務費で６９万

３，０００円、２款医療諸費で５億８，４７３万

３，０００円を計上いたしました。医療諸費につ

きましては、医療給付費は平成２０年３月診療分

のみを予算計上いたしております。 

 また、予備費として５万円を計上いたしまし

た。 

 ２１８ページに戻っていただきまして、歳入に

つきましては、１款支払基金交付金で２億９，７

２２万２，０００円、２款国庫支出金で１億８，

８３３万４，０００円、３款県支出金で４，７０

８万３，０００円を計上いたしました。これはそ

れぞれ医療給付費に対する交付金となります。 

 次に、４款繰入金を４，７８３万５，０００円

計上いたしております。これは一般会計からの繰

入金で、医療費給付費に対する繰入金と事務費に

対する繰入金となります。 

 次に、６款諸収入を５００万５，０００円を計

上いたしました。主なものは、損害賠償請求事務

による第三者納付金となります。 

 次に、議案第５８号「平成２０年度西予市後期

高齢者医療特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 急速な高齢化の進展や医療技術の高度化に伴

い、公的医療保険制度が危機的な状況を迎える

中、国は国民皆保険を堅持し、医療保険制度を持

続可能なものとするため、高齢者世代と現役世代

の負担を明確化し、超高齢社会を展望した新たな

医療制度改革大綱を策定いたしました。これに基

づきまして、平成１８年６月には健康保険法等の

一部を改正する法律が公布され、老人保健法が平

成２０年４月から高齢者の医療の確保に関する法

律にかわり、新たな後期高齢者医療制度が創設さ

れることとなりました。これを受けて愛媛県内の

すべての市町で構成する広域連合が設立されまし

たが、西予市も高齢者が安心して医療を受けられ

るよう広域連合と相互に連携、協力を図りながら

運営を行ってまいるところでございます。今回は

そのための最初の予算編成となりますが、これま

での老人保健と違いまして、医療の給付等につい

て広域連合が財政負担を負いますので、本市とい

たしましては、それ以外の窓口業務、保険料賦課

徴収業務、保健事業等に関する予算計上が主なも

のでございます。 

 それでは、２３１ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６億４，２００万円と定めるものでございま

す。 

 歳出の主なものにつきましては、２３３ページ

からとなっておりますが、１款総務費で４，８０

２万１，０００円、その内訳といたしましては、

総務管理費が４，４７４万９，０００円、徴収費

が３２７万２，０００円となります。総務管理費

につきましては、職員給与費、窓口業務等に係る

庶務事業経費で、徴収費につきましては、後期高

齢者医療保険料の賦課徴収義務に係る経費を計上

いたしました。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金で５

億７，８１３万７，０００円計上いたしました。

これは西予市から広域連合へ納付金として納める

ものになります。 

 次に、３款保健事業費で１，５０９万４，００

０円計上いたしました。これは後期高齢者を対象

に実施する健康診査事業の経費となります。 

 また、予備費で７４万６，０００円を計上いた

しました。 
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 ２３２ページに戻っていただきまして、歳入に

つきましては、主なものとして、１款後期高齢者

医療保険料として４億３１３万６，０００円を計

上いたしました。 

 内容につきましては、特別徴収及び普通徴収に

より被保険者から徴収した後期高齢者医療保険料

となります。 

 次に、３款繰入金として２億２，３７６万１，

０００円計上いたしました。これは一般会計から

の繰入金となります。 

 また、５款諸収入として１，５１０万１，００

０円を計上いたしております。これらの主なもの

は、受託事業収入１，５０９万４，０００円で、

これは後期高齢者の健康診査事業の実施に伴いま

す広域連合からの受託事業収入となります。 

 次に、議案第５９号「平成２０年度西予市介護

保険特別会計予算」について提案理由のご説明を

申し上げます。 

 それでは、２４９ページをお開きください。 

 本予算の事業勘定については、主に要介護状態

または要支援状態の者に対し必要な保険給付を行

うことと要介護状態となることを予防することを

目的に予算計上をいたしております。 

 また、サービス施設勘定を設け、市直営で福祉

の増進を図ることを目的として、施設サービスや

通所介護サービスを提供するための予算を計上い

たしました。 

 まず、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ４４億３，７９３万２，０００円と

定めるものであります。 

 続いて、明浜特別養護老人ホーム勘定の歳入歳

出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億３，５４

１万６，０００円、明浜デイサービス勘定の歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７１８

万９，０００円、城川居宅介護支援勘定の歳入歳

出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１９４万

１，０００円といたしております。 

 事業勘定予算で２５３ページの歳出の主なもの

につきましては、１款総務費の総務管理費で９，

７３４万９，０００円、賦課徴収費１３０万９，

０００円、介護認定審査会費３，４７８万４，０

００円、２款の保険給付費の介護サービス等諸費

で３５億９，５２０万円、介護予防サービス等諸

費３億７２０万円、その他諸費で４６８万円、高

額介護サービス等費で８，５００万円、特定入所

者介護サービス等費１億９，９００万円、３款の

地域支援事業費の介護予防事業費で２，０６７万

２，０００円、包括的支援事業２事業費で８，８

５１万７，０００円であります。 

 ２５１ページの歳入の主なものにつきまして

は、１款保険料で介護保険料６億３，９５９万

４，０００円、２款の分担金及び負担金で、地域

支援事業の実施に伴います利用者の負担金で６８

３万５，０００円、４款国庫支出金で国庫負担金

が７億３，０５４万７，０００円、国庫補助金で

４億３１万５，０００円、５款県支出金で県負担

金の６億３，１５５万６，０００円、県補助金で

は１，３９３万４，０００円、６款支払基金交付

金で１３億５１０万６，０００円、８款繰入金で

一般会計からの繰入金６億９，７５０万４，００

０円、基金繰入金１，２０７万２，０００円を計

上いたしております。 

 次に、明浜特別養護老人ホーム勘定会計予算で

ございますが、２５６ページの歳出の主なもの

は、１款総務費の施設管理費で２億９，４４６万

４，０００円、２款サービス事業費の居宅サービ

ス事業費で２１５万９，０００円、施設介護サー

ビス事業費３，７７９万９，０００円でありま

す。 

 ２５５ページの歳入の主なものにつきまして

は、１款サービス収入の介護給付費収入で２億

５，７４７万２，０００円、自己負担金収入４，

６６１万６，０００円、特定入所者介護サービス

費等収入で３，０７２万６，０００円を計上いた

しております。 

 次に、明浜デイサービス勘定会計予算でござい

ますが、２５８ページの歳出の主なものにつきま

しては、１款総務費の施設管理費で２，４７２万

７，０００円、２款サービス事業費の居宅サービ

ス事業費で２４０万５，０００円を計上いたして

おります。 

 ２５７ページの歳入の主なものにつきまして

は、１款サービス収入の介護給付費収入で１，８

００万１，０００円、介護予防支援費収入１８０

万円、自己負担金収入３６１万２，０００円、３

款繰入金で、明浜特別養護老人ホーム勘定会計か

らの繰入金５０万円、５款の諸収入で生きがい通

所事業受託収入３２０万円を計上いたしておりま

す。 

 次に、城川居宅介護支援勘定会計予算でござい
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ます。 

 ２６０ページの歳出の主なものにつきまして

は、１款総務費の施設管理費で２，０５０万円、

２款サービス事業費の居宅介護支援事業費で１４

４万円であります。 

 ２５９ページの歳入の主なものにつきまして

は、１款サービス収入の介護給付費収入で１，４

２１万５，０００円、介護予防支援費収入４３万

３，０００円、２款の繰入金の他会計繰入金で、

これは一般会計からの繰入金７２９万１，０００

円を計上いたしております。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第６０号「平成２０年

度西予市簡易水道事業特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２０年度に実施します事業の主なものとし

て、多田地区営農飲雑用水事業を昨年に引き続き

行います。 

 また、中筋簡易水道橋梁架設に伴う配水管添架

工事、横林簡易水道取水施設改良工事を行うこと

とし、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億５，８

４９万７，０００円と定めるものであります。 

 まず、歳入歳出予算からご説明申し上げます。 

 ページ３４９ページでございますが、歳出の主

なものとして、事業費の総務管理費において、中

山間総合整備事業負担金として４，８７６万円を

計上し、このほか職員給与費等を合わせて１億

７，３９４万８，０００円を計上いたしておりま

す。 

 また、ページは３５１ページでございますが、

施設整備費においては、工事請負費で多田地区営

農飲雑用水事業の県工事受託分５，６００万円、

単独分１，８８０万円のほか中筋簡易水道橋梁架

設に伴う配水管添架工事６００万円、横林簡易水

道取水施設等改良工事４６０万円、委託料で三瓶

南簡易水道南水源地変更認可委託料４００万円を

計上し、このほかの工事請負費及び委託料、土地

購入費等を合わせまして１億１，３１９万円を計

上いたしております。このほか公債費償還金６，

９４５万９，０００円、予備費１９０万円を計上

いたしております。 

 これらに対する財源の主なものとして、事業収

入で給水収入１億１，６９０万３，０００円、一

般会計繰入金８，６７４万３，０００円を含む繰

入金１億１，０８２万８，０００円、諸収入で受

託事業収入５，７５２万円、市債４，８６０万

円、このほか分担金及び負担金、繰越金、諸収入

等を見込み充当いたしております。 

 次に、地方債でございますが、多田地区営農飲

雑用水施設事業に係るものとして、限度額を４，

８６０万円と定めるものでございます。 

 次に、議案第６１号「平成２０年度西予市農業

集落排水事業特別会計予算」について提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 平成２０年度の西予市農業集落排水事業におけ

る主な事業といたしましては、汚水処理施設を実

施しております８地区の施設の維持管理業務と継

続して事業を進めております宇和町多田地区、明

間地区の施設整備であります。 

 また、明間地区におきましては、平成１９年度

より地理的条件から農業集落排水事業において整

備することができない地区について、浄化槽市町

村整備推進事業の認可を受け整備を進めておりま

すが、平成２０年度におきましては、合併浄化槽

１１基の設置を計画いたしております。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、歳入歳出総額をそれぞれ６億８，８６２万

５，０００円と定めるものでございます。 

 ページ３７５ページでございますが、歳出の主

なものは、事業費の施設管理費で６，５７３万

５，０００円計上しておりますが、これは処理施

設に係る光熱水費１，５６２万５，０００円、く

み取り等の手数料２，２２３万８，０００円、機

械器具保守点検委託料２，１２８万円等でござい

ます。 

 次に、３７６ページの施設整備費であります

が、３億７，０３３万８，０００円を計上いたし

ております。工事設計のための委託料１，１０９

万３，０００円、処理施設管路移設及び合併浄化

槽設置整備のための工事請負費３億２，２７１万

３，０００円及びこれに関する事務費、人件費等

を計上いたしております。 

 次に、公債費でありますが、今までに建設され

た施設整備に対する元利償還金で、２億５，２０

５万２，０００円を計上いたしております。 

 また、予備費として５０万円を計上いたしてお
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ります。 

 ページ３７１ページでございますが、歳入の主

なものにつきましては、汚水処理に伴う施設使用

料６，１２２万円、施設整備事業における受益者

の分担金１，０９２万１，０００円、供用開始地

区における新規加入者の負担金５００万円、浄化

槽市町村整備推進事業における国庫補助金２５９

万５，０００円、県補助金９３万６，０００円、

農業集落排水資源循環統合補助事業における県補

助金１億８，３４０万円、市債の元利償還並びに

施設整備費等として一般会計繰入金２億７，６９

８万１，０００円、前年度からの繰越金９７７万

２，０００円、消費税還付金等の諸収入５２０万

円、市債１億３，２６０万円を充当いたしており

ます。 

 次に、ページ３６６ページの継続費であります

が、これは明間地区農業集落排水処理施設建設事

業費、総額２億１，１１４万円でありまして、平

成２０年度、平成２１年度の継続費の設定であり

ます。 

 なお、３６７ページの地方債の限度額、起債の

方法、利率、償還の方法を第３表により定めてお

ります。 

 次に、議案第６２号「平成２０年度西予市公共

下水道事業特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 西予市の公共下水道事業については、平成１６

年度末より供用を開始している野村処理区では平

成１１年度から、平成１８年度末に供用を開始し

ている宇和処理区では平成１２年度からそれぞれ

事業に着手いたしております。 

 平成２０年度に実施する主な事業につきまして

は、宇和処理区では、延長約３，０００メートル

の管路整備工事を、野村処理区では、延長約２，

１９０メーターの管路整備工事を及び野村浄化セ

ンター汚泥処理施設設備工事をそれぞれ予定いた

しております。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、歳入歳出総額をそれぞれ８億７，７４０万円

と定めるものであります。 

 ページ３９４ページでございますが、歳出の主

なものといたしましては、事業費の施設管理費で

６，１８６万９，０００円計上いたしております

が、これは主に宇和、野村両処理区の維持管理費

用と公共下水道接続奨励金に係るもので、施設維

持管理に係る消耗品費、光熱水費等の需用費１，

３３５万６，０００円、浄化センター維持管理委

託料等の委託料３，３７６万３，０００円、公共

下水道接続奨励金１，１２９万２，０００円等を

計上しております。 

 次に、３９５ページの施設整備費の事業推進費

の５２万７，０００円でございますが、宇和処理

区における公共下水道事業の推進及び普及促進な

どに要する経費を計上いたしております。 

 ３９７ページの施設整備費では、６億７，３２

８万１，０００円を計上しておりますが、主なも

のとしては、管路実施設計、浄化センター建設工

事委託料等の委託料を８，８００万円、管路整備

工事に関します工事請負費５億１，４９０万円及

びこれに関連する事務費、人件費等を計上いたし

ております。 

 また、今までに建設された施設整備に対する元

利償還金で１億４，１９０万３，０００円を計上

いたしております。 

 財源といたしましては、施設使用料３，３９７

万１，０００円、公共下水道事業費分担金５，２

５０万円、公共下水道国庫補助金２億５，７６０

万円、市債の元利償還金及び施設整備費等として

一般会計繰入金を２億１，３２８万４，０００

円、前年度繰越金１１０万円、消費税の還付金等

を雑入として９２４万５，０００円及び市債とし

て３億９７０万円を充当いたしております。 

 なお、３８８ページに地方債の限度額、起債の

方法、利率、償還の方法を第２表により定めてお

ります。 

 続きまして、議案第６３号「平成２０年度西予

市上水道事業会計予算」について提案理由のご説

明を申し上げます。 

 平成２０年度においては、宇和上水道事業にお

いて、第４次拡張事業として、電気計装設備の更

新を昨年度に引き続き実施してまいります。 

 また、野村上水道事業において、西、坂石配水

池計装設備設置工事、三瓶上水道事業において、

朝立送配水管移設工事を予定いたしております。 

 まず、１ページの業務の予定量についてご説明

いたします。 

 給水戸数につきましては、宇和上水道事業５，

７１０戸、明浜上水道事業２，１６０戸、野村上

水道事業２，４０３戸、三瓶上水道事業３，１０

０戸の合わせて１万３，３７３戸を予定いたして
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おります。 

 また、西予市全体における１日平均給水量を１

万２，１３５立米、年間総給水量を４４２万９，

２３０立米と予定いたしております。 

 続いて、収益的収入及び支出についてご説明申

し上げます。 

 １３ページからでございますが、費用の主なも

のでは、営業活動に係る営業費用として５億４，

２２３万３，０００円、企業債償還金利息等の営

業外費用として８，３３２万３，０００円、この

ほか特別損失、予備費と合わせまして水道事業費

用の総額を６億３，３３５万６，０００円とし計

上いたしております。 

 これに対し、１１ページからになるんですが、

収益の主なものは、営業活動に基づく給水収益の

６億１，９３７万２，０００円でありますが、こ

れを含む営業収益で６億２，６４０万６，０００

円、営業外収益で１，０５５万７，０００円を見

込み、このほか特別利益と合わせて水道事業収益

の総額を６億３，６９９万３，０００円と見込ん

でおります。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明いた

します。 

 １３ページでございますが、支出の主なもの

は、宇和上水道事業における第４次拡張事業の工

事請負費２，０００万円及び老朽管の布設がえ管

路改良工事４，０００万円、野村上水道事業にお

ける西、坂石配水池計装設備設置工事１，１００

万円、三瓶上水道事業における朝立送配水管移設

工事請負費１，３５０万円であり、これらを含む

建設改良費として２億２，９７６万１，０００円

を計上いたしております。 

 また、企業債償還金１億６４８万３，０００

円、予備費１００万円を合わせまして資本的支出

の総額を３億３，７２４万４，０００円とし計上

いたしております。 

 これに対しまして、２３ページでございます

が、資本的収入の主なものは、企業債１，６４０

万円であり、このほか工事負担金、他会計繰入金

を合わせて資本的収入の総額を６，１１３万５，

０００円と見込んでおります。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

を補てんする財源は、総則第４条括弧書きの説明

のとおりであります。 

 続きまして、２ページの地方債でございます

が、三瓶上水道事業における朝立送配水管移設工

事に伴う建設改良費と９月に繰上償還及び借りか

えを行うことが決定しております公庫資金の借換

債に係るもので、限度額を１，６４０万円と定め

るものでございます。 

 また、一時借入金の限度額を２億４，０００万

円、棚卸資産購入限度額を１，６００万円とそれ

ぞれ定め、議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費として職員給与費１億５８７万

１，０００円、交際費１０万円と定めるものでご

ざいます。 

 なお、一般会計からのこの会計へ受ける補助金

は、企業債償還金に充てるための２，６７３万

９，０００円であります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 議案第６４号「平成２０年度西予

市病院事業会計予算」について提案理由のご説明

を申し上げます。 

 公営企業会計予算書の１２３ページからになり

ます。 

 第２条の業務予定量からご説明申し上げます。 

 病床数は一般病床２１０床、療養病床５２床、

感染病床２床の合計２６４床であります。 

 年間患者数は、入院７万７，０１５人、外来１

３万１，７０６人で、１日平均患者数は、入院２

１１人、外来５４２人を見込んでおります。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 収入は、第１款事業収益３０億５，１１９万円

を計上いたしておりますが、その主な内訳は、外

来、入院の診療収入、室料の差額、人間ドックや

検診収入などの医業収益２９億１，８９０万５，

０００円、企業債利息に対する一般会計補助金な

ど医業外収益が１億３，２２４万５，０００円で

ございます。 

 支出では、第１款事業費用として３０億５，１

１９万円を計上いたしておりますが、その主な内

容は、職員の人件費や事務費、材料費、経費等の

医業費用が２９億３，４７９万７，０００円、企

業債の支払い利息などの医業外費用が１億１，６

３５万３，０００円でございます。 
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 次に、第４条資本的収入及び支出についてご説

明を申し上げます。 

 まず、収入で、第１款資本的収入として２，９

８７万４，０００円を計上いたしております。内

訳として、出資金２，９８７万３，０００円は、

企業債の償還に係る一般会計負担金でございま

す。 

 次に、支出で、第１款資本的支出として１億

４，７８６万１，０００円を計上いたしておりま

す。その内訳は、建設改良費５，１５１万２，０

００円、企業債償還金９，６３４万９，０００円

であります。建設改良費の主なものは、宇和病院

では、骨塩定量測定装置、人工呼吸器などでござ

います。野村病院では、公共下水道整備事業工

事、高圧蒸気滅菌装置などでございます。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対して不足す

る額１億１，７９８万７，０００円は、過年度分

損益勘定留保資金で補てんするものでございま

す。 

 第３条及び第４条のご説明をいたしましたが、

詳細につきましては、病院事業会計予算実施計画

及び宇和病院、野村病院の予算明細書に記載して

おりますので、ごらんいただきたいと存じます。 

 次に、第５条では、一時借入金の限度額を５億

円と定めさせていただいております。 

 第６条といたしまして、議会の議決の経なけれ

ば流用することができない経費として、職員給与

費１７億８，０５７万３，０００円、交際費３１

０万円と定めております。 

 第７条は、棚卸資産の購入限度額を６億５，０

００万円と定めるものでございます。 

 次に、議案第６５号「平成２０年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」についてご説明

を申し上げます。 

 予算書は１５５ページからになります。 

 介護保健施設は、介護保険サービスの中核を担

う施設としての役割がますます期待をされており

ます。介護老人保健施設つくし苑の事業につきま

しては、老人の心身の状況に応じた適切な介護及

び機能訓練、必要な医療等を提供し、日常生活の

自立と家庭復帰を支援し、地域に親しまれ信頼さ

れる施設を目指してサービスの提供に努めてまい

ります。 

 それでは、まず業務の予定量についてご説明い

たします。 

 入所定員は８０床で、１日当たりの通所定員は

２５名であります。 

 入所者数は、年間２万８，８３５人で、１日平

均７９人、入所率９８％を予定し、通所者数では

年間７，５００人で、１日平均２５人を予定して

おり、合わせまして年間の療養者数を３万６，３

３５人と見込んでおります。 

 次に、収益的収入及び支出の予定額でございま

すが、歳入歳出それぞれ４億７５４万８，０００

円とするものであります。 

 収入では、施設運営事業収益が４億７１２万

８，０００円で、その内訳は施設介護給付費収益

３億３，２６７万４，０００円、居宅介護給付費

収益６，５３０万４，０００円、その他施設運営

事業収益９１万５，０００円であります。 

 また、施設運営事業外収益で４２万円を計上い

たしております。 

 一方、支出では、施設運営事業費用が３億８，

７７６万５，０００円で、その内訳は給与費２億

９，８９５万９，０００円、材料費３，３５８万

１，０００円、経費２，４００万１，０００円等

であります。 

 施設運営事業外費用では、企業債利息等１，９

７８万３，０００円を計上いたしております。 

 次に、資本的収入及び支出でございますが、資

本的収支のみで建設改良費３，３７９万７，００

０円を計上いたしております。 

 なお、資本的収入が資本的支出額に対して不足

する額につきましては、全額過年度損益勘定留保

資金で補うようにいたしております。 

 また、一時借入金の限度額を５，０００万円、

議会の議決を経なければ流用することができない

経費として、職員給与費２億９，８９５万９，０

００円、交際費５万円、棚卸資産購入限度額を３

００万円とそれぞれ定めるものでございます。 

 以上、２議案につきましてよろしくご決定いた

だきますようお願いを申し上げます。 

  （日程５） 

 

○議長 次に、日程第５、発議第１号「西予市議

会委員会条例の一部を改正する条例制定につい

て」を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 
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○１４番浅野忠昭君 発議第１号「西予市議会委

員会条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 昨年３月に市議会議員の定数を定める条例が改

正され、次の一般選挙から市議会議員の定数は２

４人と定められているところです。これに伴い委

員会のあり方について議会運営委員会を中心に協

議してまいりましたが、当面現在の３常任委員会

で、委員の定数については、各常任委員会とも８

人と定めることとするために本条例の一部を改正

するものであります。よろしくご審議の上、ご賛

同くださいますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号については、会議規則第３７条第３

項の規定により委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告はありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号「西予市議会委員会条例の一部を改

正する条例制定について」は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時２１

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時２４

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第６６号

「西予市農林漁業後継者住宅条例の一部を改正す

る条例制定について」及び議案第６７号「西予市

病院事業職員の諸手当に関する条例の一部を改正

する条例制定について」の２件と意見書案第２号

「市立宇和島病院の保険医療機関指定継続を求め

る意見書（案）の提出について」を本日の日程に

追加し、議題といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、３件を本

日の日程に追加し、議題とすることに決定いたし

ました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第６６号「西

予市農林漁業後継者住宅条例の一部を改正する条

例制定について」及び議案第６７号「西予市病院

事業職員の諸手当に関する条例の一部を改正する

条例制定について」の２件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第６６号「西予市農林

漁業後継者住宅条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市における公営住宅からの暴力団排除につき

ましては、今議会におきまして市営住宅及び改良

住宅でその取り組みのための条例改正を上程して

いるところですが、後継者住宅につきましても同

様の措置が必要と判断し、暴力団排除に関する規

定を加えるものであります。 

 なお、今回の改正にあわせ市営住宅条例と運用

面での整合性をとるため所要の規定を加えており

ます。今後は市営住宅等と同様に警察との連携を

図り、住宅の適正な管理運営に努めてまいりたい

と存じます。よろしくご審議の上、ご決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 議案第６７号「西予市病院事業職

員の諸手当に関する条例の一部を改正する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 地域手当は、平成１７年の人事院勧告で地域の

民間企業水準を公務員給与に適切に反映するよ

う、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給

与水準の調整を図るため、従来の調整手当制度に

かえて新たに設けられた制度でございますが、医

師及び歯科医師におきましては、特例として在勤

する地域にかかわらず適用される手当でございま
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す。 

 現在の医師不足については、平成１６年から始

まりました新研修医制度により大学病院の医局か

ら地域の病院への新たな医師の派遣が困難になっ

たことが大きな要因でありますが、公立病院で

は、夜間、休日の勤務が増加し、勤務医師に係る

負担は多大となり、それが公立病院から医師離れ

に拍車をかける悪循環となるとともに、地域医療

への深刻な影響を招いております。 

 本市におきましても、医師の確保が非常に厳し

い状況にありまして、今後の病院経営及び地域医

療の継続のための医師確保対策は、喫緊かつ重要

な課題でございます。 

 今回の改正は、そうした現状を踏まえ、厳しい

勤務条件下にある病院勤務医師に対し、勤務状況

に応じた適正な労働対価として地域手当を設け支

給することによるものでございます。 

 なお、地域手当の月額につきましては、給料、

扶養手当及び管理職手当の月額の合計額の１００

分の１５以内といたしております。よろしくご審

議いただきますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 以上で理事者の説明は終わりました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、意見書案第２号

「市立宇和島病院の保険医療機関指定継続を求め

る意見書（案）の提出について」を議題といたし

ます。 

 事務局長に朗読いたさせます。 

 

○九鬼事務局長 「市立宇和島病院の保険医療機

関指定継続を求める意見書（案）」。 

 市立宇和島病院は、南予救命救急センターや宇

和島圏域最大拠点病院、脳死移植臓器提供病院、

地域がん診療連携拠点病院、病院群輪番制病院、

地域周産期母子医療センター、小児救急医療支援

病院、エイズ治療拠点病院、原爆被爆者一般疾病

医療取扱病院、医師臨床研修病院等の指定を受け

ており、宇和島圏域はもとより愛媛県南予地域や

高知県との県境地域を含めた広範な地域の拠点病

院として機能し、この地域には同病院にかわるべ

き医療機関はほかにないのが実態である。 

 同病院においては、このたび保険診療報酬の不

正請求等を行ったとして、厚生労働省などによる

共同監査を受けたところである。こうした不正請

求等に対する行政上の措置として、同病院に最も

重い処分が科せられた場合、宇和島圏域の地域医

療は危機的な状況に陥ることになり、地域住民へ

の影響ははかり知れないものになる。地域住民が

安心して医療を受けられる体制を確保するために

は、引き続き同病院で保険診療が受けられること

は欠かすことのできない要件である。よって、国

におかれては、保険医療制度の公正・公平な運用

を図ることも必要ではあるが、まずは地域にとっ

て必要とされる医療を確保するという前提に立っ

て保険診療機関に空白が生じないよう、同病院に

対する保険医療機関の指定について、特段の措置

を強く要請する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 平成２０年３月４日、愛媛県西予市議会。 

 提出先、衆議院議長河野洋平外５名。 

 以上です。 

 

○議長 ただいま議題となっております本案は、

会議規則第３７条第２号の規定により提案理由の

説明を省略することにいたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 本件については、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております意見書案第２号

「市立宇和島病院の保険医療機関指定継続を求め

る意見書（案）の提出について」は原案のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 
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○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、意見書案第２号は原案

のとおり決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は明日３月５日午前１０時より一般質問を

行います。 

  散会 午後３時３４分 
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       平成２０年第１回西予市議会定例会会議録（第２号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２０年３月５日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２０年３月５日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２０年３月５日 

          午後 ２時４６分 

１．出 席 議 員        

    １番  田 中   剛 

    ２番  松 山   清 

    ３番  宇都宮 明 宏 

    ４番  松 島 義 幸 

    ５番  元 親 孝 志 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

   １０番  名 本 修 三 

   １１番  河 野 作 生 

   １２番  藤 井 朝 廣 

   １３番  浅 野 泰 義 

   １４番  浅 野 忠 昭 

   １５番  三 好 幸 夫 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 英 男 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

   ２２番  鍵 原 芳 和 

   ２３番  菊 地 ミスギ 

   ２４番  宇都宮 二 朗 

   ２５番  岡 田 周 三 

   ２６番  山 本 安 男 

   ２７番  平 野 武 男 

   ２８番  大 竹 忠 盛 

   ２９番  二 宮   元 

   ３０番  坂 本 隆 重 

   ３１番  浅 野 豊 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

 

   副  市  長  別 宮   靜 

   副  市  長  三 好 藤 治 

   教  育  長  二 宮 宇 明 

   会 計 管 理 者  森   英 二 

   総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  安 藤 芳 夫 

   生活福祉部長  武 田   勉 

   教 育 部 長  上 甲 福 重 

   明浜総合支所長  小 玉 岩 康 

   野村総合支所長  三 瀬 通 忠 

   城川総合支所長  吉 良 孝 一 

   三瓶総合支所長  鶴 岡 康 年 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  炭 倉 貞 明 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  清 水 享 司 

   監 査 委 員  池 畠 賢 治 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  九 鬼 則 夫 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

 

      議  事  日  程 

 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第１１号 西予市一般廃棄物処理施設 

          等建設基金条例制定につい 

          て 

   議案第１２号 西予市後期高齢者医療に関 

          する条例制定について 

   議案第１３号 西予市職員の期末手当及び 

          勤勉手当の特例に関する条 

          例制定について 

 ３ 議案第１４号 西予市職員の勤務時間、休 

          暇等に関する条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市職員の育児休業等に 

          関する条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第１６号 西予市一般職の任期付職員 
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          の採用に関する条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第１７号 西予市職員の給与に関する 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１８号 西予市単純な労務に雇用さ 

          れる職員の給与の種類及び 

          基準を定める条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市特別会計条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

 ４ 議案第２０号 西予市使用料及び手数料条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第２１号 西予市母子家庭医療費助成 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２２号 西予市重度心身障害者医療 

          費助成条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第２３号 西予市デイサービスセンタ 

          ー条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２４号 西予市国民健康保険条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２５号 西予市介護保険条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２６号 西予市居宅介護支援事業所 

          設置条例の一部を改正する 

          条例制定について 

   議案第２７号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２８号 西予市小集落改良住宅管理 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２９号 西予市廃棄物の処理及び清 

          掃に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

 ５ 議案第３０号 西予市明浜ふるさと創生館 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第３１号 西予市農業集落排水事業分 

          担金徴収条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第３２号 西予市営住宅管理条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第３３号 西予市単独市営住宅条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第３４号 西予市特定公共賃貸住宅条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３５号 西予市水道事業の設置に関 

          する条例の一部を改正する 

          条例制定について 

   議案第３６号 西予市簡易水道及び愛媛県 

          条例水道の設置に関する条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

 ６ 議案第３７号 市道路線の廃止について 

   議案第３８号 市道路線の認定について 

   議案第３９号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

 ７ 議案第４０号 字の区域を新たに画するこ 

          とについて 

 ８ 議案第４１号 平成１９年度西予市一般会 

          計補正予算（第６号） 

 ９ 議案第４２号 平成１９年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          補正予算（第２号） 

   議案第４３号 平成１９年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計補正 

          予算（第２号） 

   議案第４４号 平成１９年度西予市国民健 

          康保険特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第４５号 平成１９年度西予市老人保 

          健特別会計補正予算（第３ 

          号） 

   議案第４６号 平成１９年度西予市介護保 

          険特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第４７号 平成１９年度西予市簡易水 

          道事業特別会計補正予算 

          （第５号） 
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   議案第４８号 平成１９年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第３号） 

   議案第４９号 平成１９年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第５０号 平成１９年度西予市上水道 

          事業会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第５１号 平成１９年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計補 

          正予算（第２号） 

１０ 議案第５２号 平成２０年度西予市一般会 

          計予算 

１１ 議案第５３号 平成２０年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第５４号 平成２０年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第５５号 平成２０年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５６号 平成２０年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第５７号 平成２０年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第５８号 平成２０年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計予算 

   議案第５９号 平成２０年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第６０号 平成２０年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第６１号 平成２０年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第６２号 平成２０年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第６３号 平成２０年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第６４号 平成２０年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第６５号 平成２０年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

１２ 議案第６６号 西予市農林漁業後継者住宅 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第６７号 西予市病院事業職員の諸手 

          当に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

 

本日の会議に付した事件 

 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第１１号 西予市一般廃棄物処理施設 

          等建設基金条例制定につい 

          て 

   議案第１２号 西予市後期高齢者医療に関 

          する条例制定について 

   議案第１３号 西予市職員の期末手当及び 

          勤勉手当の特例に関する条 

          例制定について 

 ３ 議案第１４号 西予市職員の勤務時間、休 

          暇等に関する条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市職員の育児休業等に 

          関する条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第１６号 西予市一般職の任期付職員 

          の採用に関する条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第１７号 西予市職員の給与に関する 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１８号 西予市単純な労務に雇用さ 

          れる職員の給与の種類及び 

          基準を定める条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市特別会計条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

 ４ 議案第２０号 西予市使用料及び手数料条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第２１号 西予市母子家庭医療費助成 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２２号 西予市重度心身障害者医療 

          費助成条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第２３号 西予市デイサービスセンタ 
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          ー条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２４号 西予市国民健康保険条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２５号 西予市介護保険条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２６号 西予市居宅介護支援事業所 

          設置条例の一部を改正する 

          条例制定について 

   議案第２７号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２８号 西予市小集落改良住宅管理 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２９号 西予市廃棄物の処理及び清 

          掃に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

 ５ 議案第３０号 西予市明浜ふるさと創生館 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第３１号 西予市農業集落排水事業分 

          担金徴収条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第３２号 西予市営住宅管理条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第３３号 西予市単独市営住宅条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第３４号 西予市特定公共賃貸住宅条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３５号 西予市水道事業の設置に関 

          する条例の一部を改正する 

          条例制定について 

   議案第３６号 西予市簡易水道及び愛媛県 

          条例水道の設置に関する条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

 ６ 議案第３７号 市道路線の廃止について 

   議案第３８号 市道路線の認定について 

   議案第３９号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

 ７ 議案第４０号 字の区域を新たに画するこ 

          とについて 

 ８ 議案第４１号 平成１９年度西予市一般会 

          計補正予算（第６号） 

 ９ 議案第４２号 平成１９年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          補正予算（第２号） 

   議案第４３号 平成１９年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計補正 

          予算（第２号） 

   議案第４４号 平成１９年度西予市国民健 

          康保険特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第４５号 平成１９年度西予市老人保 

          健特別会計補正予算（第３ 

          号） 

   議案第４６号 平成１９年度西予市介護保 

          険特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第４７号 平成１９年度西予市簡易水 

          道事業特別会計補正予算 

          （第５号） 

   議案第４８号 平成１９年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第３号） 

   議案第４９号 平成１９年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第５０号 平成１９年度西予市上水道 

          事業会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第５１号 平成１９年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計補 

          正予算（第２号） 

１０ 議案第５２号 平成２０年度西予市一般会 

          計予算 

１１ 議案第５３号 平成２０年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第５４号 平成２０年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第５５号 平成２０年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５６号 平成２０年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 
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   議案第５７号 平成２０年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第５８号 平成２０年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計予算 

   議案第５９号 平成２０年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第６０号 平成２０年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第６１号 平成２０年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第６２号 平成２０年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第６３号 平成２０年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第６４号 平成２０年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第６５号 平成２０年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

１２ 議案第６６号 西予市農林漁業後継者住宅 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第６７号 西予市病院事業職員の諸手 

          当に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 
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  開議 午前１０時００分 

○議長 本日は大勢の傍聴まことにありがとうご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は３１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、これより一般質問を行いま

す。 

 この際、申し上げます。 

 各議員の発言は申し合わせの発言時間１５分以

内でお願いいたします。質疑については２回まで

とし、あわせて５分以内でお願いいたします。 

 通告順に質問を許可いたします。 

 まず、１６番岡山清秋君。 

 

○１６番岡山清秋君 おはようございます。 

 私も４年のこの任期、最後の年でありまして、

間もなく任期切れとなるわけでありますが、この

任期最後の一般質問ということで、ここに登壇す

るということが最後になるかもしれませんという

ことで、きのう床屋に行きました。若干首の方が

寒くなりまして、ちょっと声がかれるかもしれま

せんが、お許しいただきまして一般質問をさせて

いただきたいと思います。 

 それでは、議長より質問の許可をいただきまし

たので、お手元に配付いたしております４点につ

きお尋ねをいたします。 

 まず、１点目でありますが、スポーツ立市につ

いてであります。 

 西予市は４年前、三好市長みずからがスポーツ

立市構想をうたわれており、５町が合併をして海

から山までの自然環境と景観のすばらしさと気

候、風土で多種多様な特色ある地域ごとに親しむ

スポーツがあり、地域の活力に大きな役割を占め

ております。既に西予市は健康の町、交流の町、

人が育つ町となることを目指しておりますが、９

年後いわゆる２０１７年には、本県で国体が開催

されることから、郷土の国体選手を育成するとい

うことを視野に入れて西予市スポーツ振興計画を

策定し、スポーツ関係団体と行政が後押しをして

積極的に取り組みがなされるはずであると私は思

っておりました。ここへ来てみまして、残念なが

ら目立った愛媛国体に向けての準備もなく、先般

の体育振興課関係の報告によりますと、西予市内

の体育指導委員の大幅な削減計画があると聞きま

した。市長のやろうとするスポーツ立市、これは

一体何を意味するものか、心配になるものであり

ます。 

 また、各地域における体育関係の設備の老朽化

も見受けられ、全く修理等も取り組みがなされて

おりません。何も手をつけていないが現状であ

り、旧町時代に設置をした各地区における運動場

の夜間照明施設も壊れて使えない地区もありま

す。点検整備を急務をしているところがあるにも

かかわらず、財源がないということで、何ら対応

をされてないままであり、各団体に不便をかけて

いることを市長はご存じでありましょうか。単に

予算がないからといって、ほうっておいていいの

でしょうか。市長のスポーツに対するお考えと現

実とは随分かけ離れた状況にあると私は考えます

が、この辺のお考えをどうなのか、まず１点お伺

いをいたしておきます。 

 次に、２点目でありますが、私は余り好きでな

い言葉であります限界集落についてお尋ねをいた

します。 

 この質問は、前定例会の折にもお尋ねがありま

した。私も角度を変えてお尋ねをしてみたいと思

いますが、まず集落機能としては、１つ、資源管

理機能、２つ、生産補完機能、３つ、生活扶助機

能、この３つが掲げられます。まさしく過疎の進

行と住民の高齢化が進む中、集落機能が維持でき

なくなってしまい、このような集落における６５

歳以上の人口が５０％以上であり、集落機能の維

持が困難になる集落が限界集落と表現されるよう

になりましたけれども、西予市の現状は３３７集

落、うち限界集落と言われる箇所が６４集落であ

ろうと考えられます。１０年後には全集落の６９

ないし７０％が限界集落になることも推測されま

す。私は城川町の出身でありますけれども、城川

町でも６２地区のうち限界集落は１７地区で２

７．４％となります。５５歳以上が５０％以上の

集落、５３地区であり、８５．５％が準限界集落

となるのが現状であります。このような中で集落

機能をどのように保全、保持していくのか、これ

には限界集落の再編等も考慮に入れる必要があろ

うかと考えます。施政方針の中でもこれを最重点

的に取り組まなくては西予市の将来はないのでは

ないかと考えますが、市長の考えを伺っておきま
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す。 

 あわせまして、独居老人等の対策であります

が、限界集落の再編等はすぐさまできる事業では

ありません。それまでの措置として、今西予市が

取り組もうとしているＣＡテレビ事業の中に光フ

ァイバーを使った防災システムづくりができない

か。ワンタッチであらゆる機関への連絡網が可能

となり、本庁はもとより消防本部、警察等々にも

即座に対応ができ、高齢者の状況が把握できるシ

ステムづくりがつくられ、全国でもいまだ行政で

行われているところがないようでありますけれど

も、中山間地である西予市だからこそ、これらが

必要とされる事業であり、これこそが老人が安心

と安全に今後暮らせるまちづくりではないだろう

かと思います。現実、奥地に住む方は、やはりそ

こに愛着があり、長年住みなれたところを離れる

ことには抵抗があると思われます。単にむだな予

算を使って行っている事業等はいま一度見直し、

真に求められている事業こそが、市民は待ってい

ると私は思うわけであります。夢を現実にするの

は行政の力であり、市民の税金のむだ遣いは無視

できませんけれども、市民が安心・安全に暮らせ

るためのむだ遣いは大いにすべきであると私は考

えますが、お考えを伺っておきます。 

 次、３点目になりますが、生活福祉バスについ

てお尋ねをいたしておきます。 

 これまで隅々まで行き渡る福祉行政のサービス

にご尽力をいただいている三好市長の手腕には、

心から敬意をあらわすものであります。 

 平成１８年１０月１日から野村地区、城川地区

に生活福祉バスの運行が開始されて１年と６カ月

になりましたが、城川地区においては、その間路

線の見直し、また野村病院までの路線延長、これ

らを含め今日に至っておりますけれども、西予市

生活福祉バス運行については、城川町利用者数

は、平成１８年は発足当時であり、年間３３２人

の利用で、非常に低調での滑り出しであるようで

ありました。平成１９年度は年間推測で１，７７

３人のうち障害者が３８人で、料金徴収者は１，

７４５人で１７万４，５００円の歳入であるよう

であります。平成２０年４月からは新しく後期高

齢者医療制度が始まり、国が全国一律に定めた制

度で、保険料は均等割と所得割額の合計額とな

り、医療機関で診療を受けたときは、自己負担額

は一般の方で１割負担となります。新制度の発足

等もあり、財政的な考えも考えられますが、まず

１点目に、福祉バスの無料化、２点目に、路線運

行バス時間等の変更等について今後も可能なの

か、またその手続に要する期間はどの程度必要な

のか伺っておきます。 

 なお、今回通告はしておりませんけれども、追

加で１点お尋ねをしておきますが、市内には福祉

バス以外に路線廃止バスに伴う代替バス、宇和地

区の生活交通バス、これらを初め機能訓練バス、

温泉バス等が運行されております。それぞれ内容

と目的の違いはあるわけでありますが、路線バス

代替バス利用住民の声として、料金等にさまざま

な格差があるように聞いております。住民サービ

スが不平等にならないような格差のない施策を願

うものでありますが、いかがお考えであるのか、

伺っておきます。 

 最後に、４点目になりますけれども、林家への

救済についてお尋ねをいたします。 

 今や林業を取り巻く環境は極めて厳しく、林業

従事者の高齢化や木材価格の低迷など、長い期間

厳しい状況が続いております。経営管理が放棄さ

れる、いわゆる放置林の増加が多く、山林荒廃が

懸念されているところであります。 

 一方、地球温暖化防止の対策や持続可能な循環

型社会のために林業の再生が強く求められており

ます。このために林業再生の課題である素材生産

コストの縮減の方策として、簡易で耐久性の高い

作業路網の整備と高性能林業機械の導入が一体と

なった効率的な間伐施業システムの導入が林業再

生に大きな効果を発揮するものと期待され、今現

実化しております。木材住宅の地域産材使用につ

いての補助金や林内作業道網の開設補助金、ある

いは間伐促進のための間伐材代の補助金などが、

現在すべてが半減している今、夢の持てる林業経

営を維持するための施策として、新たな事業メニ

ューを検討されているところでありますけれど

も、山積された課題の解決にはまだまだ時間がか

かるようであります。林家への救済は急を要する

ことであります。林家の再生こそが、私は大きく

は西予市のような林業を主要産業とする地方の再

生であると私は考えるものでありますが、市政の

対策、どう考えておられるのかお伺いし、私の質

問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 
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○三好市長 それでは、私の方から、最初の質問

についてお答えいたしますが、その前に、今回の

一般質問、私どもや皆さん方の任期の最後の一般

質問になるわけでございまして、また本日はこの

ように多くの方が傍聴いただきましたことを改め

て厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 西予市の発足以来、ともに西予市の建設にいろ

いろご指導をいただきました、また西予市の建設

にいろいろな方面でお助けをいただいた議員の皆

さん方に、この場をかりまして厚く感謝を申し上

げる次第でございます。 

 今回はこの一般質問、その集大成の一般質問に

なろうかと、このように思っております。思いを

込められた一般質問になるかと思いますし、また

今もそのようにされましたが、私どもも心を込め

て回答をいたしたいと思いますので、よろしくお

願いを申し上げます。 

 それでは、岡山議員の一般質問でございます

が、岡山議員、皆さんもご案内のとおり、スポー

ツに対する強い熱意のある議員さんでございまし

て、とりわけ厳しい今の質問もあったと思います

が、そのスポーツ立市のことについてお答えをさ

せていただきたいと思っております。 

 愛媛県国体に向けての取り組みにつきまして

は、相撲競技会場が当市に内定をしております。

他の競技についても西予市で実現可能であれば、

今後取り組みを進めていきたいと考えておりまし

て、水面下にいろいろ交渉をしているところでご

ざいます。 

 国体選手の育成につきましては、野村高校が競

技力向上へ向けた指定校となりましたので、今後

期待をいたしたいと考えています。 

 昨年３月に制定いたしました西予市スポーツ立

市振興計画の基本理念に、教育的機能、経済的機

能、社会的機能を掲げ、さらに５つの基本目標を

掲げ実現に向け計画を推進しているところです

が、すぐれた選手を育成するには、スポーツに親

しむことから入らなければなりません。そのため

に基本理念の一つとしております総合型地域スポ

ーツクラブの設立を目指すとともに、子供のスポ

ーツの普及、体力の向上など運動部活動の振興が

大切であります。現在西予市では、旧町ごとに年

次計画による設立を目指しておりまして、平成２

０年度に三瓶地区におきまして、まず設立の予定

であります。総合型スポーツクラブを育成するこ

とは、地域形成機能を高めるとともに、クラブづ

くりには人づくりにつながるものと考えておりま

す。多くの方が加入いただけるよう支援をしてい

きたいと考えております。 

 また、４月から、今回の予算にも計上をさせて

いただいておりますけれども、愛媛大学と連携を

いたしまして専門的知識を有する指導者を雇用し

て総合型地域スポーツクラブの成立、育成とジュ

ニアスポーツの充実を図りたいと考えておりま

す。 

 体育指導委員つきましては、西予市の非常勤職

員として各種スポーツ大会の企画立案、技術的な

指導、スポーツ組織の育成等を推進していただく

ものでありますので、近隣市町との均衡を保って

委員定数を４０人以内とさせていただきました。

今後ともスポーツ振興にご支援、ご協力をお願い

いたします。 

 それから、照明施設の老朽化に伴う修繕等につ

きましては、学校における夜間照明施設につい

て、業者による全施設の点検を終えましたところ

でありまして、今後計画的に修繕計画を実施する

こととしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、岡山議員のワン

タッチ防災システム関係についてお答えをいたし

ます。 

 現在、市内の６５歳以上のひとり暮らしの高齢

者は３，１３１人でありますが、市ではひとり暮

らし高齢者及びひとり暮らしの身体に重度の障害

がある人への対策として、協力員、民生児童委

員、消防署と連携を持ち、緊急通報体制と整備事

業を実施しており、対象者の約８％に当たる希望

者２５６人に対して緊急通報装置を貸与して設置

しております。 

 この緊急通報装置は、急病や災害、その他の緊

急時に迅速かつ適正に対応することができるよう

に、専用の緊急ボタンを押すことで、一般電話回

線を利用し、受話器を持たずに会話することがで

きます。必要な措置を講じるとともに、親族や近

くの協力員に連絡し、消防署や病院など関係機関

へ連絡できるようになっております。 

 さて、岡山議員のご質問のとおり、限界集落問
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題や高齢者状況をかんがみますと、確かに将来を

見据える上では、ワンタッチ防災システムづくり

も視野に入れていく必要性は十分あるのではない

かと思っておりますが、しかし現在市が取り組ん

でおりますケーブルテレビ事業は、高速通信及び

デジタル放送に対応するために、市内全域に光フ

ァイバーケーブル網を敷設して、市民の皆様に通

信サービス及び行政情報や議会情報、地域の情報

などの放送サービスを提供するインフラ整備を行

うものでございます。したがいまして、当初のＣ

ＡＴＶ事業構想の段階から防災システムの構築を

図る計画は持ち合わせておりませんでしたので、

ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 岡山議員からのご質問、第

３点目の福祉バスについてお答えを申し上げま

す。 

 福祉バスは地域住民の交通手段の確保を図り、

それをもって福祉の向上に寄与することを目的

に、平成９年１１月から宇和町において、また平

成１８年１０月からは、野村・城川地区において

も同様の趣旨により運行を実施しているところで

ございます。 

 この福祉バスの利用料金につきましては、条例

で定めているところの１回につきまして片道１０

０円を利用者に負担をいただいているところでご

ざいます。 

 議員ご質問の１点目、運賃の無料化についてで

ございますけれども、市では、平成１８年１０月

から野村・城川地区で福祉バスを廃止するに当た

りまして、料金体系について鋭意協議した結果、

利用１回につき１００円と市内の福祉バス料金を

統一した経緯がございます。議員ご指摘のとお

り、料金の無料化を初め、現在でもその利用料金

につきましては、高いあるいは安いとさまざまな

ご意見もございます。この１００円という料金設

定が適切であるかどうかにつきましては、今後類

似事業実施自治体などの例、これらを参考にしな

がら、また市の財政状況等も踏まえ、あらゆる角

度から検討してまいりたいとこのように存じてお

ります。 

 次に、２点目の時間の変更及び路線の見直し

等々についてでございますが、平成１８年１０月

１日の道路運送法の改正によりまして、従前の許

可制から登録制へと変更となってございます。福

祉バスの運行路線に係ります廃止及び変更等につ

きましては、市町村が設置する地域公共交通会議

これの協議が必要となっておるところでございま

す。本市におきましても、昨年５月に地域公共交

通会議を立ち上げ、必要なダイヤ及び路線変更等

の事案が発生した場合には交通会議を開催し、対

処することとしておるところでございます。この

具体的な一連の手続の流れをご説明申し上げます

と、まず地域からの要望等が出された後、地域公

共交通会議での協議を経て、最終的に四国運輸局

からの登録証の交付を受け、利用者への周知をも

って一連の手続が終了いたすところでございま

す。この間に要する期間といたしましては、おお

むね３カ月から５カ月程度必要となってございま

す。参考までに、昨年８月の実施例を申し上げま

すと、城川の地域での福祉バス路線の延長による

利用者の増加の例がございます。これは地域から

の強い要望に沿ったものでありましたが、昨年８

月に地域公共交通会議での最終協議を経て９月か

ら野村病院まで延長する路線変更を行ったとこ

ろ、その効果によりまして路線変更前と比較しま

すと、利用者が５倍に増加したという実績も上が

っているところでございます。 

 なお、制度上、競合する区間におきましては、

乗降できません等のこういった規定もございます

が、今後市といたしましても、地域の皆様からの

声を広く酌み取り、利用者ニーズに沿った福祉バ

スの運用に取り組んでまいりたいとこのように存

じております。今後とも貴重なご提言、ご指導を

賜りますようお願い申し上げまして、答弁とさせ

ていただきます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 岡山議員の４点目、林家へ

の救済についてお答えいたします。 

 森林・林業を取り巻く環境は、国産材利用の回

復の兆しがあるものの、木材価格の低迷、林業従

事者の減少、高齢化の進行などの要因により、十

分な間伐など手入れの行き届かない森林が多いも

のの、今後伐期を迎える人工林の急増が見込まれ

ることから、今こそ適切な間伐等の推進による森
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林整備と木材の利用拡大をついた森林・林業の再

生と山林の活性化を図っていくことが重要な課題

であると思っております。 

 西予市におきましては、木材資源の需要拡大を

目指した西予市産材木造住宅建設促進事業や間伐

材出荷促進対策事業等により積極的に林業育成施

策を行っており、成果が上がっておると感じてお

ります。今後、さらに林業振興を図るため、川上

から川下までの連携した施業、経営の集約化、生

産・流通・加工の徹底したコスト縮減により安定

した供給を行い、需要の拡大をついて林業家の還

元をふやす必要があると思っております。 

 また、地球温暖化に向けた森林吸収源対策で

は、森林が極めて重要な役割を果たしていること

から、引き続き森林整備を推進するため、新規事

業を初め各種補助事業の導入を検討し、美しい森

づくりを推進してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 １６番岡山清秋君。 

 

○１６番岡山清秋君 それぞれ答弁していただき

ました。皆さんそれぞれがきれいな答弁をしてい

ただきましたが、私は４点についてそれぞれまた

再質問をさせていただきますが、市長、先ほど言

われました体育指導委員の大幅な削減、私言いま

した。市長は単に４０人の定数にしたと言われま

したけれども、これまで西予市の定数、指導委員

の定数、何人かおわかりですか。当然知っておら

れると思います。これは教育長にお尋ねした方が

いいかもしれませんけれども、私の手元には、先

般の西予市の体育指導委員会の資料がございます

が、体育指導委員の規則並びに現在の定数等々の

問題についての資料がありますけれども、これま

で西予市は７０人の定数でありました。これが一

挙に４０人という定数になった。３０人という者

を減らされたわけです。今市長が合併当初から言

っておられる、体育関係についても言っておられ

る中の市長の所信の中に１点入っております中

で、体育振興というものを大事にしなければなら

ないと言っておられるにもかかわらず、体育に関

する指導委員というものを大幅に、約半数程度の

者を今回削減される、このことについては、何で

このような大幅な削減をされたのか。予算的なも

のがあるのならば仕方がないんですけれども、そ

こらあたりのこと、所管の課長に聞いてみます

と、予算的なものは７０人から４０人にしても変

わらないということは、今までの７０人分の入り

用というものは４０人で賄うということ、予算が

変わらないということですから。でもそれは、私

は考えが違うと思うんですよ。予算的なもんじゃ

ないと思うんです。なぜ人数をこんだけ減らさな

ければならないのか。指導委員の当事者、城川の

場合は、今１３人ですか、おりますけれども、今

度６人になると言っておりますけれども、この１

３人の方は、私らは手当なんか要らないよと。ボ

ランティアでやっているんだから、何もそんなお

金が問題じゃないと言っております。私はこれが

本当だろうと思います。あえて私は城川のことを

言いますけれども、城川町は今城川オリンピッ

ク、ご存じのオリンピックやら、またいろんな体

育事業等やっております。駅伝等々やっておりま

す。その中で体育指導委員のこの１３名の方の活

躍というものは、私は自分も体協関係、役をして

おります関係上、わかっておると思うんですけれ

ども、率先して彼らが、何もこちらから言わなく

てもお手伝いに来てくれます。その彼らの声とい

うものは、まだまだ本来ならばもっともっとふや

してほしいというところの中で、今このような大

幅な、特に城川の場合、半数以下になるというこ

とはいかがなものか。そこらあたり教育委員会関

係で話があっただろうと思います。当初私がこの

話を聞いたのは２月の半ばでした。そのときに

は、体育振興課の方も言われました中で、今各市

内でそれぞれの町で駅伝等々冬はやっておられま

す。この中の言葉として、職員の方が言われた、

私本当にびっくりしたんですけれども、今それぞ

れ各支部でやっておられる駅伝は、極力やめてく

ださい。一つにまとめて西予市でやってください

という声を職員が言われました。私はこれを聞い

て、何ということを言うんだろうと思いましたけ

れども、市長がこれだけせっかく市長レベルで話

をされている体育振興をしなければならないと言

っておられるにもかかわらず、職員の方がそうい

うことを発せられるということは、極力少なくし

てください、行事を少なくしてください、これは

市長の考えと相反するところがあるのではないか

と私は思います。これでは幾ら市長がスポーツ立

市をと言っても、なかなか前向きにいかないでは

ないか、この西予市はいかないんじゃないか、そ
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こらあたりの心配をしたわけであります。そうい

ったことが重なって各施設の修繕等々も後回しに

なっている。恐らくそれは市長さんはわかってお

られないんじゃないかと、今までの事情が。すべ

て教育委員会で、もう悪いですけれども、とまっ

ているんじゃないかというような感じがいたしま

す。事実私が２月にこの会のときにお話を聞きま

したときには、教育委員会関係の方に聞きました

ときには、この指導委員の定数等の問題について

も、市長さんはご存じなんですかと私はあえて聞

きました。その時点では、まだ市長までは上がっ

てないと。これ市長さん聞かれたら、本当びっく

りされますよといったんですけれども、事実そう

いうことがありました。そういうこともあわせて

言っておきます。 

 それから、ＣＡテレビ事業の中で当初取り組み

がなされてないということで、今言っても恐らく

それは確かにそのとおりだろうと思いますけれど

も、やはりいろいろなこと事業をやる中では、将

来を見据えた上で、何年先の見据えた上でやって

おられると思うんですよ。先ほど総務部長が言わ

れましたけれども、当初にその予定が入っていな

い。ＣＡテレビ事業をやるということについて

は、それらあたりは当然考えられるべきであると

思います。だったら何で最初にこの構想も入って

なかったのかと思うわけでありますが、そこらあ

たり再度煮詰めていただきたいと思います。 

 

○議長 簡潔にお願いいたします。 

 

○１６番岡山清秋君 ごめんなさい。 

 路線バスについては、先ほど本当言われました

けれども、いろいろなバス、実際温泉バスがただ

で、早口で言えば温泉バスがただで、三瓶から城

川町で行くのにただで行く。ただ城川町から杉之

瀬の診療所まで行くのに、病気の方が苦労をして

家を出てそのバスに乗っていかれる。何でお金を

取るのかと、端的に言えばそういうこともありま

す。そこらあたりの均等な、やはりバスというも

のは統一した方が、西予市内のバスは、いろんな

バスの方法ありますけれども、統一された方がい

いんじゃないかと思います。 

 それから、林業につきましては、先ほど部長が

言われましたけれども、やはり林業で一番大事な

のは、今川上から川下までと言われましたけれど

も、川上の、一番の川上におられる方のことを本

当に部長さん思っておられるんですか。そこらあ

たりが私はわかってないと思うんです。一番の川

上いわゆる山方で一番先に仕事をされる方、重労

働されておる方のことが考えられてないんじゃな

いか。ただそれから下のこと、川下のことばかり

きれいごとばかり並べられているんじゃないかと

いうような気がいたします。やはり一番今の西予

市の中で山をいろわれる方は、一番先にいろう、

その山方で、私もそういったことに携わっており

ますので、一番わかりますけれども、一番ご苦労

されるのは山方です。一番の川上の方です。その

方のことを本当に思われてない。今行政ではきれ

いごとを並べておられます。いろんな補助があ

る、だからやれるんだといっておられますけれど

も、実際に法人化された方、いわゆる城川の場合

は、林業会社がありますけれども、そういった方

には補助があります。しかし、一番の山方の一人

一人が一人で山を守っておられる方、その方につ

いては、何ら対応策がないということを私は言い

たいんです。そこらあたりのことも考えていただ

く余地がないかということを言っておきます。 

 

○議長 １０分になりましたので。 

 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 岡山議員さんの再質問のうち、

体育指導委員につきましてご答弁をさせていただ

きたいと思います。 

 体育指導委員さんにつきましては、岡山議員さ

ん初め大変スポーツ振興につきましてご協力をい

ただいておりますことを重ねて厚くお礼を申し上

げたいと思います。 

 ７０名の定数につきましては、合併時に調整が

できなかった関係もありまして、現在まで７０名

の定数を維持しておりました。１８年の第１回の

定例会の中で、他の議員さんからも指導委員の定

数についての質疑がありまして、その段階で体育

指導委員さんは２年の任期でありますので、今後

２年間の中で調整をさせていただいて、定数を減

にしたいという答弁をさせていただいております

が、今回他の市町村の定数なども見比べた上で４

０名という定数にさせていただきました。この体

育指導委員につきましては、岡山議員さんもご存

じのとおり、スポーツ振興法に基づく関係での体
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育指導委員でありますので、現在宇和島市が３０

名、八幡浜市が２７名、大洲市が４１名、伊予市

が３０名というような状況でありますので、体育

指導委員会、理事会等にも諮りまして４０名とい

う定数にさせていただきました。大変今までと人

数は減りますが、より一層ご協力をお願いしたら

と思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、岡山議員の再質問の２点

目と４点目について回答をさせていただきます。 

 ＣＡＴＶの問題でございますけれども、このこ

とにつきましては、ご指摘のことが非常にあろう

かと思っております。限界集落等の問題の中で、

できるならやったらいいんではないかというの

は、内々では今協議をしておるところであります

が、精度がそこまで、技術的なものでいけるかど

うかという問題があるわけでありまして、そのと

ころができるとしたら、当初からそういう中を入

れるのもいいのではないかという案は持っておる

ところでございます。 

 ４番目の川上の林業の大切さと言われました

が、これは私も本当に思っておるところでありま

して、私も子供のときから、小学生から山に木苗

植えをやった人間でございます。したがって、川

上の大切さっていうのを非常に思っておりまし

て、それは岡山議員と同じ気持ちだと思っており

ます。 

 そういう中で、私は西予市産材の建設に対する

助成あるいは西予市産材に対する公共施設の活用

ということをやらさせていただきまして、それは

川上に対する思いを込めてやらさせていただいて

おる事業でありまして、ぜひともご理解をいただ

きたいと思います。 

 しかし、この川上を守るためにはどうしたらい

いかということになりますと、国の制度上の問題

があって、私たちは、やはり議員の皆さんも私と

も同じでありますが、住民の皆さんの安心あるい

は生活の安定を目指すためには、国に対して提言

をしていかないといけない。私はこれは政治的な

構造的な問題があると。だから外材の輸入に対し

てどうするか、あるいは不当伐採に対する外材の

輸入に対してどうするか、そういう構造的な問題

から提言をしていく必要があります。ともにその

運動をやらせていただいたらとこのように思って

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 岡山議員の再質問のバスの

関係につきましてご答弁をさせていただきます。 

 いろいろなバスがございます。路線バスそして

さらには福祉バス、そしてリハビリあるいは温泉

バス等々、市内の中でこのようにバスが走ってお

るところでございますが、これを統一したらとい

うご質問であろうと思います。 

 料金体系につきましても、あるいはほかの関係

につきましても、これは競合区間につきまして

は、乗りおりができないという国の制度上があり

まして、なかなか統一も難しいところでありま

す。 

 しかしながら、できないからといってそのまま

にするわけにはまいりませんので、今後はこれら

のことを統一あるいは研究しながらこの問題に当

たっていきたいとこのように考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、２番松山清君。 

○ 

２番松山清君 西予市議会１期目の最終の一般質

問となりましたが、平成２０年第１回定例議会で

質問の機会を得ましたので、今気になっているこ

との一端を述べ、通告に基づき質問いたします。 

 西予市議会は、４年前３１名の議員で出発しま

した。合併すると一般質問の内容も港湾関係から

酪農や林業関係など多岐にわたり、旧宇和町時代

と比べるとこれまで考えもしなかった随分と幅広

い問題が西予市にはあるということを実感したも

のであります。合併を決定する前の段階では、サ

ービスは高く、負担は低くという合い言葉で、国

も地方に合併を迫りましたが、合併後４年間の実

態は、その言葉とはほど遠いものでした。そのた

め市民の中には、いまだに合併しなかった方がよ

かったと言われる方も多いのですが、もうそろそ

ろ一つになろうよという段階に差しかかってきま

した。合併特例債などにより多くの事業が実現し
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ました。議員定数の削減や職員数の減少など確実

に行政コストも下がっていると思います。国自体

が借金まみれでどうしようもない状態、その中で

いわゆる税金などのむだ遣いやあいまいさが至る

ところに見られるありさまを見て、国民は国に対

して不信感を抱いていますが、西予市の合併は誤

りのない選択だったと自信を持って言えるよう、

次のステップへ進んでいかなければならないと私

は考えております。 

 来年度予算案では、宇和中学校の修学旅行での

松本市開智学校訪問の補助金が削減され、市内代

表２０名での交流訪問という形になっており、正

直申しまして、これまでの伝統が寂れていくので

は、それくらいは継続してもらえないだろうかと

心配な気持ちになりました。 

 しかし、行政の補助で宇和中生だけが松本市に

行くというのも、西予市全体から見るとあるべき

姿とは言えず、財政難の中で理事者の改革にも一

定の理解を示さなければならないのだろうと思い

ます。宇和中生全員が行くことよりも代表の２０

名が交流や歴史の研究などを通じて、今後はより

多くの成果を上げてくれることを期待しておりま

す。 

 姉妹間提携をしている松本市の人々の温かさ、

姉妹市町提携をしている北海道黒松内町の皆さん

の熱い心などを今後も忘れることなく引き継いで

いきたい。また、多くの市民に知ってほしいもの

であります。 

 さらに、つけ加えておきたいのは、開明学校が

宇和町にできた意味、それを建設した宇和の人々

の思いを後世の心にしっかりと刻み込むこと、先

人たちの教育に対する情熱を子供たちによく理解

してもらいたいということです。明治２年に町内

の勉学意欲高まりを受け、町民有志５名が中心と

なり学校の原型である申義堂をつくりました。そ

れでは手狭となり、明治１５年にさらに多くの町

民が費用を寄附して洋館風の開明学校ができ上が

りました。このような教育に対する町民の熱意が

あったからこそ開智学校との縁も生まれ、それが

中学生の松本市訪問へとつながったのだと思って

おりました。その先人方の教育への情熱と思いを

これからも子供たちに確実に伝える教育をしてほ

しいと私は思います。 

 合併第２ステップへ移行するに当たり、改革を

進めるべき点と忘れてはならないこと、これまで

先輩が築かれた精神も大切にしながら西予市の未

来へ誤りのない道を歩んでいきたいのでありま

す。そのために今西予市がすべきことは何かにつ

いて質問いたします。 

 まず初めに、ＪＲ卯之町駅前再開発とＪＡ本所

土地取得についてお伺いいたします。 

 平成１９年３月に策定された西予市都市計画マ

スタープランによると、ＪＲ卯之町駅は西予市の

広域的な玄関口として位置づけられている駅であ

り、駅前広場の整備を推進するとなっています

が、今後の取り組みについて市長の考えをお伺い

いたします。 

 また、ＪＡ本所については、議会にも西予市の

方で買い上げてほしいという陳情書が提出されて

おりましたが、駅前広場を整備するのであれば、

この際土地の価格にもよると思いますが、不当に

高くないのであれば、西予市で取得しておくのが

よいとも思うわけでありますが、市長はどう考え

ているのでしょうか。ＪＡとしても売却の意思を

提示してからかなりの時間が経過しており、今後

の計画なども立てにくいのではないかと心配して

おります。何分市の中心部であり、土地というも

のはタイミングを逸すると入手することは困難と

なります。西予市及びＪＡにとってベストの選択

となるよう市民も期待しているところでありま

す。現在の駅前広場は、タクシーの待合スペース

も狭隘で、通行にも支障を来しているのは周知の

とおりです。また、自転車置き場などにしても、

あるにはあるが、駅前として取ってつけたような

位置にあり、庁舎建設とあわせてそのあたりにつ

いても再検討して整備すべきだと思います。もと

もと保健センター前あたりは、日通の倉庫があっ

たところに道路をつけたものですから、駅前広場

としての機能が果たせておりません。タクシーも

バックでつけているところなど他にも余り例を見

ないものであります。ここらも改善して待避所の

整備も必要かと思います。西予市としては、今後

南予の中心になる可能性も秘めており、その玄関

口にふさわしい駅前広場にしたいものです。宇和

島バスのバス停も含め、駅前広場についても計画

やビジョンを立てるべきではないかと私は考えて

おります。理事者の考えはいかがでしょうか。 

 次に、集会所の公共下水接続費用補助について

伺います。 

 旧宇和町では、公共下水道事業が進められてい
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ますが、各集会所の接続工事について、その費用

がその地区にとって負担になり過ぎるという問題

が起きています。市の２分の１補助制度もあり、

それを活用することもできるのですが、それでも

かなりの負担となり、下水道が供用開始されても

すぐには接続できない、接続工事に着手できない

という状態です。公共下水事業は市の施策で進め

られていることであり、また個人の家について

は、それぞれの負担で実施するにしても、さらに

集会所までの分を個人から集めて負担するという

ことを回避できないものでしょうか。旧宇和町内

を回ってみると、ひとり暮らしの高齢者世帯が非

常に多く、しかも借家住まいも極めてその数は膨

大です。自宅も公共下水接続の改修ができるだろ

うかと心配になってくるくらいなのに、集会所の

分担金まで出すようにというのが気の毒なくらい

です。そのような状況から、例えば集会所につい

ては、その接続費を市で負担するとか、市が一時

的に負担して、分割で後払いなどにして、下水道

が来れば、すぐに接続工事にかかれるような対策

をしてほしいと思います。集会所は区長がその管

理をしているとはいえ、今回の場合はできる限り

その工事費の負担を２分の１よりも軽減する措置

を考えてもらいたい。特例として公共下水接続工

事あるいは集会所の合併浄化槽設置工事の場合

は、３分の２補助するなどでも助かると思うので

すが、市長の考えをお伺いいたします。 

 ところで、公共下水の接続は問題なく順調に進

んでいるのでしょうか。供用開始したところの接

続率は１年たってどれくらいになっていますか。

一般家庭を見ても、その経費負担ができないと

か、高齢者のひとり暮らしのため、改修してもそ

の後何年も利用できないのではないかなどという

理由で接続したくない人もいると聞きます。今後

の見通しや対策などについてもお聞かせ願いたい

と思います。 

 最後に、西予市特産品の販売促進について伺い

ます。 

 昨年新潟産のコシヒカリと宮城県産のひとめぼ

れを中国で販売したら、価格が地元産の２５倍で

はるかに高くてもよく売れて、中国の上流階級に

大変人気となっているそうです。日本産米は、大

都市の富裕層を対象にした商品ということで、値

段が安いものを追求するというのと違った発想で

あり、そこに販路を開拓したことによって生産者

は新しい活路が広がり、活気が出てきているとい

うことで、今後も中国本土に米を長期的に売って

いく戦略だそうです。西予市の特産品では、まず

ミカンが上げられますが、これを従来の販売ルー

トを頼らずに上海などを初めとする中国に新鮮な

ままスピーディーに輸出し、西予市のブランド品

として販売する指導を市として取り組めないもの

でしょうか。愛媛県の方でもアイテム愛媛などで

それに類する機関を立ち上げていますが、そのよ

うな販路拡大に伴うリーダーが、市の中で必要で

す。 

 また、特産品はミカンに限らず鮮魚なども考え

られると思います。約４年ほど前に徳島県上勝町

の葉っぱビジネスを視察したことがありました

が、どこにでもある葉っぱがビジネスとして成功

した陰には、販路開拓を地道にしていったＪＡ職

員がいました。このようなリーダーがいてこそ、

葉っぱが宝の山となったのだということでした。

西予市の宝の山は何かと考えたときに、やはりミ

カンや鮮魚などであり、また木材などその他のも

のもあるかもしれません。しかし、民間だけでは

その販売ルートや特産品として売り出すところま

ではノウハウがなく、行政のリーダーシップや指

導が必要なのだと私は思います。第１次産業が西

予市の中心的産業であり、その生産者が張り合い

を持って仕事に従事できる環境整備に市としても

努める必要があると思いますが、理事者の考えを

お伺いします。 

 以上で質問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、一般質問の常連でありま

す松山議員の質問についてお答えをさせていただ

きます。 

 まず、最初のＪＲ卯之町駅前再開発とＪＡ本所

土地の取得について回答をさせていただきます。 

 四国横断自動車道の工事が南予延伸に向け急ピ

ッチで進められております。地域活性化に大きな

期待を寄せているところでございます。これから

の南予地域を考えますと、我が西予市は広域交通

軸あるいは良好な住環境を整えた市街地整備、工

業や流通業務等産業の拠点、歴史文化拠点、災害

時の活動拠点等、南予の中核都市になり得る要素

を多く秘めておると思います。加えまして、ＪＲ
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卯之町駅がこの地にあるということは、交通結節

機能を持つ大きな魅力をさらに助長するものとな

っております。 

 しかし、現在ＪＲ卯之町駅前付近は、憩える広

場等もなく、あわせて曲折した道路形状等によっ

て車の往来やＪＲ利用者に支障を来している状況

であります。 

 一方、その駅前にはＪＡひがしうわ本所事務所

がありますが、そのＪＡひがしうわは、将来を展

望した事業改革活性化基本構想によりまして、本

所事務所の移転計画等を含めまして総合的な経営

改革を検討されているところでございます。駅前

の一角でありますＪＡひがしうわ本所用地は、西

予市の玄関口にあり、まちづくりの核となる駅前

再開発を左右するほど重要な位置にあるため、西

予市といたしましては、ＪＡひがしうわとの諸条

件の合意が得られれば、本所用地を購入し、今後

の西予市における中心市街地ビジョンづくりの核

としていきたいと考えているところであります。

このことにつきましては、議会の特別委員会の審

議をお願いを申しておりまして、さらに全員協議

会にもかけさせていただき、また市民検討委員会

にも諮って協議を重ねていきたい。その結果によ

って最終購入決定に向けた努力をしていきたいと

このように考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、松山議員の集会

所の公共下水道接続費補助についての答弁をさせ

ていただきます。 

 西予市には地域住民みずからが特色ある活動を

展開しながら、地域の活性化や福祉の向上を図っ

ていくための支援として、平成１８年度に市単独

の誇れる地域づくり事業補助金交付事業を創設い

たしました。この補助事業には、集会所改修事業

という事業種目がありまして、トイレの水洗化に

係る改修工事についても補助対象にいたしており

ます。 

 さて、集会所は地域住民が自主財源によって独

自に建設されたもの、あるいは市が事業主体で建

設したもの等々がありますが、それぞれ関係住民

の応分の負担を持って建設しているものであり、

また建設後の利用形態におきましても、地域住民

が主体で使用しているのが現状であります。した

がいまして、建築後の維持管理につきましては、

本来関係住民の負担が原則であります。 

 しかし、地域コミュニティーの醸成を初め、多

岐にわたる地域づくりの活動がまちづくりに果た

す役割を考慮して、今回地域づくり事業の補助対

象といたしております。そういったことも含めま

して、こういった事情をご賢察いただきまして、

従来どおり応分の負担につきましては、地域関係

者でお願いしたいと考えておりますので、ご理解

を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 松山議員の公共下水道の接

続状況について答弁をいたします。 

 現在の公共下水道接続状況についてであります

が、野村処理区につきましては、供用開始３年で

接続可能数１，２７０戸に対しまして接続率は約

５５％、７００戸であります。宇和処理区につき

ましては、供用開始１年で接続可能戸数の９６０

戸に対しまして約３０％、２９０戸であります。

いずれも計画に対しましておおむね順調に加入さ

れております。今後につきましては、両地区とも

処理区域を順次拡張することとなります。全体計

画では供用開始１０年後に加入率８０％を見込ん

でおり、目的達成のために新たに拡張していく区

域だけでなく、既に整備されている区域も含め、

関係者の理解と協力を得ながら接続率を高めるよ

う努力してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 次に、西予市特産品の販売促進についてお答え

をいたします。 

 西予市の農林水産業は、里、山、海の豊かな立

地条件を生かした多種多様な農林水産物を生産さ

れており、販売については、農協など系統流通、

卸市場、産直、ネット販売など多様化しつつあり

ます。このような中で活力ある農林水産業を推進

するためには、商品の開発、販売戦略を含めた現

場指導や特産品の認証表示、さらには環境に優し

い安全・安心の取り組みを通じた地域特産品のブ

ランド化が販売促進に重要なものになると思って

おります。西予市のブランド化につきましては、

県が農林水産業の振興及び関連産業の振興のため



－54－ 

に立ち上げましたえひめ愛フード推進機構の発足

を受け、西予市では地域産品のブランド化の推進

に対しまして支援を行い、これまでに主に宇和で

栽培しているイチゴの「あまおとめ」、明浜特産

温州ミカンの「浜風みかん」、三瓶特産の温州ミ

カン「ｍｉｋａｍｉｋａｎ」ほか二、三品、城川

の奥伊予特産グリが愛あるブランド産品に認定さ

れており、これらを初めとする県産品の販売拡大

を図るため、東京、近畿地区の市場や量販店及び

県内外でのトップセールスやＰＲするためのホー

ムページの活用、ポスター作成など補助事業の活

用による支援を行い積極的なＰＲと販路拡大を図

っているところでございます。 

 また、推進機構等の支援を受け、県内の百貨店

での地産地消フェア、さらにはアジア諸国に向け

た農林水産物等の輸出促進セミナーに参加し、地

域活性化の方策を研修しているところでございま

す。 

 このようなときご承知のとおり、食の安全を揺

るがす中国製ギョーザ中毒事件などで消費者の食

の安全に対する関心が高まっていることを踏ま

え、流通業者大手では、これまでの安さをアピー

ルする輸入商品の戦略から有機食材や減農薬栽培

の独自ブランドに転換を図る動きが出ており、当

市においても販路拡大を仕掛ける好機が生じつつ

あり、今後さらに農業支援センターを軸に行政、

農業団体と連携を一層密にし、人材育成支援を含

めた農山、漁村の産地育成及びブランド化を推進

し、高付加価値産品の優位販売の促進に積極的に

支援してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 第１点目のＪＡの本所の土地の

取得については、大変西予市の未来に向かって明

るい光が差したといいますか、期待の持てる方向

に進んでいくんじゃないかという非常に希望を感

じました。ぜひこれを推進していただきたい、そ

う思うわけでございます。 

 ２点目の公共下水道の接続費についてでござい

ますが、今の２分の１の補助というのも大変これ

はありがたい話であるというのは重々わかってお

るわけですけども、非常に地域によっては格差と

いいますか、お金のある地域、ない地域、いろい

ろとこうあります。そういう中で、やはり農業集

落排水に比べて公共下水の方が接続への取り組み

が消極的なんではないかというのが私の感じとる

ところでありまして、それとあわせて公共下水に

ついて、ちょうど地元でありますので、いろんな

ご意見やクレームやそういったものも来るわけで

あります。そういう中でもっとせっかくつくった

インフラストラクチャーでありますので、しっか

りと活用していかなくちゃいけない。今言われま

した接続率を向上していかなくてはいかない、こ

れが市にとっての課題であるというふうに認識し

ております。そういう中で接続費を住民の方は市

で接続してくれというわけでございますけども、

今ほど理事者の答弁にありましたように応分の負

担をするというのも、これも原理原則かと思いま

すので、さらにこれが進むように、そういう接続

率の向上そういったものをご検討いただきたいと

いうことであります。 

 これに対してさまざまな角度でのいろんな住民

のご意見がありますが、進捗状況が今産業建設部

長の話では、順調にいっとるようなことでありま

したけども、どうも私の耳に届いとるのは、進捗

が本来ならば接続できる時期に接続できてない。

終わるべき工事、工区が終わってない。仮設の水

道を引いてそのままになっとって、例えば夏なん

かは暑くなって野菜や魚が洗えないとか、そうい

ったいろんなことがございまして、それを心配し

て後段の部分の質問をしたわけであります。そう

いうことがもしあるのならば、改善をしていただ

きたいということと、やっぱり住民に対する周知

説明が徹底してない部分があると。例えばことし

やるというとって来年になるんであれば、それは

きちっと区長とか住民レベルまで説明をおろして

ほしいし、そういう苦情は大変多く私のところに

は来ております。ですので、そういうところも私

もまた知りたいところもあるわけでありますが、

とにかく公共下水道事業というのはすごく大きな

事業であり、今後も住民の理解を得ながら進めて

いかなくてはならないものなので、そこのところ

を確実にやっていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

 

○議長 清水総務企画部長。 
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○清水総務企画部長 松山議員の地元に対します

熱き思いといいますか、そういったものは十分理

解をいたしております。ただ先ほどもお答えいた

しましたとおり、集会所の維持管理につきまして

は、これはもう地元が負担するというのが原則で

ございますので、そういう中でも集会所の役割と

いうものは、大変大きいものがございますので、

平成１８年度に集会所の補助要綱を創設しており

ます。それはあくまでも創設したということは、

特例あるいは例外的な措置というふうに私は認識

しております。これをまた補助率のアップとか全

額補助とか申しますと、例外中の例外ということ

になってこようかと思います。そういうことで、

原則論を崩しますと、やはりもう根本的に何もか

にも崩れてしまうんではないかとこのように思っ

ておりますので、先ほどの答弁どおりやはり補助

は２分の１にお願いしたいとこのように考えてお

ります。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 松山議員の再質問でござい

ますが、宇和処理区の加入状況でございますけれ

ども、順調に進んでいると申し上げましたのは、

宇和処理区につきましては、昨年の４月からでご

ざいますけれども、予定戸数が３８０戸のうち約

２９０戸、予定の戸数の接続率からいきましたら

約８０％程度の加入率になっているかと思いま

す。それで順調という格好でご説明を申し上げま

した。 

 それから、現場の方の利用者からの苦情とか、

そこらへの連絡が行ってないんじゃないかという

ことでございますが、その点下水道課で十分説明

はいたしておるとは思いますけれども、また説明

不足の点がございましたら、十分説明するように

ご指導しますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。再開は１１時２０

分であります。（休憩 午前１１時１０分） 

 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時２

０分） 

 次に、２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 議長から発言の機会をいた

だきましたので、私は次の２点について理事者の

ご見解を伺いたいと思っております。 

 まず第１点は、農業振興対策、特に小農対策に

ついてお伺いをいたします。 

 農畜産物価格の低迷や燃料、飼料などの生産資

材の高騰により、地域農業は過去に例のない危機

的状況にあります。加えて食糧品の偽装問題、さ

らには中国製ギョーザによる中毒事件など生産者

も消費者も安全・安心の生活を脅かされている現

状にあります。原油高の影響は、生産者から消費

者まで多大なものがありますが、特に地域農業の

中で肥育牛農家について現状を見てみますと、飼

料の高騰によりまして、出荷時の売り値が元牛代

と飼料代に満たない場合がかなり多いわけであり

まして、畜産農家は廃業も視野に入れた厳しい経

営が続いているのが現状でございます。このこと

は他の業種、養鶏、酪農、養豚など畜産業共通の

課題でありますが、特に畜産は県内の５割のシェ

アを誇る西予市の基幹産業でありまして、畜産業

の衰退は地域農業の崩壊にもつながりかねない重

要課題であると思っております。今残っている畜

産酪農家は、過去の厳しい環境の中でそれぞれ努

力をしてきた方ばかりでありまして、飼料高や原

油高がこのまま続けば、今以上に厳しい環境にな

ることが心配をされるところであります。さきの

新聞報道によりますと、国においても畜産酪農関

連対策で支援制度を創設するとのことでありまし

て、その新聞報道によりますと、酪農に対する緊

急措置として、生産性向上に取り組む酪農家に対

し、生乳１キロ当たり乳価で２円を助成、肥育牛

の緊急対策では、肉用牛肥育経営安定対策、これ

は専門語でマルキン事業というふうに言われてお

るようでありますが、これを拡大をいたしまし

て、粗収益が物財費を割り込んだ分の６割程度を

補てんする。養豚の緊急対策では、地域肉豚生産

安定基金造成事業の地域保証価格を１キロ７０円

以上引き上げる等々の緊急対策を講じると発表を

いたしておるようであります。このときに当た

り、国の緊急対策とあわせて市単独緊急経営安定

対策を期間限定で講じてはいかがかなものかと思

うものであります。国の緊急経営強化対策でも、

２００８年度限りということで言われておるよう

でありまして、原油高が落ちつくとするならば、

飼料価格も安定をするのではないかとこのように
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考えております。一時的な補助金、交付金制度な

ど緊急避難的な西予市としての柔軟な対応ができ

ないものか、お考えをお伺いをいたしたいと思っ

ておりますが、実は私が質問通告書を提出後、市

当局におかれましても、緊急対策についてご検討

をいただいたようでありまして、昨日２０年度の

当初予算で、畜産産地粗飼料流通緊急対策支援事

業補助金１，４００万円の提案がありましたし、

さらに補正予算（第６号）でも、大野ケ原育成牧

場経営損失負担金として２４４万５，０００円、

提案説明があったところでありまして、質問が前

後して大変恐縮に存じますが、畜産関連の緊急対

策についての考え方について理事者の所見をお伺

いをいたします。 

 次に、小規模農家経営に係る問題について１点

お伺いをいたしますが、後継者不在、高齢化など

農地の保全が大変厳しい難しい状況にあります。

現状は私どもの地域では、幸いにいたしまして、

農作業受託組織が９組織ございまして、水稲栽培

に限って申しますと、植えつけ、刈り取り作業に

ついては、機械による請負作業により何とか農地

を保全し、不耕作農地の解消に努めているのが現

状であります。当面は現状の対応で耕作放棄地は

防げると思っておりますが、オペレーターの加齢

とともに今後１０年もすれば、組織の経営維持も

できなくなるのではないかと地域全体の課題とし

て心配をされるところであります。 

 また、大型機械例えばコンバイン等について

は、更新時の経費について、現在の請負経費のほ

とんどを将来の更新費の一部に充てるべく基金と

している場合が多いわけでありまして、オペレー

ターの皆さんの犠牲的精神で成り立っているとい

うのが現状であります。農業機械については、共

同の場合、原則として初動開設費については補助

制度がありますが、更新時については、支援がな

いのが通常でございます。そこで今後の大型機械

の更新時について、市単独の支援制度が考えられ

ないものかと考えるものであります。農地が荒廃

をいたしますと、環境保全にもかかわってくるわ

けであります。財政殊のほか厳しいことは重々承

知をいたしておりますが、このことは限界集落の

振興対策としてもご理解がいただけるのではない

かと思っております。所見をお伺いをいたしま

す。 

 次に、２点目でありますが、人権同和教育対策

についてお伺いをいたします。 

 同和対策につきましては、昭和４４年生活不安

の整備を目的とする同和対策事業特別措置法、同

対法の公布施行を受け、小・中学校への文部省研

究指定校の指定や同和教育推進教員の配置、昭和

４６年には県教委に同和教育係が設置されるなど

条件整備が進められてまいりました。昭和４８年

には、県同対協による対話と協調、行政と共闘、

教育との連帯を基軸とする、いわゆる愛媛方式が

確立されまして、みんなのためにみんなで取り組

む同和教育が推進をされてまいりました。県教委

も同和教育係から同和教育班、さらには同和対策

室、同和教育課が設置されるとともに、県でも啓

発資料であります「人の世に熱と光を」が刊行さ

れ、同和問題学習資料も充実をしてまいりまし

た。そんな中で昭和４９年、小学校教科書に同和

問題が記述されたことで、校区別同和教育懇談会

が展開をされ始めまして、保護者や県民一般に広

く共通理解を求めることになりまして、同和教育

の推進が大きく前進をすることになったわけであ

ります。昭和６２年には特別対策から一般対策へ

移行するための最終法律であります地域改善対策

特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法

律、いわゆる地対財特法が施行されました。 

 さらに、平成４年にはそれの５カ年延長、そし

て平成７年には人権差別撤廃条約批准と人権教育

のための国連１０年が始まりました。平成１２年

には人権教育啓発推進法の制定、さらに平成１３

年には、愛媛県人権尊重の社会づくり条例が制定

をされまして、西予市におきましても、西予市人

権尊重のまちづくり条例が平成１７年に制定をさ

れていることは、ご案内のとおりであります。 

 平成１４年には地対財特法が失効をするなど、

人権同和教育に関する法律も国内外の情勢の変化

とともに急変をしてまいりました。そのような変

化の中で県教委は、平成１３年同和教育課を人権

教育課に改称をされまして、県同協も平成１５年

には愛媛県人権教育協議会と改称されて今日に至

っております。 

 私、城川のことを例に出して大変恐縮ですけれ

ども、城川地域における人権同和教育の取り組み

を紹介をいたしますと、昭和５６年度から同和問

題に対する理解と認識を深めるとともに、差別解

消に向けた集落ごとの分館座談会が実施をされて

きております。これは市職員はもとより学校の校
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長先生を初め教職員の協力のもと、ことしで２７

年目を迎えておるわけであります。 

 また、分館座談会の推進指導者を中心とした人

権同和教育講座も年４回開催をされるなど、人権

教育の推進に努められているところであります。

過去には宇和町の草の根運動に学ぶとともに、あ

らゆる場を通じ、啓発学習活動の充実に努めてき

たところであります。 

 そこで、私は合併後の西予市の人権同和教育の

推進を考えてみますと、旧町別の取り組みについ

ては格差があるんではないかなと、そんな思いを

強くしてなりません。もちろん地域の特性を生か

した教育が推進をされていると思っております

が、少なくとも県人権教育協議会西予支部として

のその年度の共通した学習課題を各地で話し合い

学習することが、市全体の人権教育の向上につな

がるのではないでしょうか。 

 そこで、私は以下の点についてお伺いをいたし

たいと思いますが、まず１つは、西予市の人権同

和教育推進の基本方針に沿った市民相互の推進体

制が十分機能しているかどうか、合併後の状況に

ついてお伺いをいたします。 

 それから、教科書に同和問題が記述をされて久

しいわけでありますが、このことの意義やその対

応に仕方について、保護者やＰＴＡや地域住民に

十分定着ができているかどうか。 

 ３つ目には、マンネリ化だ学習から実践行動へ

ということで、最近は体験型学習やグループ討

議、教育指導方法などの改善に取り組まれており

ますが、その成果はどうなのか。 

 ４つ目に、差別の現実に学ぶという基本理念に

ついて、被差別の現実、事実の把握、確認などを

教育課題とする実践に努められているかどうか。 

 以上の点を含め県人権教育協議会西予支部とし

ての合併後の総括と取り組みの現状について伺い

たいと思います。 

 ２００７年昨年ですが、明浜町出身のハンセン

病回復者塔和子さんの文学碑建立に係る地域市民

総ぐるみの募金活動を契機として、明浜町ではハ

ンセン病問題の歴史を後世に伝えるべく資料の収

集と今後の人権同和教育に活用されるとのことで

ありまして、大変すばらしいことである、このよ

うに思っております。私たちの日常生活の中にも

いろいろな差別、人権問題が後を絶たないと言わ

れています。２１世紀は人権の世紀と言われる

中、お互いが心豊かに生活をしていくために家

庭・学校・社会教育が連携を密にして、人権文化

をはぐくんでいきたいと願うものでございます。 

 以上、２点について理事者の所見をお伺いをい

たします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、鍵原議員の一般質問につ

いてお答えいたします。 

 いつものことながら非常に配慮の行き届いた質

問内容であろうと思っております。真摯に答えさ

せていただきます。 

 まず、私の方は、農業振興対策、特に小農対策

について回答をさせていただきます。 

 議員お示しのとおり、世界的なバイオエタノー

ル需要の増大や原油の高騰による影響で輸入粗飼

料価格が高騰して、農家の経営危機が深刻になる

中、先月２１日でございますけれども、政府は畜

産・酪農政策価格と関連対策として、前年度を６

３２億円上回る総額１，８７１億円の緊急的な経

営安定に配慮した対策を決定されたところでござ

います。四国有数の畜産地域の西予市といたしま

しても、畜産・酪農経営の切実な要望にこたえる

強力な支援措置を歓迎する一方、配合飼料価格安

定制度の見直しなど今後の追加対策に期待すると

ころでございます。 

 それでは、粗飼料の高騰による一時的な補助

金、交付金制度などの緊急避難的な対応ができな

いかとのことでございますけれども、先般畜産農

家代表、ＪＡ関係者を招集して緊急の対策会議を

開きまして、農家の厳しい状況や要望を伺ったと

ころでございます。市といたしましても、この危

機的な状況が地域産業の衰退を招くおそれがある

ことから、畜産粗飼料に係る流通経費の一部とし

て、私どもは２年間を考えておりますが、２年間

の限定で市単独事業といたしまして、畜産産地粗

飼料流通緊急支援事業と名称をつくりまして、こ

れを実施することといたします。 

 平成２０年度の当初予算に、昨日もご説明をい

たしましたけれども、１，４００万円を計上して

いるところでございます。議員各位にはよろしく

ご理解をいただきましてご決定いただきますよう

重ねてお願いを申し上げたいと思います。 

 今後の中期・長期的な対策としましては、輸入
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飼料に依存した畜産から耕畜連携による自給飼料

麦わらの増産に取り組む畜産の転換に積極的に支

援していきたいと考えておるところでございま

す。 

 次に、小規模農家経営にかかわる問題について

お答えをさせていただきます。 

 西予市の集落営農組織が５７の組織がありまし

て、そのほとんどが任意組織の農業機械施設の共

同利用、農作業の受委託組織であります。昭和４

０年代からの圃場整備事業の推進とあわせまして

機械化、効率化を図るために導入いたしました。

地域リーダーを中心とした小規模農家を支えてい

る現状でございます。 

 しかしながら、今日の農業構造改革による担い

手に対象を限定した諸施策が重点化され、小規模

農家にあっては大変厳しいものがあると思ってお

ります。このような中、地域農業を支える集落営

農組織の育成を図るために、平成１９年度に県単

助成事業が創設されましたが、事業予算が非常に

少額でありまして、十分な要望にこたえ切れない

のが実情であろうと思っております。 

 このようなことから、今後大型機械の導入に市

単独の支援につきましては、地域農業が厳しい中

で持続発展を促すためにも補助制度を検討してい

く必要があろうかとも考えておるところでござい

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 二宮教育長。 

 

○二宮教育長 それでは、鍵原議員の２点目につ

きまして答弁をさせていただきます。 

 人権同和教育においても、旧町の活動に学びな

がら西予市としての一体感を高めつつ、さまざま

な取り組みを行っているところであります。合併

後の西予市の人権同和教育の推進上、旧町別の組

織については格差はありはしないかというご指摘

ですが、取り組みの格差というよりは、取り組み

方の違いであり、各地区の持つすぐれた点を取り

入れながら協議や工夫を重ね、時間をかけ西予市

の取り組みとして構築していきたいと考えており

ます。 

 次に、市民総ぐるみの推進体制についてであり

ますが、市民総ぐるみとは、人権同和教育活動を

生涯学習の一環として位置づけることであり、市

民が生涯を通してあらゆる機会に人権同和教育を

学べる場をつくり、理解を深め、人権問題解消へ

実践に結びつけることであると考えております。

これを達成するために学校教育と社会教育がそれ

ぞれの役割を果たしながら、郷土の中で機能的な

取り組みを展開しているところであります。 

 次に、教科書記述の意義、その対応についてで

ありますが、昭和４４年から同和対策事業特別措

置法の制定により、同和対策事業の始まりやその

後社会科教科書への同和問題の記述とあわせて同

和教育の必要性と関心が高まってまいりました。

その社会科教科書には、身分制度の歴史認識が盛

り込まれておりましたが、その後資料が発見され

たり研究が進み、現在当時の教科書の内容が大き

く変更されています。それらの対応については、

学校の対応はもちろんですが、指導者研修、各種

講座、学習会等を通じて保護者や地域住民の理解

を図っているところであります。今後も機会ある

ごとにこういった研究の成果の周知に努めてまい

りたいというふうに考えております。 

 次に、教育指導方法及び実践についてでありま

すが、最近では学習会にもワークショップと言わ

れる参加体験型学習の手法を用いたり、昨年４月

に詩人塔和子さんの文学碑建立をきっかけに、差

別の現実に学ぶという基本理念をもとに、多くの

学習の場や機会を提供し、一定の成果を上げてい

ると思っております。 

 愛媛県人権教育協議会西予支部の総括と取り組

みの現状についてでありますが、この協議会組織

は、平成１６年７月に設立し、旧町ごとの５つの

分会を設置しております。この分会活動を基本に

講座や指導者育成等の各種事業を展開し、人権啓

発に努めております。西予支部の取り組みとしま

しては、愛媛県人権教育協議会や関係機関との連

携を図り、各種大会等への派遣、県人教機関紙の

頒布、人権作品集の発刊など取り組みのほか、本

年度は西予市民の人権に対する意識調査を実施

し、現在集計、分析中であります。この調査結果

をもとに、より効果的な教育啓発活動を推進して

いきたいと考えておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、１５番三好幸夫君。 
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○１５番三好幸夫君 ただいま議長から発言の許

可をいただきましたので、さきに通告いたしてお

りました１点について理事者の考えをお聞きした

いと思います。 

 ５町合併から４年が過ぎようとしています。私

どもの任期も区切りを迎えるわけでございます

が、私はこれまで３回の一般質問を通じまして、

端々の地域振興への市長のお考えを伺ってまいり

ました。短いような４年間でございましたが、こ

の間、野村で乙亥の里が完成し、明浜に塩ぶろが

完成し、城川のクアテルメ宝泉坊、三瓶の海の駅

等々、また卯之町の商店街も新しい舗装で全く見

違えるようになりました。 

 また、教育施設の面でも、惣川小学校、魚成小

学校の新築、やがて現在建てかえられております

三瓶中体育館、また大野ケ原小学校等、市内全般

にわたってよくここまで展開できたものと感にた

えぬところでございます。三好市長の手腕に敬意

を表するものでございます。 

 しかしながら、地方における不況の波は改善の

兆しもなく、今や原油高騰を原因として農畜産業

等１次産業の危機が叫ばれる状況でございます。

昨年の参議院選挙を経て、政府及び与党の姿勢も

地方重視に変わってきたと思われますが、国債残

高等を見てみますと、地方自治体の財政がこれか

ら楽になるとも思われません。そのような中で、

西予市におきましても、公の施設等の民間活力に

よる活性化といいますか、経費節減、施設効果の

向上を目的といたしまして指定管理者制度を設け

ておられますが、乙亥の里につきましていささか

お伺いしたいと思うものであります。 

 と申しますのも、最近市民の中に温泉がなくな

るのではないかと聞かれることがあったからであ

ります。乙亥会館は、野村町民、長い間の夢でご

ざいました。国技館を模した姿は町民の誇りであ

り、市街地活性化の核となる施設でございます。

相撲だけでなく多目的に活用でき、温泉を引きま

したことにより日常的に大勢の人が集まる施設と

なっているのであります。事の始まりは、温泉経

営が赤字であるということであります。平成１７

年に開業いたしましてから毎年１，３００万円か

ら８００万円市が補助をして帳じりを合わせてお

ります。内容を見ますと、毎年経費節減に努めら

れておりますが、収入つまり入浴客数は毎年同じ

ぐらいであります。年間約６万人から６万５，０

００人、ただし途中で城川のクアテルメ宝泉坊が

開業いたしまして、あれも立派な施設でございま

す。そういったことから考えますと、頑張ってい

ると見ることもできようかと思いますが、そうい

うわけで、赤字の経営であるということが問題に

なっておるわけでございます。指定管理者制度を

導入したころの市としての姿勢は、施設を運営で

きる程度の委託料を考えるという答弁があったよ

うに記憶しております。それからいたしますと、

最も経費を節減してあります１９年度の数字に当

てはめて約８００万円の補助が必要となります。 

 しかし、協定書を見せていただきましたが、そ

の委託料はどういうわけか１４５万５，６００円

となっておりまして、特別な事情が生じた場合は

変更することになっているようであります。いさ

さか疑問に思うわけでございます。最初から赤字

決算を前提にしておれば、その経営者、向上心な

かなか出てこないんじゃないかと思う次第であり

ます。赤字決算が前提なら、経営者は経費節減に

ばかり気を配りまして、赤字が減っただけで満足

してしまう、守りの姿勢に徹してしまうのであり

ます。黒字にすることなど不可能と考えてしまう

のではないでしょうか。この制度では、民間の経

営努力で収益性の拡大を図ることになっておりま

すが、向上心を起こさせる仕組みにしておく必要

があるのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 乙亥の温泉もかつては月に１度の休みでありま

して、１０時から夜の１０時まで営業しておりま

した。他の施設と比べても長時間でございますの

で、私もよく利用したものでございますが、経費

削減のためにいつの間にか営業時間が短縮となり

ました。それから週に１度の休みともなりまし

た。これでは経費節減のための縮小均衡でござい

まして、赤字経営が最初からわかっておれば、究

極の均衡は廃止となってしまいます。乙亥の里は

市街地活性化を目的として設けられた施設でござ

います。周辺には百姓百品、それからインキュベ

ーター店舗もございます。温泉だけで現在６万

５，０００人の集客があります。アリーナのつま

り体育館の利用等を考えますと１０万人近くの人

が集まるわけでございます。夜の１０時まで営業

すれば、私じゃございませんが、またアリーナの

利用者にも入浴の機会ができるのではないかと思

います。経営者はその方々に入浴を促すようなこ
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とを方策を考えることでございましょう。単に増

収を目指して入浴料を上げるのでは、これは一番

下策といいますか、最も避けるべき対策じゃない

かと思います。周辺の温泉の入浴料も大体同じで

ございますから、そういった中で、特に思います

のは、黒字をふやすというか、黒字をふやす努力

と赤字を減らす努力、内容的には同じことになる

わけでございますが、しかしながら、基本的に同

じことでも、経営者としての精神的には全く違う

のではないかと考える次第であります。確かに税

金の投入は慎重でなければなりませんが、全体に

対する効果を考えれば、戦略的に下策とされる逐

次投入ではなく、現時点での収支均衡となる委託

料として増収目標を指定管理者に課して、逐次減

額していくのが良策ではないかと考えますが、い

かがでしょうか。 

 なお、このとき私、乙亥会館いろいろと見まし

て、残念なことにレストランはなくなっておりま

す。しかしながら、喫茶スペースぐらいはあった

らいいのじゃないかと考えた次第ですが、事務所

の横に相撲資料館がございます。資料館として

は、ちょうど大きな窓に面しておりまして、余り

よくないんじゃなかろうかと感じた次第でござい

ますが、地階にございます――地階というか１階

のレストランの跡へ移して資料館を、資料館の跡

へ喫茶スペースを設けてはいかがかと。それによ

って人がまた多く使っていただけるんじゃなかろ

うかと考える次第であります。野村地区の市街地

活性化の核となる地域でございます。その地域に

つきまして、特にお考えいただいて、先ほど申し

ました委託料の設定方針と指定管理者への指導、

またこの会館の改築等ができるのかどうか、その

あたりをお伺いしたいと思います。 

 以上、私の質問とさせていただきます。ご清聴

ありがとうございました。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 三好議員の最初の質問の中にもあり

ましたとおり、私ども議員各位のご理解によっ

て、また市民の皆様のご協力によりまして合併時

に策定いたしました西予市建設計画、西予市まち

づくり計画でありますが、その主なものあるいは

緊急な事業につきましては、本当に実現をできま

した。市民の理解の本当にご理解をいただいたと

ころでございまして、またこれを大いに利用いた

だいたらとこのように思っておるところでござい

ます。西予市の基礎づくりに幾分寄与できたので

はないかとこのように思っておるところでござい

ます。 

 三好議員のご質問につきましては、本当にジレ

ンマの現実を踏まえられたご質問だとこのように

思っておりまして、乙亥の里カロト温泉について

にご回答をさせていただきます。 

 まず、委託料の設定方針と指定管理者の指導に

つきましてでございますが、乙亥の里の指定管理

者であります当時の野村町商工会、現在の西予市

商工会でありますが、野村町商工会と西予市との

間で、平成１７年度から３年間にわたる協定を締

結しております。議員ご指摘の委託料につきまし

ては、別に年度協定を締結するよう定めておりま

して、平成１７年度につきましては、１４４万

５，６００円でございます。この額につきまして

は、乙亥の里のインキュベーター施設などの使用

料収入を想定いたしまして、その想定分を計上し

た次第でございます。 

 では、なぜこの額で指定管理者と合意に至った

かの理由でご説明いたします。 

 乙亥の里周辺を含めた建設は、当時の野村町商

工会がＴＭＯ構想を打ち出したのきっかけに中心

市街地活性化事業で取り組んだ経緯があります。

乙亥の里の管理運営については、商工会でもコン

サルタントやアドバイザーなどからの意見を参考

に慎重に協議された結果、利用料金方式による運

営で指定管理者として申請が提出されたもので、

協定書に基づいて３年間にわたる締結をした次第

であります。 

 しかしながら、入浴客数は当初この計画で見込

まれたのが１０万人の計画でありましたが、大き

く下回りまして、現在は５万９，７２８人の実績

でありました。入浴料収入の減少に加えて燃料、

灯油の高騰による支出の増加のため、年度の末に

１，３１４万４，４００円の多額の委託料を補正

させていただきました。ちなみに平成１７年度の

委託料は総額で１，４５９万円となりました。運

営の当初年度ということもありまして、高額な委

託料を補正することとなりましたので、指定管理

者に改善勧告の指導を行いました。平成１８年度

以降につきましても、利用料金方式での運営を尊

重しまして、委託料の当初予算を前年度同様１４
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５万５，６００円として、以後の経営努力を見き

わめるようにした次第であります。結局平成１８

年度は１，０４３万６，０００円、平成１９年度

は９４５万５，６００円の委託料となる見込みで

ございます。金額だけを見ますと、経費削減の努

力は理解できますけれども、私どもの指導内容と

しましては、それ以外にもイベント等さまざまな

方法で集客の増加がつながる計画などを立てて、

インキュベーター全体の各施設を初め乙亥の里全

体の利益が上がるよう期待している次第でござい

ます。 

 しかしながら、なかなか要望どおり運営が進ま

ず苦慮しておりますが、今年度で３年目の協定期

間が終了するのを機会に、平成２０年度は委託料

当初予算で５００万円計上する次第でございま

す。 

 次に、乙亥会館の改築についてでございます

が、この施設は、当初イノベーション事業という

国庫補助事業で建設いたしました。中心市街地活

性化計画であります。そのために乙亥会館内の場

所や用途などの変更につきましては、補助金等に

係る予算の執行の適正に関する法律との絡みもご

ざいまして、国との協議が必要となります。その

ために目的、入居者、利用方法などについて詳細

な計画が必要となりますので、現段階で結論を下

すのは、非常に困難な状況であります。したがい

まして、今後の検討課題とさせていただくことで

ご理解をお願いしたいと思います。 

 なお、現在休止中のレストラン部分につきまし

ては、平成２０年度から運営をいただく指定管理

者と協議の上、有効利用を考案していきたいと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 １５番三好幸夫君。 

 

○１５番三好幸夫君 基本的には理解されるわけ

なんですが、地域の市街地活性化といいますか、

そういったまさに中心地でございます。地域の人

間の期待をできるだけ尊重できるように進めてい

ただけたらと思う次第でございますが、よろしく

お願いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 再質問についてお答えいたします

が、私どもも非常に大事な問題だとこのように思

っております。私の考えは、なぜ今ご提案をして

おるのは、４００円の使用料を５００円にいただ

いたらどうだろうかという、これは一つの提案で

ありますが、その１００円上げるお金で、単純で

言いますと、今５万９，０００と言いましたけれ

ども、５万５，０００ぐらいあるいは５万になっ

たとしても５００万円というお金ができます。そ

れをカロト温泉というのは、位置づけは、あそこ

の乙亥の里全体に対する波及効果をねらうわけで

ありまして、そこで単なる赤字だけではだめだよ

と。そのお金を利用してそこにイベント等々、い

ろんなことをやることによって波及効果をやらな

いとだめだということを私はお願いをしておるわ

けであります。だから単に上げるという発想では

ありません。そのお金をご利用くださいという発

想を私は言っておるわけでありまして、それがあ

そこの果たす役割、イノベーション事業、中心市

街地活性化計画の果たす役割はそういうことだと

いうことで私はご提案をしていきたい、このよう

な考えであります。ぜひご理解をいただきたいと

思います。 

 以上です。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 暫時休憩いたします。再開は午後１時１５分、

１３時１５分であります。（休憩 午後０時０５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時１３

分） 

 これより日程順に質疑を行いますが、質疑は大

綱の質疑のみにお願いをいたします。 

 所属常任委員会の質疑はご遠慮願います。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第１１号「西予市一般廃

棄物処理施設等建設基金条例制定について」から

議案第１３号「西予市職員の期末手当及び勤勉手

当の特例に関する条例制定について」までの３件

を一括議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 まず、議案第１１号「西予市一般廃棄物処理施

設等建設基金条例制定について」の質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１２号「西予市後期高齢者

医療に関する条例制定について」の質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 新たに高齢者の医療が県

下新しい制度でなされるわけでございますけれど

も、この点につきまして１つご質問をさせていた

だきたいと思います。 

 広報とかそして愛媛新聞いろいろな形で詳細な

制度を現在説明がなされておるところでございま

すけれども、７５歳以上等々身障者の問題もござ

いますけれども、先般から７５歳以上の方々から

質問が来ておりますのは、今までとどれだけ違う

のかという質問が返ってきます。私の場合は上が

るんだろうか、それとも下がるんだろうかと。夫

婦二人でおる場合はどうなんだろうかと。それが

よく聞いてみますと、情報化条例の問題で所得の

問題が我々には教えていただけませんので、私の

方が幾ら幾らという説明もできません。そして、

７５歳以上でございますので、電卓で自分で計算

することも余りできない。その独居の方々がどう

やったら親切的な形でその人たちに理解できるよ

うに相対面談で説明できるのか。弱者に親切な方

法論をご提示していただかないと、上意下達的な

形の説明に現在陥っているんではなかろうかと。

９０歳の方がそういう質問をされましても、我々

には所得の問題もありますし、そのあたりをどの

ように少子・高齢化の中で対応策をとっているの

か。条例制定の前でちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 本制度につきましては、７

５歳以上の対象者ということで、西予市内には

９，１０７名の方がおられるわけでございます。

もちろんもう体が弱って歩けない方、あるいは元

気にクロッケー等々やられておる方いろいろおら

れるわけでございますけれども、まず市のＰＲと

いいますか、まずそこらあたりから進めてまいっ

ておるところでございます。特にこの制度の趣旨

を踏まえながらその中身の説明等々、これにつき

ましても、夜集まっていただいて、例えばいつど

こそこへ皆さん対象者お集まりくださいよという

こともなかなかかないません。そこで担当といた

しましては、クロッケーをやられておったり、あ

るいは何かのサロン的にお寄りになっておるよう

な場所、そこらあたりへ大勢の方が寄っておられ

るところ、そちらの方へ出向いていきまして、い

ろいろ職員が説明等々をやっております。まだこ

れでもなおかつ不明であろうと思いますんで、今

後いろんな形、広報紙等々はもちろんでございま

すけれども、そのほかにつきましても、いろんな

形でＰＲしながら中身の説明等々は精力的に今後

進めてまいりたいと、このような考えがございま

す。 

 あと最終的に所得の問題であるとか、その方が

どのように所得を構成されておるか、非常に個々

千差万別でございますので、ここらあたりがなか

なかわかりにくいところでございます。そこら辺

も含めまして、例えば後期高齢においては、保険

料が当然必要になってまいりますよ、あるいは均

等割と所得割方式になりますよ。今までの国民健

康保険とは分離された、国民健康保険には当然資

産税割あるいは所得割、均等割、平等割これらが

入っておるわけですけれども、これから離れた、

いわゆる後期高齢では均等割の４万１，６５９円

という愛媛県のこれは均等でございます。それと

あと所得割につきましても７．８５％、ただしこ

の７．８５といいますのは、これも年齢によって

変わってきますし、例えば年金受給者であれば、

その年金から基礎控除の３３万円を引いた残りに

対してかかりますよと、そういったるるいろんな

課題がございます。これを先ほど申し上げたよう

な方法でもって今鋭意説明に回っております。ま

た、改めて説明に来てほしいというようなところ

がありましたら、またこれにも十分対応していき

たいと、このような考えで今進めておるところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 西予市に約９，０００名

ぐらいおるわけでございますけども、クロッケー

とかそういうところへ出られる方は、やはり自己

判断ができられる方が結構おられる。中での説
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明。そして、先般西予市の方からチラシをいただ

きまして内部見てみますと、その方がどれだけか

かるかということがわからない、なかなか。我々

も説明できない。そうすると、一番その人たちが

知りたいのは、個々の今までとどう自分の保険料

が変わるのかというとこが一番の知りたいとこな

んです。これを細かく９，０００名の方にあなた

はこれだけですよというのは、なかなか難しいで

しょう。そして健常者であるクロッケーとか出ら

れる方っていうのは、９，０００名の中でやはり

半分か、半分より少し上ぐらいだろうと思うんで

す。そのあたりをどのように対処していくか。今

後行政の弱者に対する優しさという行政をやって

いくためには、ここが一番西予市の腕の見せどこ

ろというところでございますので、ひとつきめ細

かい説明とそして人件費はかかるでしょうけど

も、先ほども言いました必要があれば出向くとい

うことでございましたけれども、所得の情報公開

条例で守秘義務も出てまいりますので、難しい問

題でしょうけども、きめ細かい説明と納得いく形

を施行より前に早くわかり得るような対策をとっ

てほしい、思います。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 実は、ことしの１月からも

う既に出てまいっておりまして、特に各総合支所

におきましては総合支所の担当、それから本庁に

おきましては本庁の担当の方、そういうような形

で昼、夜を問わず出向いていっております。土曜

日でも日曜日でもそういうご要望がありました

ら、もうぜひ納得のいくようなご説明は今後進め

てまいりたい、このように思っておるところでご

ざいます。 

 

○議長 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１３号「西予市職員の期末

手当及び勤勉手当の特例に関する条例制定につい

て」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第１４号「西予市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例制定について」から議案第１９号「西

予市特別会計条例の一部を改正する条例制定につ

いて」までの６件を一括議題といたします。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第２０号「西予市

使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定

について」から議案第２９号「西予市廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制

定について」までの１０件を一括議題といたしま

す。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第３０号「西予市

明浜ふるさと創生館条例の一部を改正する条例制

定について」から議案第３６号「西予市簡易水道

及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を

改正する条例制定について」までの７件を一括議

題といたします。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第３７号「市道路

線の廃止について」から議案第３９号「西予市営

土地改良事業の施行について」までの３件を一括

議題といたします。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

 ２０番山本昭義君。 

 

○２０番山本昭義君 議案第３８号について、提

案についてお尋ねをしたいと思います。 

 １９－９と１９－１０の路線なんですが、これ

８０センチと１メーターで認定をしたいという提

案をされております。この説明をお願いしたいと

思います。幅が、道路の幅員が。 

 

 

○議長 安藤産業建設部長。 
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○安藤産業建設部長 幅員が１メーター、この分

は、今現在は法定外で払い下げいたされました里

道でございます。そこへ向けてバイパス的に広げ

るという路線でございます。 

 

○議長 ２０番山本昭義君。 

 

○２０番山本昭義君 今の説明では、赤道だから

という説明だったと思うんですが、そうやったら

今から１メーター足らん道が申請をした場合に

は、皆市道認定するという形になるんですか。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 市道の認定に幅員規定はご

ざいません。といいますのは、今の道を拡幅する

というのが前提ではございませんので、起点から

終点まで、そこまでの道が必要かどうかという認

定でございますので、例えばバイパス的な道だっ

たら、当然その途中の道はないわけでございます

ので、その起点から終点までが道路にしていいか

というような認定でございますので、現在の道を

認定という、現道の認定のという市道の認定では

ございません。 

 

○議長 ２０番山本昭義君。 

 

○２０番山本昭義君 それでは、たびたび済みま

せんが、格付委員会やなんかのところで一応そう

いう要綱はつくってないということ、もう何でも

構んということですか、申請書出したら。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 申請さえすれば何でも構ん

というんじゃなしに、起点から終点までの道が必

要かどうかということで認定をするわけでござい

ますので、そこにその起点から終点の道が、これ

はちょっと市道として認めるのはおかしいんじゃ

ないかということになれば、その道があるという

仮定でのあれじゃありません。道はなくても道を

今からつくるということでも当然市道として認定

しなければ市道の事業ではできませんので、そう

いう意味でございます。 

 

○議長 そのほかございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第４０号「字の区

域を新たに画することについて」を議題といたし

ます。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 添付された資料の中で、

赤いのと黄色いのとあるんですが、これはどうい

うことでございましょうか。 

 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 お答えをいたします。 

 お手元にお配りをしております図面ですが、造

成の区域が明石を字とする区域と新城を区域とす

る分かれております。したがいまして、赤の部分

が新城を字とする区域でございます。黄色が明石

を字とする区域でございます。これ２つを一緒に

したいと、このようなことでございます。 

 

○議長 そのほかございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 続いて、予算に関する質疑を行います。 

  （日程８） 

○議長 日程第８、議案第４１号「平成１９年度

西予市一般会計補正予算（第６号）」を議題とい

たします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 ２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 補正予算関連の歳入につい

て、ちょっと理事者の所見を伺っておきたいと思

います。 

 先般お配りをいただきました監査委員さんの監

査報告書これを見ておりますと、かなりの未収金

が上がっております。税の公平性からも申しまし

て、もちろん職員の方、それぞれの所管で改善に

努力をされておるということは伺っております

が、将来このように多くの未収金が出てまいりま

すと、他の税にも影響してくるんではないだろう

かなと、こんな心配をいたしておるわけでありま
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す。理事者の方でこれらの未収金の対策に対し

て、今後どのようにお考えをなさっているのかど

うか、このことについてお伺いをいたしたいと思

います。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 税の未収金に対する考え方

ということでございますが、今税務の方では一生

懸命未収金の徴収に取り組んでいるところでござ

います。それで、私ここで資料持っております

が、１８年度の県下の徴収実績を少し述べさせて

いただきますと、県下２０市町の中で、西予市は

普通税におきましては２番目の位置におります。

徴収率が９４．７８％ということで、県下で２番

目の徴収率を誇っております。ある悪い市では、

９２．６％ということにもなっております。 

 それから、国民健康保険税につきましても、本

市におきましては２番目の位置におります。 

 それから、もうご承知のとおり、滞納の大きい

大口滞納につきましては、機構の方にお願いして

おる分があります。これが年間約４０件ほど引き

受けていただいておりますが、金額的には約４，

０００万円ほどお願いをいたしております。それ

で機構の方につきまして、約２，０００万円程度

徴収をしていただいておるのが現状でございま

す。大体半分程度徴収しておるというのが現状で

ございます。 

 それから、特に職員が頑張っておりますのは、

もう今どんどんと差し押さえも行っております。

例えば、預貯金の差し押さえ、これが１月末の実

績でございますが、昨年度といいますか、１８年

度が３１件の２００万円に対しまして１９年度は

１月末現在で７６件の７５０万円ほど預貯金を差

し押さえております。 

 それから、また所得税の還付金の差し押さえも

行っております。これが前年度比較いたしますと

 26件増の約200万円の増といたしております。 

 それから、給与の差し押さえも行っておりまし

て、これが９件の約３２０万円、全体では１８年

度が５６件の４００万円に対しまして本年度は１

３６件の約１，５００万円というふうな滞納処分

を行っているところでございます。したがいまし

て、今後もこのように厳しい滞納整理を行ってま

いりたいとこのように考えております。 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 大竹議員のご質問について、税につ

いては総務部長が答えたとおりでございます。そ

れ以外のいろいろな未収金がふえていろいろな部

門にあります。私もこれは倫理観の欠如の問題も

あろうかと思っておりますが、例えば保育料の未

収金が不思議にふえております。これはやはり倫

理観の問題がこのごろ出始めてきております。ロ

ーンには払っても保育料を払わないっていう人が

中におります。この辺を根本的なところから私ど

もは住民に訴えていかないといけない時期に来た

のではないかとこのように思ってます。そういう

ことも含めて今後対応を考えていきたいなとこの

ように思う次第であります。これはしっかりしな

いといけないと思っておりますので、今後ともご

理解のほど、また見ていただいたらと思っており

ます。 

 以上です。 

 

○議長 ご質疑はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、議案第４２号「平成１

９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第２号）」から議案第５１号「平成１９

年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予

算（第２号）」までの１０件を一括議題といたし

ます。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、議案第５２号「平成

２０年度西予市一般会計予算」を議題といたしま

す。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 議案第５２号につきまして、

歳入について質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 歳入の中で地方交付税それから特別交付税が前

年対比、ことしは２億１，０００万円増額になっ

ております。これは財政担当者にとりましたらほ
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っと一息つかれたんではないかなというふうに思

うわけですが、これはよくよく考えてみますと、

今回の交付税の措置、増額措置というのは、私が

想像するのに、さきの参議院議員選挙で政府が敗

北をされたということで、国民は政府に対してノ

ーといったわけであります。国民はこれなぜノー

といったかというのは、国の三位一体改革あるい

はグローバル政策によって都市と地方の経済格差

が大変ひどくなっているということで地方の判断

というふうに今回言われたわけですが、先般愛媛

新聞に載っておったと思いますが、東京都民１人

当たりの１年間の所得と愛媛県民１人当たりの所

得を見たときに、愛媛県は約２分の１でありまし

た。そしてまた、愛媛県下においても、四国中央

市と南予は７０％ということは加戸知事が言われ

た数字であります。そうしますと、我々西予市民

は、東京都民と比べますと２分の１のさらに７

０％ということになりますので、単純な数字で言

いますと、３５％ぐらいな所得しかないというの

が現状であります。そこの中で国民がこれに対し

て政府に対してこの格差是正をどうするかという

ことで参議院選挙の結果が出たんではないかとい

うふうに思っております。そこで緊急に政府とし

ても、これは何とかしなければいけないというこ

とでとった対策が、この交付税の増額措置であっ

たんでないかと思います。これは本来は国民にも

らうべき金額を地方自治体にこれ配付したという

ことになっておりますので、地方自治体として

は、この住民の不満に対して、当然こたえていく

必要、義務があるんじゃないかと思います。今回

の当初予算において、こういったものに対して自

治体はどう国民にこの問題に対して説明をされる

のかということをまず１点お伺いしたいと思いま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今の元親議員のご質問でございます

が、私どもも今回の地域再生枠としていただいた

地方交付税の増額については、非常にありがたい

とこのように思っております。ご案内のとおり

４，０００億円の地方再生の特別枠があって、そ

のうち市町村に２，５００億円の枠が設けられた

ということの中で、私どもの西予市はある程度の

とこまでいただくようになったと、これは合併を

したことによる特別枠、特別的な加算があった

り、面積の広さの枠があったりいたします。そう

いうことの中で、ほかの合併をしないあるいは面

積の小さいところより少し余分にいただけるよう

になったのかなとこのように思っておるところで

ございます。 

 この再生の枠としていただいた交付税をどうす

るかということでございますが、これも有効に利

用していきたいとは思っております。 

 まず、地域的な市単独の問題といたしまして

は、先ほどもちょっとご提案を一般質問の中に

も、あるいは昨日のご質問にもお答えいたしまし

たとおり、例えば畜産農家等々の現実を直視し

て、その特別の緊急枠をつくらせいただきまし

た。このような利用の仕方も応じてやっていきた

いなとこのような思いであります。 

 しかしながら、この枠がふえたからといって、

西予市は急激に楽になったわけではありません。

三位一体の改革の中で、今ないとしたときと比べ

まして、１年間で約１０億円ぐらいの差がまだあ

っとりました。そん中でこれだけふえたからとい

って楽になったわけでは、率直にしてありませ

ん。そういうこともご理解をいただきたい、この

ように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 市長の説明、よくわります

が、そこでもう一つ関連して質問させていただき

たいと思いますが、昨日の市長の施政方針の中

で、市長が特に重点的な施策として限界集落対策

それから都市基盤の整備、これをことしが元年と

位置づけて提言をしていきたいというふうな趣旨

で説明をされたわけですが、私は今の限界集落の

問題は、さきの一般質問にありましたが、今やは

り地方が抱える最大の課題は、限界集落問題であ

るというように私も思っております。やはりこれ

から１０年先に西予市内においても７０％が限界

集落、野村町においたら、町の中心部の町中です

ら１０年以内に限界集落になるというふうなこと

を皆さん言われ始めまして、これがすべてのやは

り閉塞感につながっておりまして、先の話をしよ

うにも、ここがもう一つの話題の限界ということ

になってまいりまして、地域の活力は今非常に低
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迷しております。ですから、西予市といたしまし

ても、こういうふうに元年と位置づけてしっかり

とやっていただくという、市長としては大変評価

するわけでございますが、残念言葉に対してこの

裏づけが今回の当初予算にないというふうに私は

思っております。私が期待したのは、今回の予算

書の中で、やはり過疎対策としての費用というも

のを当然計上されておるというふうに思っており

ました。しかし、現実は見当たりません。 

 それと、またお金でできないのであれば、知恵

でやるしかないと思います。そうした場合に西予

市役所内の機構改革をやって、やはりこれは緊急

事態ですから、やはり限界集落対策室なり、やっ

ぱり設置して、西予市はこれに取り組むという姿

勢をやはり市民に向けて全面的にアピールしない

と、この施政方針で言われておりますこれを問題

の元年と位置づけると言われても我々は納得でき

ないというふうに思いますが、その点につきまし

て市長の考えをお伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 きのうの所信表明の中に言わさせて

いただきました限界集落都市基盤の今後やる元年

にしたいということを述べさせていただきまし

た。これはあくまでも今からやっていきますよと

いう表明でありまして、ことし即いわゆる予算に

入れるという単純な発想で言ったわけではありま

せん。ただ、私はこの限外集落の問題は非常に重

要と思って以前からいっておりましたが、ことし

の中で調査をしたり、しっかりやった上でやって

いきたいということで、今は内部の検討を重ねて

おるところでございます。 

 また、愛媛県の過疎自立促進協議会の今私は会

長職にあります。その中で先般も総会を開いたわ

けでございますが、この中で愛媛県とその促進協

議会とタイアップをして研究調査をやっていこう

ということに、その事務局を西予市が持つという

ことにしております。それも含めまして両方がタ

イアップしながら、まずどこが問題なんか、どう

いうことがやれるのかということをまずしっかり

把握をした上で予算に反映できるようにしていけ

ればいいのではなかろうかとこのように第１点目

については思っておるところであります。 

 第２点目につきましては、知恵を本当に出さな

いといけない思っております。知恵の出し方によ

って、地域それぞれの市町村の差が出てくるんだ

とこのように思うわけでございますが、特に私も

水源の里全国協議会にも参加をさせていただきま

した。この中でやはり国に対しても、もはやこれ

をおくれてはいけないと、スピーディーある対策

を国の方にもとっていただきたいということも、

ここの全国の水源の里協議会とともどもにやらせ

ていただきたいと思うわけでありますが、私ども

の西予市の中におってもそれに対する対策とし

て、今政策秘書室の方でどうするかということを

今含めて案をつくっていこうということで、案を

今から考えております。その中で、まず現状を皆

さんに知らしめるということで、広報にいろいろ

調査をした上で今出させていただいております

が、まず住民の方に認識をいただくというところ

が必要ではなかろうかということで、今シリーズ

物として広報に出しておるところであります。そ

ういうことも含めて、今ほど元親議員がご提案い

ただいた、本当に知恵について、ともども研究を

し、出させていただくような流れをつくらせてい

ただいたらとこのように思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 市長のお気持ち、よくわかり

ましたので、ぜひとも、これはもうだれが歩いて

みても、西予市内もうこれで今行き詰まっており

ます。 

 そしてまた、私は先般八幡浜で国土交通省で南

予活性化について勉強会ありましたけども、あの

ときも申し上げらせていただきましたが、この問

題は西予市一自治体で解決できる範囲と到底でき

ない範囲が、私はあると思います。これは日本で

も根幹にかかわる問題を含んでおりますので、ど

うしても地方自治体だけでなく、やはり国を動か

すぐらいの気概を持って取り組まないと、もう時

間は１０年しかない。やがて１０年、１５年でこ

れは消滅集落になるわけですから、日本の歴史、

地方の歴史も何百年といって続いた歴史が、ここ

数十年のうちに消滅するという、もう現実が目の

前に来ているわけですから、我々はひとときも憂

慮ならないというふうに私は思っております。こ

こは自治体といたしましても、ひとつふんどしを
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引き締めていただきまして、地域の限界集落対策

問題に積極的に私は取り組んでいただきたいとい

うことをお願いして終わりたいと思います。 

 

○議長 ２３番菊地ミスギ君。 

 

○２３番菊地ミスギ君 １８４ページの自主防災

組織活動育成補助金のことで伺いたいと思いま

す。 

 これは今各地区に立ち上げをされているという

ことをお聞きいたしておりますし、もう既にやら

れている明浜もございますが、これは３６８万

２，０００円の金額はどういうふうに分けられて

計上されているのか、詳しく説明をいただきたい

と思います。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 自主防災の組織であります

が、今現在２月１日現在でございますが、２５の

組織が結成されております。それで、全世帯の５

０．５％ということになっております。それで、

予算計上のあり方でございますが、これは人口１

人当たり１００円ということに基本的なものを持

っております。それで、また１００人未満の集落

といいますか、地域につきましては、１万円を限

度とするというようなことでございます。 

 それで、今回は人口４万５，０００人に対しま

して、今年度７０％を目指したいなという考えの

もとでこのような数字を上げさせていただいてお

ります。 

 

○議長 質疑は大綱のみでお願いいたしますが。 

 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 本年度ケーブルテレビの

予算が計上されておりますが、１点合併当初から

の問題もございますのでお尋ねさせていただいた

らと思います。 

 ケーブルテレビの光ファイバーそのもの自体

が、当初予算を上げるときに三瓶町の発注でやっ

たもんですから、実を申し上げましたら、俵津地

区までに来るのが一番最後ということになってお

ります。今後ケーブルテレビをやるに当たりまし

て、宇和が主管本部でございますので、宇和から

ケーブルテレビの線を張るという、もう一度再構

築をやるような考え方はございませんか。 

 といいますのは、俵津地区が一番終点でござい

ますので、一番近いところが本部と最短距離でつ

ながってない。三瓶がぐるっと大崎入ってやって

ると。大崎の桜の木のところに光ファイバーの線

があると。そしてぶらぶらいつ切れるかわからな

い、この不安を今回のケーブルテレビの設置の予

算の中に何とかできまいかという意見が出ており

ますので、大綱としてご検討願うということでよ

ろしくお願いします。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 ただいまのご質問につきま

しては、ちょっと私もその点、細かいことは承知

しておりませんので、また今後情報推進課と十分

詰めていきたいとこのように考えます。 

 

○議長 ２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 農業振興費について１点だ

けお伺いをしておきたいと思いますが、予算を見

てみますと、３億５，０００万円近くの一般財源

を投資して、疲弊をしているという１次産業の活

性化に努められておることは大いに評価をするわ

けでありますが、その振興費の中で、ページが１

３１、農作物生産振興対策補助金が１，９００万

円余り、それからその下に野菜安定事業補助金

１，０００万円を組まれておるわけであります

が、この内容等について簡単にご説明をお願いを

いたしたいと思います。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 最初の西予市農作物生産振

興対策費１，９１１万円でございますが、この分

につきましては、現在実施いたしております県営

多田地区の中山間総合整備事業、それから営農飲

雑用水の施設整備事業の関連事業でございまし

て、平成１９年度から始めております。平成１９

年度にはイチゴハウスの解体をいたしまして、そ

の事業費が３，４０６万７，０００円、これはＪ

Ａの分が３分の１ございますので、市といたしま

しては３，０２８万８，０００円でございます。
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２０年度に計上いたしております１，９１１万

８，０００円でございますが、これはその１９年

度に取り壊しましたイチゴハウスの、ショウガハ

ウスの組み立て、これを予定いたしております。

この事業につきましては、２１年度で終わるわけ

ですけれども、全体事業費が２億１，１８８万

５，０００円ということになっております。 

 次に、野菜安定基金でございますが、１，００

０万円でございますが、これは市と農協と農家が

各３分の１ずつの負担でございます。それは、野

菜営農作物がキューリ、ピーマン、ナス、イチ

ゴ、トマト、ミニトマト、シシトウという７品目

に対しまして、経営の安定を図るために過去３年

間のこれらの出荷額の平均価格が、その３年間の

平均価格に下回ったときに、その下回った差額分

を８割程度負担するという事業でございます。 

 

○議長 そのほかございませんか。 

 １番田中剛君。 

 

○１番田中剛君 １９ページ、民生費負担金の２

節児童福祉費負担金、公立保育所保護者負担金過

年度分２万円及び私立保育所保護者負担金過年度

分２万円について質問いたします。 

 就労のため子供を保育所に預けた保護者から徴

収する保護者負担金は、生活保護法による被保護

世帯から前年分所得税が４１万３，０００円以上

の世帯の７つに分け、収入に応じた納付しやすい

設定になっておりますが、負担金の滞納は年々ふ

えて、３月４日現在６２７万円にまでなっている

ようであります。これに甘い対応をすると、次は

学校給食費の不払いがふえるのではないかと大変

危惧いたしております。２０年度はこの滞納負担

金の収入を２万円ずつしか計上しておりません

が、回収はどのようにするのでありましょうか。 

 地方公共団体が特定の事業に要する経費に充て

るため、サービスを受ける者に対し賦課徴収する

べき負担金であり、公平負担の原則からも年々滞

納がふえていくのは大きな問題であります。先ほ

どの大竹議員の質問と類似しますが、公立・私立

保育所保護者負担金における未納額の解消につい

てどのように対応するのか、お伺いいたします。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議員ご指摘のとおり、大変

滞納額が年々増加をしておる傾向がございます。

これは公立のみにかかわらず私立の保育所の保育

料等についても全く同じようなことがあらわれて

おるところでございます。いずれにしましても、

公平負担の原則、これは堅持しければなりませ

ん。したがいまして、所得が全くない方等々につ

きましては、これはゼロという方法も当然出てく

るわけでございまして、そういう状況があらわれ

た確定したような場合には、これは徴収は免除す

るという方法の手続をとっておるところでござい

ます。 

 未納につきまして、今後じゃあどう対応してい

くかということでございますけれども、このこと

につきましても、担当、係あるいは課の職員等々

で構成をいたしまして、督促さらには納付のお願

いをしていく、このような状況でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ７番沖野健三君。 

 

○７番沖野健三君 今回の予算で、小学校費の中

で私は心配しとりました小学校にＡＥＤの設置の

予算を組まれていること、非常に私も安心したの

でありますが、今後もう一つ心配なのは、先日も

宇和島市で市立体育館でバスケットボールを観戦

した親が心肺停止になって、ＡＥＤで一命を取り

とめたというようなことは新聞に出ておりました

が、西予市の、例えば体育施設、また人が大勢集

まる文化会館とかというようなところにＡＥＤの

設置についてどのように考えておられるか、お伺

いいたします。 

 

○議長 二宮教育長。 

 

○二宮教育長 ただいまのご質問ですけども、お

かげをもちまして小・中学校にはＡＥＤの設置が

できることになりました。今後は、今議員のおっ

しゃられたように、人が集まる施設については、

鋭意設置するような方向で努力をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 

○議長 そのほかございませんか。 

 ２１番梅川光俊君。 
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○２１番梅川光俊君 １つだけお聞きをしたらと

思っております。 

 ちょうど臨時職賃金の中でも清掃にかかわる賃

金のことなんですけども、基本的に、もう具体的

にしゃべります。城川総合支所なんかっていうの

は、１５分間早く来て職員が清掃をして、それか

ら朝礼をやって、それからスピーチもやって、そ

れから仕事にかかるという形の中で、自分たちで

清掃をされておりました。それがそんなに大きな

金額ではございませんけれども、それが私たちの

自主的に職員がやってくれるという自主的な誇り

に思っておりましたけれども、今回それが逆にほ

かと合わすように、逆に半日間臨時職員を雇うっ

ていうものの判断の中できているみたいでござい

ます。やっぱりその辺は、私らは城川町の総合支

所が、本当にそれが自分たちでやっていく、それ

がずっと総合支所、それから本庁へもつながった

らいいのかなっていう誇りに思った分が、逆にほ

かがやってるから、そしたらばそれは半日雇いな

さいという形の中で出てきたみたいなんですけど

も、それはものの考え方が逆ではないのか。ほか

のいろんな補助金とか、いろんな分がカットされ

ている中で、そういうことは、私ものの考え方、

人として逆行してるんじゃないか。だからその辺

は慎重な対応をお願いをしたいなと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○議長 総務ですね。総務副委員長ですね。 

  （２１番梅川光俊君「全体」と呼ぶ） 

 全体ですか。全体ですって。 

 ちょっと暫時休憩いたします。（休憩 午後２

時０１分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時０５

分） 

 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 ただいまのご質問につきま

しては、大変恐縮でございますが、総務委員会の

方で答弁させていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

○議長 そのほかございませんか。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 税について１点だけお伺いし

たいと思います。 

 今、子を持つ親の立場にして、今一番心配する

ことでございますが、親とすれば、何とか一人ぐ

らいは西予市に残して跡継いでいただきたいとい

う思いはそれぞれの皆さんあろうと思います。 

 しかし、残念ながらこの西予市の中で、ここに

残ってやれる仕事というのが非常に今少なくなっ

ております。そこで西予市といたしましても、産

業創出課といったものをつくって、そういった検

討をされておるというのはよくわかります。その

中で、先般例えばコカ・コーラボトリングという

のが企業誘致で西予市に来られました。それに対

しまして、企業誘致条例に基づいて幾分かの補助

金が支出をされております。あれだけの大企業に

対してこれぐらいな金額が要るのかなと私は思っ

たんですけども、それと相反して、この地域でみ

ずからが何か産業を興して地域の活性化をという

ふうに思いついたときに、土地の購入あるいは建

物の取得というものが要ります。そっから借金を

して始めるわけですけれども、そうしたときに、

まず税務課が課税評価に来られます。そしてまず

徴税から始まって企業を経営していかなければい

けないと。経営する側には非常にリスクを背負っ

た挑戦をするわけですけれども、まず行政は容赦

なくそこに入ってきます。コカ・コーラボトリン

グに補助金が出て、地元の小さい本当に超零細企

業っていうんですか、個人がそういったものを西

予市の中で思いついたときに、行政はいささか冷

たいんではないかなというふうな思いがするわけ

です。それを考えたときに、やはり産業創出私は

大きいものが１つある方がいいのか、小さいもの

が１００ある方がいいのかわかりませんけども、

いずれにしてもこれも産業であることには変わり

ないわけでございますので、やはり西予市内で、

地元そういった企業なり個人なりがそういう努力

をすることに対して市の支援といったものが、何

らかの形であってもいいんじゃないかなという思

いがいたしますが、市長の考え方をお伺いしたい

と思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 西予市内にそれぞれの雇用環境をつ

くっていくというのは、大事な命題だと思ってお
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りまして、私も市の中で産業創出課をつくりなが

ら、あるいはいろいろな方面の中で、自分もある

程度のトップセールスをしながらやっておるとこ

ろでございます。そういう中で、何ぼかの企業も

来ていただいたり、それに対する企業の誘致条例

の中で、過少最初の導入的なところで条例の内部

で支援措置も企業にとっておるところでございま

して、それが雇用がふえたものに対するものでご

ざいます。 

 地域内の活性化に対する支援でございますけど

も、ご案内のとおり、まず最初、企業を興される

場合においては、まず１００万円の支援をいたし

ますよというのを昨年つくらせていただいておる

ところでございまして、ぜひともやはり最初やる

ときには、金融等々がなかなか支援ができないと

いうようなこともあります。だから市単独として

も企業をつくるに当たっては、１００万円お出し

しますよと、あるいは県の中でもそういう支援措

置があります。そういうものをまず最初のときは

十分ご利用をいただきながら、私どももいろいろ

な方面でお助けできることがあったら、別の金銭

的以外についてもご支援をしていきたいと思いま

すし、また今ある企業につきましては、お金を借

りたいというような場合においては、私どもが基

金をつくっておるところで銀行から融資も受けら

れる制度もやっておりますので、ぜひご活用でき

るように、ご活用していただいたらいいのではな

かろうかとこのように思っておるところでござい

ます。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 恐れ入りますが、ちょっと

休憩をお願いします。 

 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時

１０分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時１６

分） 

 ご質疑ございませんか。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 消防費についてお伺いしたい

と思います。 

 私も消防団員として３１年間務めてまいりまし

て、ことしの３月で晴れて退団をするわけです

が、この間に各消防施設、非常に整備をされまし

て、今非常によく充実をしておるというふうに実

感しておるところでございます。ただ心配するの

は、さきの愛媛新聞にもありましたように、県の

方が消防施設に関して補助金を出さないというふ

うなことになりました。今年度の当初予算の中に

も小型ポンプの積載車、動力ポンプ、それからま

た耐震性の防火水槽等がありますが、これ全部市

の単独事業になっておるようでございます。心配

するのは、これから大変な数の機械器具を西予市

も所持しておりますので、毎年自動車ポンプあた

りも１台、２台は更新していかなければいけない

ことになります。そうした場合に多額の負担が市

にかかるわけですが、懸念することは、こういっ

た財政厳しき中でこういう状態が発生すれば、更

新時期をおくらせてくるのか、あるいはまたかっ

て旧町時代にありましたけども、受益者負担を取

るのか、もうそういった選択が今後起こってくる

んじゃないかという懸念をいたしておりますが、

市として財政見通しについてお伺いしたいと思い

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 消防費に対するご質問でございます

が、非常に私も遺憾なところがあります。県の方

も環境整備事業が廃止にするということで、これ

は昨年度から廃止されておりました。だからそれ

が廃止されるということは、２０年度から廃止さ

れるわけでありますが、決定されました。私ども

これに気づいたのは、昨年の市長会に気づきまし

て、市長会にも私を初め何人かの市長さんがご発

言をされて、これはどういうことだという発言が

ありました。この地域環境整備事業というのは、

消防あるいは集会所等々がひっくるめていわゆる

県単事業でございましたが、地域の一番身近なと

ころで削減をされるということに対していかなる

ものかと、私どもも発言をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 それに対しては、新たな事業としてできるのか

なというようなニュアンスをちょっと私どもは持

っておりましたが、残念ながら、先般の県の担当

者の説明の中には、新たな事業がソフト事業しか

措置されておりません。ハードはないという現状
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だとこれも聞いておりまして、非常に私ども遺憾

であると、このように思っておりますし、市自身

で考えますと、それを削減するわけにはいきませ

ん。したがって、負担を市自身の中でかぶるとい

うことをせざるを得ない事業でございますので、

その辺のところは今後十分認識した上で今後の対

応をしていきたい。先ほど言われたおくらすか受

益者負担を入れるかということについても検討課

題にはなろうかと思いますが、現実的には市が過

分の負担を負わなくてはいけないのではなかろう

かとこのように思うわけであります。 

 同じような事業が、今回私どもは福祉の社会に

もあります。１億円近い財源が市が過分に負担を

しなくてはいけないのが２０年度予算に出ており

ます。私も非常に遺憾であります。これが市とい

う一つの現実の一番身近なところでそういうこと

を受けなくてはいけない今の制度設計の問題はど

うなのかということを今後ともども皆さんと一緒

にやっていかさせていただかんと、これは大変な

ことになるとこのように思っておるところでござ

います。 

 以上です。 

 

○議長 暫時休憩いたします。 

 それでは、再開は２時３０分、１４時３０分よ

り行います。（休憩 午後２時２０分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時３０

分） 

 質疑はありませんか。 

 １０番名本修三君。 

 

○１０番名本修三君 ＣＡＴＶ事業についてちょ

っとお伺いをしたいと思います。 

 本年度１３億円ちょっと切れるぐらいの予算で

ＣＡＴＶ事業が始まったと、実施をされるという

ことでございますが、私も地元でよく話をするわ

けですが、ぜひ加入をしてくださいよということ

を言って、地域の役員さんたちに話をするわけで

すが、全然ＣＡＴＶに対する情報が行き渡ってな

いということが、非常に私は危惧をしておるわけ

でございます。公共下水等も当市もやっていろい

ろ加入者の問題等いろいろあろうとは思うんです

が、そういうことをなくして、やはり１００％の

加入に持っていけるような状況で十分対応しなが

ら事業を進めていかないと、結局後にまた予算を

補正をしながら維持管理をしていかなければなら

ないという状況ができてくるんではないかと非常

に心配をしておるところでございます。そういう

状況の中で、やはり基本料金そして最低の加入金

が幾らになるのか、やはりそこら辺の説明を再度

重ねて十分住民の方に周知徹底をしながら加入の

勧誘をできるような状況で進めてほしいとこのよ

うに思ってるわけですが、そういう取り組みにつ

いてお伺いをしたいと思います。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 議員ご指摘のとおり、本当

にＣＡＴＶの事業につきましては、加入率が一番

大事な問題だと思っております。それで、どのよ

うな方策をとれば加入率が上がるかというふうに

本当に私たち頭を痛めておるところでございまし

て、当面今考えておりますところは、キャンペー

ンを実施するとか、あるいは難視聴地域の組合、

こういった組合に対して全員入っていただければ

割引しますよとか、またあるいは、その地区、組

の単位をしまして、全員が入ってもらえば、それ

も割引しますよとか、もろもろの考え方を持って

おります。 

 それともう一点、私が思っておるのは、番組で

すね。番組を高度の高い番組をつくって情報を伝

達するという方法もあるんではなかろうかという

ふうに考えております。そういったところで、４

月１日にケーブルの新会社が設立いたします。そ

ういったところで、４月に入れば、直ちにそうい

った情報を流してまいりたいとこのように考えて

おります。 

 

○議長 そのほかありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程１１） 

○議長 次に、日程第１１、議案第５３号「平成

２０年度西予市授産場特別会計予算」から議案第

６５号「平成２０年度西予市野村介護老人保健施

設事業会計予算」までの１３件を一括議題といた

します。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２８番大竹忠盛君。 
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○２８番大竹忠盛君 議案第６３号の上水道の関

係について１点だけお伺いをいたしたいと思いま

すが、私の記憶では、水道料金に各町にかなり差

異があるんではないかというふうに聞いておるわ

けでございますが、基本料金でもトン当たりでも

結構でございますが、まず前段旧町ごとの水道料

金の現状についてお伺いをいたしたいと思いま

す。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 上水道料金の現状でござい

ますが、宇和地区でございますが、８トンまでが

１，０００円、それから１カ月平均、大体２０ト

ン使用のときで３，４９０円でございます。それ

から、明浜上水道で８トンまでが１，５００円、

同じく１カ月の２０トン使用で４，９００円、野

村町で８トンまでが６５０円、２０トン使用の場

合で２，４９０円、三瓶町でございますが、８ト

ンまでが９５０円、２０トン使用の場合で２，８

１０円でございます。 

 

○議長 ２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 ご案内のとおり、水道は毎

日生活に欠かせないものでございます。今聞いて

みると、かなり基本料金にも差があるようです。

これには合併その他の経過があろうかと思います

ので、軽々な判断はできないかと思いますが、毎

日使う市民の水は、できるだけ不公平感をなくさ

ないといけないんではないかなと。何年かのうち

に是正していくと、こんな方向があってもいいん

ではないかと、こんな思いを持っておるわけであ

りますが、将来の水道料金体系について理事者の

考えをお伺いをいたしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、大竹議員の水道料金のこ

とについてお答えをさせていただきます。 

 この上水道会計につきましては、旧町の料金体

系を引きずっておるところでございまして、今ほ

ど部長が話しましたとおり、大きな差がありま

す。一番安い野村上水道と一番高い明浜上水道に

おきましては、２倍近い差があるわけでありまし

て、これも少し明浜もちょっと安くなりました。

これを言いますのは、南予水道企業団におきまし

て、昨年私どもの方から償還が終わったものにつ

いて少し安くしてほしいということの中で料金体

系が基本料、少し安くしていただきまして、２．

５倍の差が実際はありよったんですが、ここまで

落ちたことは現実あります。少し努力をさせては

いただいておりますが、ただこれだけの差が今後

とも続くのがいいかどうかという問題に行き当た

るわけでありまして、これについては、やはり真

剣に検討する時期に来ておるのも確かでございま

す。ただ一遍にこれを一つにするというのは、な

かなかこれは難しいところでありまして、この流

れを今後どうしていくかということを十分考えて

いきながら水道事業計画をやっていくということ

にしたいと思っております。愛媛県下もそのよう

ないろんな流れをどうもつくられ――県下の各市

町、つくられておるみたいでございますから、そ

れも一緒に参考にしながらつくっていきたいと思

います。 

 ただもう一つの問題は、やはり野村ダムの上

水、南予用水の水を使ってという、どうしても高

い水を買っておるという背景があるわけでありま

す。明浜地区のまず解消というのが、どうするの

かが大事になってまいりますので、そこに対する

支援措置等々が今後ほかの上水を飲まれる方々の

ご理解をいただけるかどうかにかかってくるとこ

のように私は理解をしておりまして、今後とも十

分そのことを踏まえながら対応する流れをつくっ

ていかせていただいたらと思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 それでは、病院会計の件

について１点お尋ねをさせていただきます。 

 補助金として一般会計補助金の繰入金が、野村

病院で７，５００万円で、宇和病院が３，５００

万円となっておりますが、予算的に正直申し上げ

まして、昨年度決算、ほで本年度の経過勘定の話

を聞き及びますと、一般会計からこれだけの補て

んでよろしいんでしょうか、お尋ねします。 

 

○議長 三好副市長。 
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○三好副市長 お答えをさせていただきます。 

 この繰入金は企業債の償還金、元金利子の分で

ございまして、したがいまして、野村病院はまだ

償還が随分残っております。そういう関係で宇和

病院に比べまして額が多い、こういうことでござ

います。 

 

○議長 そのほかございませんか。 

 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 私も関連して、議案第６４号

「平成２０年度西予市病院事業会計予算」につい

てお尋ねするんですが、この予算書の１２３ペー

ジに病床数とかという予定数量があるんですけど

も、私は宇和病院のことを非常に心配しておりま

して、これぐらいどんどん寂れていっていると。

これを何とかしなくちゃいけないという思いがあ

るわけですが、ここの中の病床数につきまして

は、宇和病院１４４床になっとりまして、これは

以前のままの病床数と。そして、年間の患者数と

かそういったものが、どういった根拠でこの予算

組みされているのか。恐らくこれは去年の実績と

か、そういったものではないかと思うんですが、

今の状況を見とると、この数値が本当に合ってる

のかどうか、今言うベッド数についても１４４と

いうことは、もうあり得ないと思うんです。医師

の数が減っとりますから、そういう予定数量とい

うのはおかしいんじゃないかと私は思うんです

が、そこは実態を踏まえてこの数値的なものはど

うなのか、お伺いいたします。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 お答えをさせていただきます。 

 このベッド数といいますのは、公称、登録して

おるベッド数でございまして、現状は宇和病院に

つきましては、一般病棟は今９０床になっており

ますけれども、済みません、全体で１４４床にな

っていますけれども、確かな数字ではございませ

んが、１２０床ぐらいの運用になっております。

だから、このベッド数というのは、現状と合って

ない。ただこれを一度ベッド数を減しますと、な

かなかこれをまたふやすということが非常に難し

い。許可が難しい、そういう面がございますの

で、現状と合いませんけれども、こういう形で運

営をいたしております。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 年間患者数なども医師が減って

きている中で、この数値で予定をして、予算立て

をしてよろしいんでしょうか。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 年間の患者数につきましては、前

年度実績に基づいて計上をいたしております。 

 

○議長 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 そうだと思うんですが、今年度

もこの予定患者数で予算立てできる見込みがある

んですかという質問なんですけど。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 あるものとして計上をいたしてお

ります。 

 

○議長 そのほかございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程１２） 

○議長 次に、日程第１２、議案第６６号「西予

市農林漁業後継者住宅条例の一部を改正する条例

制定について」及び議案第６７号「西予市病院事

業職員の諸手当に関する条例の一部を改正する条

例制定について」の２件を一括議題といたしま

す。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております案件のうち、平

成１９年度補正予算について、これより採決を行

います。 

 議案第４１号から議案第５１号までの１１件に

ついては、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 まず、議案第４１号についてお諮りいたしま

す。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第４１号「平成１９年度西予市一般会計補

正予算（第６号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第４１号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第４２号から議案第５１号までの１

０件についてお諮りいたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 これらの採決は一括採決といたします。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。 

 議案第４２号「平成１９年度西予市住宅新築資

金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）」から

議案第５１号「平成１９年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」までの１

０件について原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第４２号か

ら議案第５１号までの１０件は原案のとおり決定

いたしました。 

 本日採決いたしました１１件を除く議案につい

ては、お手元に配付しております各常任委員会付

託表のとおり各常任委員会に付託いたします。 

 各常任委員会においては、各議案について十分

に審査を行い、最終日に本会議において、委員会

の審査の経過と結果について、各常任委員長の報

告を求めることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は３月１９日午後２時より会議を開きま

す。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午後２時４６分 
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       平成２０年第１回西予市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２０年３月１９日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２０年３月１９日 

          午後２時００分 

１．閉     会 平成２０年３月１９日 

          午後３時３０分 

１．出 席 議 員        

    １番  田 中   剛 

    ２番  松 山   清 

    ３番  宇都宮 明 宏 

    ４番  松 島 義 幸 

    ５番  元 親 孝 志 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

   １０番  名 本 修 三 

   １１番  河 野 作 生 

   １２番  藤 井 朝 廣 

   １３番  浅 野 泰 義 

   １４番  浅 野 忠 昭 

   １５番  三 好 幸 夫 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 英 男 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

   ２２番  鍵 原 芳 和 

   ２３番  菊 地 ミスギ 

   ２４番  宇都宮 二 朗 

   ２５番  岡 田 周 三 

   ２６番  山 本 安 男 

   ２７番  平 野 武 男 

   ２８番  大 竹 忠 盛 

   ２９番  二 宮   元 

   ３０番  坂 本 隆 重 

   ３１番  浅 野 豊 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

 

   副  市  長  別 宮   靜 

   副  市  長  三 好 藤 治 

   教  育  長  二 宮 宇 明 

   会 計 管 理 者  森   英 二 

   総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  安 藤 芳 夫 

   生活福祉部長  武 田   勉 

   教 育 部 長  上 甲 福 重 

   明浜総合支所長  小 玉 岩 康 

   野村総合支所長  三 瀬 通 忠 

   城川総合支所長  吉 良 孝 一 

   三瓶総合支所長  鶴 岡 康 年 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  炭 倉 貞 明 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  清 水 享 司 

   監 査 委 員  池 畠 賢 治 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  九 鬼 則 夫 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

 

      議  事  日  程 

 

 １ 議案第１１号 西予市一般廃棄物処理施設 

          等建設基金条例制定につい 

          て 

   議案第１２号 西予市後期高齢者医療に関 

          する条例制定について 

   議案第１３号 西予市職員の期末手当及び 

          勤勉手当の特例に関する条 

          例制定について 

   議案第１４号 西予市職員の勤務時間、休 

          暇等に関する条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市職員の育児休業等に 

          関する条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第１６号 西予市一般職の任期付職員 

          の採用に関する条例の一部 
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          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第１７号 西予市職員の給与に関する 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１８号 西予市単純な労務に雇用さ 

          れる職員の給与の種類及び 

          基準を定める条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市特別会計条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２０号 西予市使用料及び手数料条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第２１号 西予市母子家庭医療費助成 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２２号 西予市重度心身障害者医療 

          費助成条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第２３号 西予市デイサービスセンタ 

          ー条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２４号 西予市国民健康保険条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２５号 西予市介護保険条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２６号 西予市居宅介護支援事業所 

          設置条例の一部を改正する 

          条例制定について 

   議案第２７号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２８号 西予市小集落改良住宅管理 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２９号 西予市廃棄物の処理及び清 

          掃に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

   議案第３０号 西予市明浜ふるさと創生館 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第３１号 西予市農業集落排水事業分 

          担金徴収条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第３２号 西予市営住宅管理条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第３３号 西予市単独市営住宅条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第３４号 西予市特定公共賃貸住宅条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３５号 西予市水道事業の設置に関 

          する条例の一部を改正する 

          条例制定について 

   議案第３６号 西予市簡易水道及び愛媛県 

          条例水道の設置に関する条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３７号 市道路線の廃止について 

   議案第３８号 市道路線の認定について 

   議案第３９号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

   議案第４０号 字の区域を新たに画するこ 

          とについて 

   議案第５２号 平成２０年度西予市一般会 

          計予算 

   議案第５３号 平成２０年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第５４号 平成２０年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第５５号 平成２０年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５６号 平成２０年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第５７号 平成２０年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第５８号 平成２０年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計予算 

   議案第５９号 平成２０年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第６０号 平成２０年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第６１号 平成２０年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 
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   議案第６２号 平成２０年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第６３号 平成２０年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第６４号 平成２０年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第６５号 平成２０年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

   議案第６６号 西予市農林漁業後継者住宅 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第６７号 西予市病院事業職員の諸手 

          当に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

追加 議案第６８号 平成１９年度西予市一般会 

          計補正予算（第７号） 

   議案第６９号 平成１９年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第４号） 

   議案第７０号 平成１９年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第５号） 

   議案第７１号 平成１９年度西予市病院事 

          業会計補正予算（第４号） 

   議案第７２号 西予市乙亥の里の指定管理 

          者の指定について 

 

本日の会議に付した事件 

 

 １ 議案第１１号 西予市一般廃棄物処理施設 

          等建設基金条例制定につい 

          て 

   議案第１２号 西予市後期高齢者医療に関 

          する条例制定について 

   議案第１３号 西予市職員の期末手当及び 

          勤勉手当の特例に関する条 

          例制定について 

   議案第１４号 西予市職員の勤務時間、休 

          暇等に関する条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市職員の育児休業等に 

          関する条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第１６号 西予市一般職の任期付職員 

          の採用に関する条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第１７号 西予市職員の給与に関する 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１８号 西予市単純な労務に雇用さ 

          れる職員の給与の種類及び 

          基準を定める条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市特別会計条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２０号 西予市使用料及び手数料条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第２１号 西予市母子家庭医療費助成 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２２号 西予市重度心身障害者医療 

          費助成条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第２３号 西予市デイサービスセンタ 

          ー条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２４号 西予市国民健康保険条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２５号 西予市介護保険条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２６号 西予市居宅介護支援事業所 

          設置条例の一部を改正する 

          条例制定について 

   議案第２７号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２８号 西予市小集落改良住宅管理 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２９号 西予市廃棄物の処理及び清 

          掃に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

   議案第３０号 西予市明浜ふるさと創生館 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 
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   議案第３１号 西予市農業集落排水事業分 

          担金徴収条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第３２号 西予市営住宅管理条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第３３号 西予市単独市営住宅条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第３４号 西予市特定公共賃貸住宅条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３５号 西予市水道事業の設置に関 

          する条例の一部を改正する 

          条例制定について 

   議案第３６号 西予市簡易水道及び愛媛県 

          条例水道の設置に関する条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３７号 市道路線の廃止について 

   議案第３８号 市道路線の認定について 

   議案第３９号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

   議案第４０号 字の区域を新たに画するこ 

          とについて 

   議案第５２号 平成２０年度西予市一般会 

          計予算 

   議案第５３号 平成２０年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第５４号 平成２０年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第５５号 平成２０年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５６号 平成２０年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第５７号 平成２０年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第５８号 平成２０年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計予算 

   議案第５９号 平成２０年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第６０号 平成２０年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第６１号 平成２０年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第６２号 平成２０年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第６３号 平成２０年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第６４号 平成２０年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第６５号 平成２０年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

   議案第６６号 西予市農林漁業後継者住宅 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第６７号 西予市病院事業職員の諸手 

          当に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

追加 議案第６８号 平成１９年度西予市一般会 

          計補正予算（第７号） 

   議案第６９号 平成１９年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第４号） 

   議案第７０号 平成１９年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第５号） 

   議案第７１号 平成１９年度西予市病院事 

          業会計補正予算（第４号） 

   議案第７２号 西予市乙亥の里の指定管理 

          者の指定について 
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  開議 午後２時００分 

 

○議長 ただいまの出席議員は３１名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第１１号「西予市一般廃

棄物処理施設等建設基金条例制定について」から

議案第４０号「字の区域を新たに画することにつ

いて」までの３０件及び議案第５２号「平成２０

年度西予市一般会計予算」から議案第６７号「西

予市病院事業職員の諸手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について」までの１６件を一括

議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について、

各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、藤井総務常任委員長の報告を求めます。 

 

○藤井朝廣総務常任委員長 総務常任委員会審査

報告書。 

 総務常任委員会の報告を申し上げます。 

 去る３月５日の本会議におきまして、当常任委

員会に付託されました議案１０件に対しまして、

３月６日及び１１日の両立、関係部課長の出席を

得て委員会を開催し審査を行いました。 

 審査の結果はお手元に配付されております委員

会審査報告書のとおりでありまして、いずれも全

会一致にて原案可決した次第であります。 

 今委員会報告では、議案１０件の中で、特に質

疑の多くなされました議案第１３号「西予市職員

期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例制定に

ついて」及び議案第５２号「平成２０年度西予市

一般会計予算」の２件につきまして、審査の過程

における主な質疑内容、また委員から出された特

徴的な意見、要望等について、その概要を抜粋し

てご報告を申し上げます。 

 まず、議案第１３号「西予市職員期末手当及び

勤勉手当の特例に関する条例制定について」の質

疑では、管理職手当の減額措置を講じたことによ

るこれまでの効果について理事者の考えをただし

たところ、年間３，０００万円程度の削減効果が

上げられたこととともに、厳しい財政事情の中で

経費削減に対しての職員の意識改革を図ることが

できたとの答弁がありました。 

 次に、議案第５２号「平成２０年度西予市一般

会計予算」についてでありますが、財政課所管分

の中で一般会計総額で、対前年比３億３，２００

万円の増額であるが、大型事業であるＣＡＴＶ事

業及び庁舎建設事業を考慮すると、実質的には減

額予算とも考えられる。その中で大型事業を除く

普通建設事業等工事の状況、その状況が地域経済

に及ぼす影響についての質疑がありました。 

 このことについて、理事者からは、大型事業に

ついては、国県補助金、過疎また合併特例債を財

源として充当している。このことにより大型事業

を除く普通建設事業費は、ほぼ従来どおりの予算

枠組みをとっており、今までと同様な形で地域経

済へ波及は考えられるんじゃないかと判断してい

るとの答弁でありました。 

 総務課所管分においては、行政連絡等委託料に

関連して、行政区という自治組織の単位のあり方

について質疑がありました。 

 その中で、高齢化の中、区長等の役員のなり手

も苦慮している地区もある。それぞれの地区には

それぞれの歴史背景があり、一長一短にはいかな

いが、行政区の見直しを長期的スパンで検討して

いく必要があるのではないかとの意見があり、理

事者からは、自治組織であり、行政がどの程度か

かわっていくべきかの課題はあるが、限界集落の

問題も含めて検討していきたいとの説明がありま

した。 

 次に、情報推進課所管によるＣＡＴＶ事業に関

する質疑の中では、平成２０年度における整備対

象区域について説明を求めました。 

 このことについて、理事者からは、宇和町並び

に野村町の中心部との説明がありました。 

 また、関連してハード面については、これから

の整備予定等ある程度理解できるが、ソフト面の

情報が不足していると感じている。加入率にも関

係してくるので早目にソフト面の検討に入って市

民に情報を提供するとともに、ＣＡＴＶに対して

住民意識の高揚をより一層図るべきだと考える

が、この方策について理事者の考えをただしたと

ころ、理事者からは、新たなＣＡＴＶ組織の意向

を本年４月１日に予定しており、今後株主総会を

経て代表者等も決定することとなる。その新体制

の中で番組、料金等の検討を行い、ソフト面の内

容が決定した段階で再度説明会を開催する計画で

あるとの答弁がありました。 
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 企画調整課所管では、生活交通バス対策事業費

に関連して、福祉バスの運行等、高齢者に配慮し

た交通安全手段の確保がなされたが、さらに細か

い配慮が必要とも考えられる。ディマンドタクシ

ーを実施している自治体の例もあるが、西予市に

おける具体的な将来計画はあるのかとの質疑があ

りました。 

 これに対して、理事者からは、市としてもまだ

まだ不十分であると考えている。有償、無償の問

題、路線バスとの関係、タクシーの白地地帯の問

題等少々の課題はあるが、バス関係担当者会にお

いてよりよい方向を探っていきたいとの答弁があ

りました。 

 教育委員会所管分につきましては、３点ご報告

を申し上げます。 

 まず、１点目として、教職員住宅管理費に関連

して当市の状況を見ると、入居をしていない教員

住宅、空き部屋が多いと考えられるが、これらを

一般住宅として活用できないかとの質疑に対し、

理事者からは、学校教育に関する検討委員会の答

申を受け、公営住宅として転用が可能かどうか関

係課と検討、協議した結果、今後転用できる住宅

については、公営住宅に切りかえる方向で進めて

いきたいとの答弁がありました。 

 これを受け、委員からは、空き住宅等があると

環境の面においても悪影響を及ぼすこともあるの

で、前向きに検討してほしいとの意見がありまし

た。 

 ２点目として、学校の統廃合問題における現在

の進捗状況の説明を求めたところ、学校再編検討

委員会では、現地調査も終え協議されている段階

であり、できれば今年７月末ごろを目安に、同委

員会から答申いただければと考えているとの答弁

でありました。 

 ３点目には、旧町における町史の編さん状況の

推移の中で、町史は将来に残すべく旧町の歴史的

資料として大変重要であるので散逸することのな

いよう、未編さんの町また合併までの空白の期間

について行政主導の中で積極的に取り組み、町史

として後世に残してほしいとの要望がありまし

た。 

 以上、今定例会で付託された議案の審査概要に

ついて申し上げましたが、適切なご審議、ご決定

を賜りますようお願い申し上げまして、総務常任

委員会の報告を終わります。 

 平成２０年３月１９日、総務常任委員会委員長

藤井朝廣。 

 

○議長 次に、大竹厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

 

○大竹忠盛厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告書。 

 厚生常任委員会の報告を申し上げます。 

 当委員会に審査を付託されました議案２２件の

審査結果は、お手元に配付の委員会審査報告書の

とおりであります。いずれも原案可決と決した次

第であります。 

 以下、審査の過程におきまして、特に議論がな

されました事項について、その概要を申し上げま

す。 

 初めに、議案第１１号「西予市一般廃棄物処理

施設等建設基金条例制定について」は、委員か

ら、基金の使途目的や基金額が少ないのではない

かとの質疑に対し、市内の廃棄物処理施設全体が

老朽化しており、１０年以内にこれらの施設の改

修が必要と思われる。基金額については、その

時々の財政状況に勘案して積み立てていきたいと

の答弁でありました。 

 次に、議案第１２号「西予市後期高齢者医療に

関する条例制定について」は、加入する制度によ

って保険料を負担する人と負担しない人があり、

また市町により保険料に高低があったが、新しい

制度では、高齢者の方は負担能力に応じ公平に負

担することになる制度改正であるとの説明に対

し、この制度改正が市民の理解が得られるよう周

知徹底を図られたい。また、制度改正により前期

と後期に分けたことによる保険料の違いと負担割

合、市の負担増はどのくらいになるのかとの質疑

に対し、周知については、本庁、総合支所ともに

地元からの要望を受け理解を願うべく説明に出向

いており、負担割合、負担増については、今の段

階では保険料のもととなる１９年度中の収入が確

定しておらず、また保険料の試算方法にも違いが

あるとのこと、市の負担についても、国保税との

比較だけでは社会保険加入の高額者分が含まれて

おらず、正確な数字の把握は困難であるとの答弁

でありました。 

 次に、議案第２０号「西予市使用料及び手数料

条例の一部を改正する条例制定について」は、住
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民基本台帳カードに対する今後の普及方針、必要

性、今まで５００円で購入した方との不合理が生

じるので適正化を図られたいとの質問に対し、全

国的に見てもカード交付者は少なく、今後は住民

票等の請求にも本人確認書類が必要となるなど、

国の交付税措置のある３年間のみとし、普及推進

を図りたくご理解を願いたいとの答弁でありまし

た。 

 次に、議案第５２号「平成２０年度西予市一般

会計予算」のうち、市民生活課に関する事項につ

いては、市民の方々の努力によりごみ減量化が図

られた結果であり、使用しておるごみ袋を安くす

るなど、市民全体に行き渡る政策をすべきではな

いかとの質疑に対し、今後の検討課題としたいと

の答弁でありました。 

 また、今年１０月から西予市においてパスポー

トの発行が予定されているが、市民の利便性を考

慮した事務処理を行うよう検討されたいとの意見

に対し、印紙販売許可の問題もあるが、市民の

方々が利用できやすいように配慮していきたいと

の答弁でありました。 

 次に、社会福祉事務所に関する事項について

は、社会福祉関連の施設のあり方について質疑が

あり、法人化研究委員会を立ち上げ、その中で研

究してまいりたいとの答弁でありました。 

 その他福祉バスのサービス向上に努められたい

との意見もありました。 

 次に、議案第５６号「平成２０年度西予市国民

健康保険特別会計予算」については、事業勘定の

医薬品の共同購入について質疑があり、昨年から

共同購入しており、全体的に安くなっているとの

答弁でありました。 

 次に、議案第５９号「西予市介護保険特別会計

予算」については、要介護度の同等の方で、同等

な症状でグループホームと介護保険施設に入所し

た場合の個人負担の差額について質疑があり、個

室と多床室でも金額が変わってくるが、介護に必

要な費用はほぼ同じである。グループホームは、

部屋代、食事代とも自由に設定ができ一番高い。 

 また、介護保険３施設は、所得に応じ費用が変

わってくるとの答弁でありました。 

 次に、議案第６４号「平成２０年度西予市病院

事業会計予算」については、企業債償還金、地方

交付税、病院経営状況等について質疑がありまし

たが、病院経営について最善の努力をしていきた

いとの答弁でありました。 

 以上、慎重に審査いたしましたので報告といた

します。 

 平成２０年３月１９日、厚生常任委員会委員長

大竹忠盛。 

 

○議長 次に、田中産業建設常任委員長の報告を

求めます。 

 

○田中剛産業建設常任委員長 産業建設常任委員

会審査報告書。 

 産業建設常任委員会の報告を申し上げます。 

 去る３月５日の本会議において、当常任委員会

に付託されました議案１６件について、３月６

日、７日に審査を行いました。 

 審査結果はお手元に配付の委員会審査報告書の

とおり、全会一致で原案どおり可決決定いたしま

した。 

 以下、審査の過程におきまして、特に指摘、要

望のありました事項を抜粋して報告申し上げま

す。 

 まず、議案第３０号「西予市明浜ふるさと創生

館条例の一部を改正する条例制定について」かん

きつ類のジュース委託加工に係る加工上の利用料

金を設定するもので、搾汁に係る瓶１本の単価を

２５０円以内に定めるものとの説明があり、全員

異議なく、原案のとおり可決決定いたしました。 

 次に、議案第３１号「西予市農業集落排水事業

分担金徴収条例の一部を改正する条例制定につい

て」これは加入分担金１７万円を２０万円以内に

改めるもので、これまで１７万円を市に納め、残

り３万円を地元の組合で徴収していたのを、農集

が一元化経営となったことにより組合を存続する

必要がなくなったため、２０万円以内に改定する

ものとの説明があり、全員異議なく、原案のとお

り可決決定いたしました。 

 次に、議案第３２号「西予市営住宅管理条例の

一部を改正する条例制定について」、議案第３３

号「西予市単独市営住宅条例の一部を改正する条

例制定について」、議案第３４号「西予市特定公

共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定につい

て」理事者より、国交省の指導により県下統一の

条例改正となっているもので、暴力団員の入居を

制限するものとの説明がありました。先ほど総務

委員長の報告にもありましたが、教員住宅の空き
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家が目立っており、教員住宅を一般住宅にするこ

とはできないかと尋ねたところ、補修して使用で

きるものであれば公営住宅に転用し、補修費用が

かかり過ぎて採算が合わない場合は、取り壊すな

ど等を教育委員会と調整中である。また、先般国

交省の説明会があり、統合により教員住宅等が余

っているが、これらに関しては住宅マスタープラ

ンを作成し、土地開発公社に一たん譲り受けて、

それを市で買い取ることができれば補助ができる

という指導を受けているとの答弁がありました。 

 これを受け、委員より、各地区過疎化が始まっ

ているので、住宅等に低額所得者や一時滞住者が

入れるような対応をしていただきたいとの要望が

ありました。 

 全員異議なく、原案のとおり可決決定いたしま

した。 

 次に、議案第３７号「市道路線の廃止につい

て」及び議案第３８号「市道路線の認定につい

て」さまざまな議論が交わされましたが、理事者

から格付委員会そのものは、道路認定だけを主に

置いたものではなく、道路認定したものをどのよ

うに運用していくかが格付委員会の重要な役割で

あり、審議もあわせて行ってもらっている。道路

認定は市長の権限において提出するものだが、諮

問委員会である格付委員会の意見を尊重し、市長

が判断して議会の議決を得て決定しているとの答

弁がありました。 

 検討の結果、全員異議なく、原案のとおり可決

決定いたしました。 

 次に、議案第６３号「平成２０年度西予市上水

道事業会計予算」について、委員より、野村ダム

も２５年が経過しており、南予水道企業団より明

浜と三瓶に一部通水している野村ダムからの水道

料金を一挙に下げてもらい、そして各町の水道料

金を統一したらどうかとただしたところ、南予水

道企業団の償還金が減額された分については、受

水費の単価を下げてもらっているが、償還金が相

当額残っている。この設備投資費用及び維持管理

費用が受水費にかかってきているので、にわかに

下げるのは難しい状況であるとの答弁がありまし

た。 

 次に、議案第５２号「平成２０年度西予市一般

会計予算」のうち、当委員会に付託となりました

予算についてを議題とし質疑に入りました。 

 まず、建設課分について、請負業者から入札制

度の中で入札指名が来たら小さな工事でも提出書

類が多く、非常に手間になっているとの意見が出

ているが、これを簡素化する方法はないかとただ

したところ、補助事業もあり、必要な書類は決ま

っている。それは業者の責務と考えていただきた

い。 

 また、業者の質の向上といった観点からも必要

であるとの答弁がありました。 

 次に、用地課分について、未登記の土地が多く

今の人員体制では対応がおくれるので、機械をど

んどん入れて積極的にやっていくようただしたと

ころ、現在は現年度分と過年度分の登記事務をあ

わせて進めているが、まずは過年度分の残りにつ

いて手がけていきたい。新たに図面をつくるとき

には、委託するなどの人員配置が必要になってく

るとの答弁がありました。 

 次に、産業創出課分についてでありますが、コ

ールセンターの職員数及び企業誘致委員会は何回

開いたのかをただしたところ、コールセンターの

職員は定着率が低く、現在１６名程度となってお

り、再度募集をかけている状況との報告を受けて

いる。企業誘致委員会は、条例に適用する企業か

どうかの審査であり、１９年度は予定していた企

業の申請がおくれた関係で開いていないとの答弁

がありました。 

 次に、商工観光課分について、竜沢寺緑地公園

の管理状況についてただしたところ、継続して建

設業者に委託しているとの答弁がありました。 

 次に、農林水産課分についてでありますが、森

林整備地域活動支援事業８０２万２，０００円に

ついて、市内の財産区有林の１，６００ヘクター

ル、ヘクタール当たり５，０００円ということだ

が、来年度が初めてなのかただしたところ、これ

は新たに２期目の森林整備地域に対する支援交付

金であり、１期目の５年が平成１８年度で終わ

り、平成１９年度より５カ年間実施するものであ

る。申請者は森林組合であるが、財産区有林との

実施協定が調ったことから本事業に取り組むもの

であるとの答弁がありました。 

 以上、議案１６件すべて原案のとおり可決決定

いたしました。 

 以上で産業建設常任委員会の報告を終わりま

す。 

 平成２０年３月１９日、産業建設常任委員会委

員長田中剛。 
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○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第１１号「西予市一般廃棄物処理施

設等建設基金条例制定について」は委員長報告の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第１１

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１２号「西予市後期高齢者医療に

関する条例制定について」は委員長報告のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第１２

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１３号「西予市職員の期末手当及

び勤勉手当の特例に関する条例制定について」は

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第１３

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１４号から議案第１９号までの６

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４号「西予市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」から議案第１９号「西予市特別会計条例の一

部を改正する条例制定について」までの６件は委

員長報告のとおり決定することに異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第２０号から議案第２９号までの１

０件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２０号「西予市使用料及び手数料条例の

一部を改正する条例制定について」から議案第２

９号「西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

の一部を改正する条例制定について」までの１０

件は、委員長報告のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第３０号から議案第３６号までの７

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３０号「西予市明浜ふるさと創生館条例

の一部を改正する条例制定について」から議案第

３６号「西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設

置に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」までの７件は委員長報告のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第３７号から議案第３９号までの３

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３７号「市道路線の廃止について」から

議案第３９号「西予市営土地改良事業の施行につ

いて」までの３件は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３７号か

ら議案第３９号までの３件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、議案第４０号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４０号「字の区域を新たに画することに

ついて」は委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第４０

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第５２号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 
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 議案第５２号「平成２０年度西予市一般会計予

算」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第５２号は原案の

とおり決定いたしました。 

 次に、議案第５３号から議案第６５号までの１

３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５３号「平成２０年度西予市授産場特別

会計予算」から議案第６５号「平成２０年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」までの１

３件は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第５３号から議案

第６５号までの１３件は原案のとおり決定いたし

ました。 

 次に、議案第６６号及び議案第６７号までの２

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６６号「西予市農林漁業後継者住宅条例

の一部を改正する条例制定について」及び議案第

６７号「西予市病院事業職員の諸手当に関する条

例の一部を改正する条例制定について」の２件は

委員長報告のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時３５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時５０

分） 

 ただいま市長から提出されました議案第６８号

「平成１９年度西予市一般会計補正予算（第７

号）」から議案第７２号「西予市乙亥の里の指定

管理者の指定について」までの５件を本日の日程

に追加し、追加日程といたしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、５件を

本日の日程に追加し、追加日程とすることに決定

いたしました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第６８号「平

成１９年度西予市一般会計補正予算（第７号）」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第６８号「平成１９年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回提案します主な補正予算は、歳出では、一

般管理費で報償費の増額、大野ケ原小学校改築事

業の継続費の変更と工事請負費の減額及び庁舎建

設事業基金の積み立て、また歳入では、特別交付

税の決定によります地方交付税の増額計上をする

ものであります。 

 一般管理費の報償費の増額につきましては、平

成１８年３月に三瓶町在住の男性から提起された

本市を被告とする損害買収請求訴訟の一審判決が

出されたことによるもので、本訴訟における本市

の訴訟代理人弁護士への報償金であります。 

 本訴訟につきましては、去る平成２０年３月１

０日に裁判所の一審判決が出され、本市の主張が

ほぼ全面的に認められ、原告の請求棄却で結審

し、約２年間続いた本訴訟も一応の決着を見るこ

とができました。 

 大野ケ原小学校改築事業につきましては、３月

１７日の入札により工事請負費が決定しましたの

で、それに伴う変更であります。 

 また、新庁舎建設の財政負担軽減を図るため基

金積み立てを行っております。 

 これによりまして既決いただいております歳入

歳出予算にそれぞれ９，０２２万１，０００円を

増額し、歳入歳出予算の総額を２４２億５，９２

６万１，０００円と定めるものであります。 

 なお、今回の補正では、庁舎建設調査研究事業

を初めとする１８事業の繰越明許費を計上してお

ります。 

 以上、説明いたしましたが、詳細な点につきま

しては、担当課長から補足をいたさせますので、

よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

○議長 河野財政課長。 
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○河野財政課長 それでは、予算書に沿って補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして説明をさせていただき

ます。 

 １１ページをお開き願います。 

 １目８節報償金１４９万円につきましては、本

市を被告とする損害賠償請求訴訟の一審判決で、

原告の請求棄却で結審となりましたので、それに

係る本市の訴訟代理人弁護士への報償金でありま

す。 

 同じく３目２８節農業集落排水事業特別会計繰

出金マイナスの４３３万円につきましては、農業

集落排水事業加入者の増により繰出金を減額する

ものであります。 

 １２ページをお開き願います。 

 ３目１５節工事請負費マイナスの６８７万８，

０００円のうち、国保分につきましてはマイナス

の６８６万円でありますが、これはさきの入札に

より大野ケ原小学校改築事業における工事費の確

定によります減額であります。 

 同じく１目２５節庁舎建設事業基金に１億円を

積み立てておりますが、これにより平成１９年度

末現在高は６億１，６５４万３，０００円となり

ます。 

 次に、歳入でございますが、９ページをお開き

願います。 

 特別交付税１億５，２１０万２，０００円につ

きましては、３月１８日に交付決定通知があり、

増額計上するものであります。 

 なお、平成１９年度の交付決定額は、１０億

６，２１０万２，０００円で、前年度比７．

７％、８，８９９万６，０００円の減額となって

おります。 

 次に、基金繰入金でございますが、財政調整基

金繰入金５，２４８万１，０００円を減額するこ

とによりまして、１９年度末残高は約１４億９，

０００万円となりますが、しかし２０年度当初予

算で５億４，０００万円を取り崩す予定になって

おりますので、実質９億５，０００万円の残高と

なります。 

 １０ページをお開き願います。 

 小学校債マイナスの９４０万円でございます

が、これは大野ケ原小学校改築事業における工事

費が確定したことによります減額であります。 

 ４ページに返っていただきたいと思います。 

 第２表継続費補正でございますが、これは大野

ケ原小学校改築事業における工事費が確定しまし

たので、その総額と年割り額の変更を行うもので

あります。 

 次に、５ページでございますが、第３表繰越明

許費でありますが、まず庁舎建設調査研究事業６

１０万１，０００円につきましては、当初平成２

０年１月から３月にかけて庁舎建設のための地質

調査業務を計画していたところでありますが、基

本設計の着手がおくれましたとともに既存施設の

取り扱い等の検討作業により庁舎の配置、規模の

方針決定等に時間を要しますので、当該事業予算

につきまして平成２０年度に繰り越すものであり

ます。この業務完了時期は、平成２０年６月下旬

を予定しております。 

 次に、ひまわりの郷整備事業５９０万円につき

ましては、社会福祉法人ひまわり育成会が運営を

しております宇和ひまわりの郷の施設増築事業で

ありますが、用地購入に不測の日数を要したた

め、年度内完了が見込めなくなったことにより一

部繰り越しをするものであります。なお、完成は

平成２０年５月中旬の見込みとなっております。 

 次に、西予農業振興地域整備計画書作成事業１

３１万３，０００円でありますが、これはこの整

備計画の変更策定につきまして、県と事前協議中

でありますが、協議に不測の時間を要し、また県

知事の同意を要しますので、年度内完成が見込め

なくなったことにより当該事業予算について繰り

越すものであります。なお、完成見込みは平成２

０年５月でございます。 

 次に、営農飲雑用水施設整備事業３１１万８，

０００円でありますが、この事業は城川町川津南

地区において導水給水施設工事を施工しておりま

すが、水源施設計画変更による設計の変更及び県

道日向谷高野子線の道路占用協議に日数を要し、

また県発注の管水路工事との施工計画協議の結

果、年度内完成が見込めなくなったことにより一

部繰り越しをするものであります。完成見込みを

平成２０年５月３１日としております。 

 次に、国道３７８号俵津バイパス道路改良工事

負担金事業３，９６０万円でございますが、これ

は県が道路改良工事の一部を平成２０年度に繰り

越すことに伴い一部繰り越しをするものでありま

す。 

 次に、垣生漁港漁村再生交付金委託事業６０５
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万８，０００円でありますが、これは県が施工し

ております国道３７８号改良にあわせて県に委託

をしている事業でありますが、県が道路改良工事

の一部を平成２０年度に繰り越すこととなりまし

たので、それに伴い一部繰り越しをするものであ

ります。なお、完成は平成２０年５月３１日の予

定であります。 

 次に、漁港利用調整事業１億５，８２８万９，

０００円につきましては、鋼材等の価格騰貴によ

り資材入手に不測の日数を要したため年度内完成

が見込めなくなったことにより一部を繰り越すも

のであります。なお、完成は平成２０年６月３０

日の見込みであります。 

 次に、道路新設改良事業宇和分６，３２４万円

につきましては、その内訳といたしまして、まず

市道旧町地区２７７号線改良事業につきまして

は、３，５９６万円を繰り越すこととしておりま

すが、これは工事施工に伴う通行規制について、

地元との調整に不測の日数を要し、完成は平成２

０年５月３１日の見込みとしております。 

 次に、市道旧町地区９６号線改良事業につきま

しては、１，６９４万円を繰り越すこととしてお

りますが、これは工法協議に不測の日数を要した

ため用地買収がおくれ、年度内完成が見込めなく

なったことによるものであります。完成は平成２

０年５月３１日の見込みとしております。 

 次に、市道中川地区２６、２７、３０号線改良

事業につきましては、１，０３４万円を繰り越す

こととしておりますが、これは工事に係る水道の

河川占用許可申請に不測の日数を要したため年度

内完成が見込めなくなったことによるものであり

ます。完成は平成２０年６月３０日の見込みとし

ております。 

 次に、道路新設改良事業三瓶分１，３０３万

７，０００円でありますが、そのうち市道蔵貫浦

１３号線改良事業につきましては、１７５万９，

０００円を繰り越すこととしておりますが、これ

は用地交渉において地元との協議に不測の日数を

要したため年度内完成が見込めなくなったことに

よるものであります。なお、完成は平成２０年６

月３０日の見込みとしております。 

 次に、市道垣生２４号線改良事業につきまして

は、１，１２７万８，０００円を繰り越すことと

しておりますが、これは改良を計画している当該

市道に接続する県施工の過疎農道の用地交渉が難

航し、地権者との調整に不測の日数を要したため

年度内完成が見込めなくなったことによるもので

あります。完成は平成２０年６月３０日の見込み

としております。 

 次に、中川原橋改修工事負担金事業８５５万

８，０００円でありますが、県が事業の一部を平

成２０年度に繰り越すため年度内完成が見込めな

くなり一部繰り越しをするものであります。 

 次に、高速道路周辺整備事業１，３５１万円で

ありますが、宇和地区高速道路周辺整備事業で実

施しております稲生地区流末排水路工事におきま

して、本事業計画書の一部用地は、国土交通省に

より買収する計画となっておりますが、その用地

買収が難航し、本工事の設計ルートが確定できな

かったため発注がおくれ、年度内完成が見込めな

くなり一部を繰り越しをするものであります。完

成は平成２０年５月３０日を予定しております。 

 次に、都市計画策定管理事業４４０万円であり

ますが、これは宇和町卯之町伝統的建造物群保存

地区の地区決定に関連し、保存計画素案の検討に

時間を要し、また県都市計画課との事前協議にお

いて、愛媛県都市計画道路見直しガイドラインに

沿った都市計画道路の全体的な見直しの検討が必

要となり、年度内完成が見込めなくなり当該事業

を繰り越すものであります。完成は平成２０年１

２月末を予定しております。 

 次に、下松葉地区排水路整備事業１，６５０万

円につきましては、四国旅客鉄道株式会社との工

法協議に不測の日数を要したため、設計委託業務

の着手がおくれ年度内完成が見込めなくなったこ

とにより一部繰り越しをするものであります。な

お、完成は平成２０年１２月末を予定しておりま

す。 

 埋蔵文化財発掘調査３８０万５，０００円であ

りますが、これは坪栗遺跡からの出土遺物を保存

処理するものでありますが、保存処理をする前に

出土遺物の洗浄、整理、実測及び写真撮影が必要

で、出土点数も多く、この作業に不測の時間を要

し、また保存処理には１０カ月以上の日数を要す

るため年度内完成が見込めなくなり、当該事業の

予算を繰り越すものであります。完成は平成２１

年３月を予定しております。 

 次に、古代ロマンの里推進事業２，１１１万円

につきましては、これは笠置峠古墳整備工事であ

りますが、この工事におきまして、この工事に使
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用する石材の入手に不測の日数を要し、年度内完

成が見込めなくなり一部繰り越しをするものであ

ります。 

 次に、農地災害復旧事業野村分１２９万３，０

００円でありますが、これは野村町中野地区の畑

災害復旧工事におきまして土質が非常に悪く、約

１，０００立米の土の入れかえを余儀なくされた

ため繰り越すものであります。 

 次に、農業用施設災害復旧事業野村分３７３万

３，０００円につきましては、さきの畑災害復旧

工事と同じ理由でございます。 

 農業用施設災害復旧事業城川分６４３万５，０

００円でありますが、これは城川地区辰ノ口頭首

工災害復旧工事におきまして、現場精査の結果、

復旧延長及び躯体断面に大幅な変更が必要となり

この手続に不測の日数を要し、また事業量、工事

費もふえているために一部繰り越しをするもので

あります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６８号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第６８号「平成１９年度西予市一般会計補

正予算（第７号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第６８号は原案の

とおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第６９号「平

成１９年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第４号）」から議案第７１号「平成１９年

度西予市病院事業会計補正予算（第４号）」まで

の３件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第６９号「平成１９年

度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳入におきまして、供用開始処

理区における新規加入金の増額とそれに伴う繰入

金を減額するもので、歳入のみの補正となりま

す。 

 内容につきましては、供用開始処理区において

分譲住宅等の建築が実施されることから、新規加

入金４３３万円を増額し、これに伴い一般会計繰

入金を４３３万円減額いたしております。 

 これによります歳入歳出予算の総額には、変更

ありません。 

 また、多田地区の処理施設に関する建設工事に

つきまして、関係機関との協議に不測の日数を要

しました等の理由により年度内の施工が困難にな

ったことに伴い繰越明許費２億１，３３１万２，

０００円を計上いたしております。完成は６月６

日の予定であります。 

 続きまして、議案第７０号「平成１９年度西予

市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、宇和処理区及び野村処理区にお

いて、関係機関との協議に不測の日数を要した等

の理由によりまして年度内の施工が困難になった

ことに伴い、繰越明許費３億３，８３８万７，０

００円を計上するものであります。完成は２０年

７月３１日を予定いたしております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 議案第７１号「平成１９年度西予

市病院事業会計補正予算（第４号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、この４月から６年ぶりに野村病

院に常勤の眼科医師が赴任されることから、眼科
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手術関連機器の点検をメーカーに依頼したとこ

ろ、この数年使用した実績がなく、一部ふぐあい

も生じております。また、購入後１４年が経過を

しており、修理も困難な状況であることから、早

急に機器の更新を行い、今後予定される白内障手

術等に対応するものであります。 

 内容つきましては、資本的支出で２，５７６万

円を増額するもので、医療機器購入における入札

減による１，３２４万円の減額と超音波白内障手

術装置ほか２件の購入費用３，９００万円を計上

するものであります。 

 以上の補正により、資本的支出の合計は２億

２，７９２万７，０００円となり、資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する１億９，８２９万

４，０００円は、過年度分損益勘定留保資金で補

てんするものでございます。よろしくご審議いた

だきますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより３件に対する一括質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６９号から議案第７１号までの３件は、

会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第６９号「平成１９年度西予市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第４号）」から議案第

７１号「平成１９年度西予市病院事業会計補正予

算（第４号）」までの３件は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第６９号から議案

第７１号までの３件は原案のとおり決定いたしま

した。 

   

（追加） 

○議長 次に、追加日程第３、議案第７２号「西

予市乙亥の里の指定管理者の指定について」を議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第７２号「西予市乙亥

の里の指定管理者の指定について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 この施設は、地域の歴史・文化の継承を図ると

ともに、地域商業の活性化に資する施設として整

備された施設であり、平成１７年４月から旧野村

町商工会、現在の西予市商工会が指定管理者とし

て管理運営を行っております。今回、西予市商工

会の指定期間が今月末に満了することに伴い、次

期指定管理者の候補者につきまして慎重に検討い

たしました結果、地域経済との連携及び活性化等

を考慮し、引き続き西予市商工会を指名により選

定いたしましたので、議会の議決を求めるもので

あります。 

 その理由といたしましては、本施設は旧野村町

商工会を引き継ぐ西予市商工会が、ＴＭＯの機関

として中心市街地活性化計画に携わっており、商

業活性化の核となる乙亥の里を活用することで商

業の発展に大いに寄与できると意欲を示しており

ます。 

 また、過去３年間の実績を踏まえ、集客に対し

まして一層の努力や徹底した人的教育を実施して

サービスに支障が生じないよう最善の努力を図る

と申し出ていることから、万全の態勢が図られる

ものと判断したものであります。 

 なお、西予市商工会の概要及び運営計画概要に

つきましては、お手元の参考資料をご参照いただ

きたいと存じます。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７２号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ
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れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第７２号「西予市乙亥の里の指定管理者の

指定について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第７２号は原案の

とおり決定いたしました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会のごあいさつがあります。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成２０年第１回西予市議会定例会

の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 去る３月４日から開会いたしました本定例会に

おきましては、議員各位には本会議並びに各常任

委員会を通じまして慎重なご審議を賜り、衷心よ

り敬意と感謝の意を表する次第でございます。お

かげをもちまして、平成２０年度一般会計予算を

初め多数の重要案件につきまして原案どおりそれ

ぞれ可決をいただくことができました。ここに成

立しました平成２０年度予算によりまして、市政

各般にわたり所期の施策を推進し、市政の一層の

伸長と市民生活の向上発展に寄与してまいりたい

と念願しておるものでございます。 

 さて、在任中幾多の功績を残されました現議員

各位の任期も、私同様いよいよ間近に迫りまし

た。皆様と議場でお目にかかることも恐らく本日

をもって今任期中の最後となるのではないかと存

じますが、今静かに過ぎし４年間の市政の跡を振

り返りますと、感無量なものがございます。 

 本市にとってこの４年の歳月は、平成の大合併

に始まり、旧町から引き継いた懸案事項の処理及

び国の行財政改革によりまして始終イバラの道で

あり、苦難の連続でありました。そういった険し

く厳しい道のりではございましたが、それだけに

実質的には旧町時代の歴代の議会をはるかにしの

ぐ充実したものであったことは、地方自治を理解

する者ひとしく認めるところでございまして、今

議会のご功績は、我が西予市市政史上に輝くこと

と存じます。 

 承るところによりますと、引き続き市議会議員

に立候補される方、また本任期をもって後進に道

を譲られる方があるように伺っております。引き

続き出馬をなされる方々におかれましては、ぜひ

ご健闘をいただき、再びこの議場で西予市の施策

について議論を願えることを心からご祈念申し上

げます。 

 また、ご勇退による皆様方におかれましては、

今後とも在任中と変わることなく市政に対して何

かとご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。 

 私はこの１期４年間、旧５町の歴史・文化・風

習を尊重し認め合いながら、残すべきものは残

し、変えるべきものは変える信念のもとで、皆様

の温かいご理解とご支援を得て何とかその重責を

果たすことができました。西予市まちづくりの計

画として予定された事業につきましても、早期に

多くのことを実現することができました。 

 また、産業、保健、福祉、教育、文化、さらに

財政などの分野においても、基礎を一つずつ積み

重ねてまいることができました。これも議員各位

と市民の皆様のご理解があってのたまものであり

まして、重ねて感謝とお礼を申し上げる次第でご

ざいます。 

 終わりになりましたけれども、先般表明いたし

ましたように、誇れる西予市づくりを目指し、私

も再度市政を担うべく挑戦したいと思っておりま

すので、何とぞご理解をお願いいたします。 

 以上、甚だ簡単でございますが、この４年間の

議員各位の市政へのご尽力に深甚より感謝と敬意

を申し上げ、閉会のごあいさつといたします。 

 皆さん、長い間ありがとうございました。 

 

○議長 これをもって平成２０年第１回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  閉会 午後３時３０分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

  西予市議会議長 
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   同   議員 

 

   同   議員 
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平成２０年第１回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  ８号 
西予市立三瓶中学校屋内運動場改築工事変更請負契

約について 
20.３.４ 原案可決 

議案第  ９号 
多田地区生活改善工事第１７工区工事変更請負契約

について 
20.３.４ 原案可決 

議案第 １０号 
多田地区生活改善工事第２１工区工事変更請負契約

について 
20.３.４ 原案可決 

議案第 １１号 
西予市一般廃棄物処理施設等建設基金条例制定につ

いて 
20.３.19 原案可決 

議案第 １２号 西予市後期高齢者医療に関する条例制定について 20.３.19 原案可決 

議案第 １３号 
西予市職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する

条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 １４号 
西予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 １５号 
西予市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 １６号 
西予市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一

部を改正する条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 １７号 
西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 １８号 

西予市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及

び基準を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

20.３.19 原案可決 

議案第 １９号 
西予市特別会計条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２０号 
西予市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２１号 
西予市母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条

例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２２号 
西予市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正

する条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２３号 
西予市デイサービスセンター条例の一部を改正する

条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２４号 
西予市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定

について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２５号 
西予市介護保険条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２６号 
西予市居宅介護支援事業所設置条例の一部を改正す

る条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２７号 
西予市隣保館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
20.３.19 原案可決 

議案第 ２８号 
西予市小集落改良住宅管理条例の一部を改正する条

例制定について 
20.３.19 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ２９号 
西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ３０号 
西予市明浜ふるさと創生館条例の一部を改正する条

例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ３１号 
西予市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改

正する条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ３２号 
西予市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
20.３.19 原案可決 

議案第 ３３号 
西予市単独市営住宅条例の一部を改正する条例制定

について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ３４号 
西予市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例

制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ３５号 
西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ３６号 
西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ３７号 市道路線の廃止について 20.３.19 原案可決 

議案第 ３８号 市道路線の認定について 20.３.19 原案可決 

議案第 ３９号 西予市営土地改良事業の施行について 20.３.19 原案可決 

議案第 ４０号 字の区域を新たに画することについて 20.３.19 原案可決 

議案第 ４１号 平成１９年度西予市一般会計補正予算（第６号） 20.３.５ 原案可決 

議案第 ４２号 
平成１９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第２号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ４３号 
平成１９年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補

正予算（第２号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ４４号 
平成１９年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ４５号 
平成１９年度西予市老人保健特別会計補正予算（第

３号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ４６号 
平成１９年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ４７号 
平成１９年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第５号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ４８号 
平成１９年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ４９号 
平成１９年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ５０号 
平成１９年度西予市上水道事業会計補正予算（第４

号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ５１号 
平成１９年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第２号） 
20.３.５ 原案可決 

議案第 ５２号 平成２０年度西予市一般会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ５３号 平成２０年度西予市授産場特別会計予算 20.３.19 原案可決 
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議案第 ５４号 
平成２０年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 
20.３.19 原案可決 

議案第 ５５号 
平成２０年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予

算 
20.３.19 原案可決 

議案第 ５６号 平成２０年度西予市国民健康保険特別会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ５７号 平成２０年度西予市老人保健特別会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ５８号 平成２０年度西予市後期高齢者医療特別会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ５９号 平成２０年度西予市介護保険特別会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ６０号 平成２０年度西予市簡易水道事業特別会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ６１号 平成２０年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ６２号 平成２０年度西予市公共下水道事業特別会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ６３号 平成２０年度西予市上水道事業会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ６４号 平成２０年度西予市病院事業会計予算 20.３.19 原案可決 

議案第 ６５号 
平成２０年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

予算 
20.３.19 原案可決 

議案第 ６６号 
西予市農林漁業後継者住宅条例の一部を改正する条

例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ６７号 
西予市病院事業職員の諸手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について 
20.３.19 原案可決 

議案第 ６８号 平成１９年度西予市一般会計補正予算（第７号） 20.３.19 原案可決 

議案第 ６９号 
平成１９年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第４号） 
20.３.19 原案可決 

議案第 ７０号 
平成１９年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
20.３.19 原案可決 

議案第 ７１号 
平成１９年度西予市病院事業会計補正予算（第４

号） 
20.３.19 原案可決 

議案第 ７２号 西予市乙亥の里の指定管理者の指定について 20.３.19 原案可決 

発議第  １号 
西予市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
20.３.４ 原案可決 

意見書案第２号 
市立宇和島病院の保険医療機関指定継続を求める意

見書（案）の提出について 
20.３.４ 原案可決 

 


